
令和６年度（Ｒ５実績値）総合戦戦略・評価検証シート
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市内観光施設入込客
数（国内客及び国外
客含む）

観光課
人/
年

4,935,538 6,025,000 40
単
年

6,025,000 5,480,269 5,752,635 6,025,000 1,653,392 2,169,263 3,141,894 27.4% 39.6% 54.6% E D D

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症が５類へと移行し、全国旅行支援や市独自の旅行需要
喚起策（第３弾7515キャンペーン）の実施により、旅行需要
が回復し、国内の観光客の増加が見られます。
R6年度はさらに、国内外観光客が沖縄に来ることが予想され
るため、市内観光施設入込客数の増加が見込まれます。

今後も引き続き、名護市観光協会や名護市商工会等の関係団
体と連携して、観光客誘致にむけたプロモーションを実施
し、県内外の観光客の観光需要を取り込みます。

・「今後の対応」の欄で、名護市観光協会や名護市商工会等の関係団体と連携して、観光客誘致にむけたプロモーションを実施するとの記載があ
りました。来夏にオープンするジャングリアは観光誘致の起爆となり得ます。産学官での連携事業として効果的な観光客誘致および大学志願者数
増加のプロモーションに繋がればと思います。

・まず観光客が観光施設に訪れる手段がコロナ前とコロナ後で大きく変化しております。コロナ前までは、「旅行社や航空会社やるるぶなどの雑
誌についているクーポン」を利用した入園が主流でした。多くのクーポンが作れたことで、クーポン発刊業社の競争が発生し、記載している施設
数とお得さ（安さ）を競うようになりました。その影響は、掲載されている観光施設や店舗へ出てきます。入園者数は多かったのですが、格安料
金での入園となります。店舗からは、その問題について声が上がるようになり、コロナ前に徐々に料金が上がるようになりました。さて、そのタ
イミングで新たな手段が始まりました。アソビューやちゅらとくなど「ネット系販売業社」です。こちらは、料金やサービス内容を自由に決定で
きることから、多くの店舗はそちらへも移行していきます。コロナ期に入ってからはネット系での購入が大幅に伸び、クーポンでの入園は大幅に
減りました。コロナ前と比較するとおそらくクーポン利用者は50％減、ネット系販売は、年々数百%で伸びておりますが、入園客数はクーポン時
代にまだまだ届いておりません。しかし、入園料自体はアップしております。今後もネット系での販売は伸びる見込みがあることから強化が必要
です。また、根本的に宿泊施設の充実が計られなければ、北部での滞在時間は限られることになり、観光施設は激しい競争に巻き込まれることに
なります。宿泊施設が充実し名護市に1～2泊してもらえば、多くの観光施設に訪れていただけるだけではなく、飲食をはじめ名護市のあらゆると
ころへの好影響が出てくると思われます。

観光客が名護市内への滞在・周遊促進が図られるよう、宿泊日数、滞在時間の拡大に向け、観光客向
けの情報発信の強化や、市内周遊プランの訴求、名護のブランディング等の取り組みを名護市観光協
会等と連携し取り組んでいきたいと考えています。

市内宿泊施設入込客
数 （国内客及び国
外客含む）

観光課 人/年 1,281,083 1,366,000 40 単年 1,366,000 1,323,542 1,344,771 1,366,000 440,926 537,068 815,493 32.3% 40.6% 60.6% D D C

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症が５類へと移行し、全国旅行支援や市独自の旅行需要
喚起策（第３弾7515キャンペーン）の実施により、旅行需要
が回復し、国内の観光客の増加が見られます。また、R5年度
よりインバウンドの増が顕著となっています。
R6年度はさらに、国内外観光客が沖縄に来ることが予想され
るため、施設入込客数の増加が見込まれます。

今後も引き続き、名護市観光協会や名護市商工会等の関係団
体と連携して、観光客誘致にむけたプロモーションを実施
し、県内外の観光客の観光需要を取り込みます。

・宿泊施設入れ込み客数の測り方の精度を上げる必要があると思います。 小規模施設やアパートメントホテルなど数字が取れてない施設もある
ので、宿泊人数は2割増しくらいではないかと感じています（9～10万人は増えるのでは？）。県内入域客数はコロナ前ほどに戻ってはいないが、
名護市内には宿泊施設が増えた事で更に増加が見込まれます。  /  今後も、沖縄県内で「名護に宿泊」を選んで頂くためにも、沖縄観光にお
いて名護を宿泊地とする事の利便性や名護での過ごし方など情報発信をしていく事で数は増やしていけると考えます。 /  次にその成果指標を
考える必要もあるかと思います。宿泊客が増えるという事は市内や市街地の飲食店に少なからず波及効果が出ていると思います。なぜ、宿泊客を
増やしたいのか、観光客が増える事で市内での消費活動が活発化する事が名護市としての最大の目標ではないでしょうか？宿泊者数が増える事で
得られるメリットも明確な目標として掲げる事も必要かと思います。市内、市街地の飲食店、土産、コンビニ、給油などなど商業者の業績の変化
をDI値で取るとか、店主の感じ取っている変化をアンケートで聞くなども今後取り組む必要があると感じております。

・KPIに設定した目標値に対する数値の取り方について、効率的・有効的な数値回収及び分析の方法を検討した方がいいのではないでしょうか。

・今年度、第３次名護市観光振興基本計画の策定を予定しており、その中で、宿泊数や来訪者数をど
う効果的に取得できるか、データ収取・分析手法についても整理していきたいと考えています。
・第３次観光振興基本計画の中で、名護がやんばる観光の拠点となることを目指し、対観光客向けに
は名護市内の滞在・周遊促進、対事業者向けには戦略的マーケティングの実施を方針として掲げ、具
現化するために様々な取組みを定めていきます。成果指標についても同計画での取り組みに基づきよ
り具体的な指標となるよう検討してまいります。 

・数値の取り方については現在策定作業をしている第３次名護市観光振興基本計画の中で、デジタル
インフラを活用したデータ収集、分析を視野に入れて検討しているので、今後精度の高いデータの取
得を進めていきたいと思います。

・宿泊施設の入込客数を把握するために、施設の協力を得て把握されていると思いますが、名護市内すべての宿泊施設・宿泊者数を把握するためには時間とコストがか
かると考えられます。 他市町村の事例も参考としているとは思いますが、例えば市内の主要宿泊施設（現在協力を得ている施設）ということで施設を絞って、目標を
立てることも可能ではないか。 その他にも、宿泊施設数については沖縄県の「宿泊施設実態調査」で把握することができるので、それを活用した指標又は補足説明と
しても検討できるのではと思いますが、第3次観光振興計画を策定するにあたり、宿泊者数や来訪者数を効果的に取得するかを整理するとうことなので、施策に反映で
きる効果的な指標を検討していただければと思います。

・これまで市内宿泊施設及び観光施設への入込客数のデータを取得するためには、各施設への聞き取り調査を実施してきた。調査は、当課で把握してい
る市内宿泊施設79者と市内観光施設32者に対し、直接、メール・電話・郵送でアンケート調査（期限付きで回答）を依頼しています。その結果、市内宿
泊施設からの回答が79者中21者の回答が得られ、観光施設については、32者中14者からの回答となっています。いずれも、市内の主要施設からの回答は
得られてはいるもののサンプル取得数は少ないため、回答数を上げる必要があると認識しているところです。
 今後の調査方法については、従来のアンケート調査による協力依頼の他、名護市観光協会のポータルサイト等を活用し、インターネット上にアンケー
ト回答サイトを作成し、サイトにアクセスできるURL及びQRコードを発信する手法など施設の負担軽減も考慮し、事業者のペースで協力いただけるよう
改善を図り、アンケート回収数を上げていきたいと考えております。

市域内一人当たりの
観光消費額

観光課 円/年 13,306 14,400 20 単年 14,400 13,853 14,127 14,400 0 0 28,616 0.0% 0.0% 100.0% E E A

第３次名護市観光振興基本計画策定事業において、観光振興
に係る基礎調査・分析を行うため、４箇所の市内主要観光施
設において、県外日本人客、外国人客を対象にアンケート調
査を実施しました。日本人客818サンプル、外国人客252サン
プルを徴取し、名護市内での支出総額に対する設問におい
て、日本人客は24,076円、外国人客は33,157円で、平均値
28,616円と目標値を上回る結果となりました。※日本人客、
外国人客ともに宿泊客、日帰り客を含む。

引き続き名護市観光協会や関係機関と連携して、効果的な調
査手法の実施に努めます。

名護自然動植物公園
施設利用者数

観光課
人/
年

93,045 280,000 15
単
年

280,000 186,523 233,261 280,000 145,031 175,535 208,214 51.8% 94.1% 89.3% D B B

・R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイル
ス感染症の５類移行により、施設利用者数は増加しておりま
す。
R6年度は、集客に繋がるようなイベントの開催や施設ガイド
などのコンテンツの充実を図り、施設利用者数の増加を目指
します。

 施設利用者数の増加を図るため、施設の機能強化を図り、
広報活動や周知についても、指定管理者と協働し、効果的な
PRを実施します。

修学旅行宿泊者数 観光課
人/
年

77,015 78,940 10
単
年

78,940 77,978 78,459 78,940 41,352 35,850 53,296 52.4% 46.0% 67.9% D D C

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症５類移行に伴い、県内での修学旅行需要が回復してい
ること、名護市観光協会において修学旅行誘致に向けた県外
でのプロモーションを実施していることから、宿泊者数の増
加に繋がっている要因と考えています。

今後も引き続き、観光協会と連携して修学旅行誘致に向けた
取り組みを行っていきます。

・「今後の対応」の欄で、観光協会と連携して修学旅行誘致に向けた取り組みを行っていきますとの記載がありました。名桜大学は入学者の安定
確保の観点から、美ら海水族館等を見学する修学旅行の高校生をターゲットに、本学に立ち寄る仕組みとして、「国際平和」や「沖縄の歴史と文
化」等の学びを提供等をJTBに提案してきましたので、協働できればと思います。

・修学旅行については目標と評価を細分化する必要があると思います。現在、名護市観光協会と市内観光関連事業者が修学旅行委員会として活動
しているが、ホテル、体験施設、土産物など点と点を結んだモデルコースの提案を旅行会社に行っている。しかしながら、すべてを名護市内とい
う事は、旅行会社の都合や、旅行の行程からも難しい事もあり、宿泊は名護でしているが体験や土産物は市外でとか、市外に宿泊しているが体験
や観光施設はルートに入っている場合もある。なので、純粋な市内の修学旅行宿泊者数は出し続ける事も必要だが、観光施設や体験事業者の修学
旅行受け入れ数も評価の対象としていくと、今後の誘致活動の分析や戦略策定に有益な情報となると思います。

名護市観光協会では修学旅行委員会と連携して、教育旅行用のプロモーションツールの制作に取り組
んでおります。修学旅行のニーズに沿った事業者連携によるコンテンツ開発を行うことは、戦略的
マーケティングにも繋がるものと考えており、評価や指標の在り方についても観光協会と調整してい
きたいと考えています。

・外部評価委員のご指摘のとおり、修学旅行については名護市内では完結することは難しいと考えられることと、宿泊施設の入込客数にも数が反映されていると思いま
すので市内宿泊施設入込客数の内訳で修学旅行者数を再掲げしたらどうか。  「多様なツーリストの受入れ」なので、宿泊も含め修学旅行客が訪れた（施設等に滞在
した）施設の件数を指標としても考えらるとおもいますので、次期総合戦略で効果的な指標を検討していただければと思います。

・ご指摘のとおり、当課で実施している修学旅行宿泊者数は、宿泊施設の入込客数にも数が反映されておりますので、委員助言の市内宿泊施設入込客数
の内訳で修学旅行者数を再掲することについて、同委員会の意見も踏まえ検討していきます。修学旅行受入施設数の把握については、当課で実施してい
る既存の調査から施設数を算出する方法含め調査方法及び施設の件数を指標とすることについて検討してきます。

外国人市内観光施設
入込客数 

観光課
人/
年

1,254,296 2,032,339 20
単
年

2,032,339 1,643,318 1,837,828 2,032,339 17,587 23,624 213,800 0.9% 1.4% 11.6% E E E

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症５類移行に伴い、旅行需要が回復していることから、
入込客数増加に繋がっている要因と考えています。

引き続き、名護市観光協会、名護市商工会と連携したプロ
モーション活動を行い、地域ブランディングの強化を図って
いきます。

・基本的には①「市内観光施設入込客数」と同じだが、それに加え、基本的に外国客は家族を始め仲間同士の情報を信用する為、インスタグラム
をはじめとしたSNSの強化が重要だと思われます。その為には、各施設の取り組みが重要であり、それが多くなっていけば名護市自体もアピール
されていくと思われます。また、多言語化も多くの国々の人が増えれば増えるほど多くなるため、対策が重要だと思います。

・JAファーマーズは現在、県外や海外のお客様も増えてきています。必要であれば、今後来客の内訳について分析等が出来るか検討の上、情報提
供出来ればと思います。
・漁協の直販所も来客者数を把握している。観光分野との連携で数値が必要であれば情報提供できると思います。

・今年度、名護市観光協会では、事業者向けにSNSの現状把握や効果的な情報発信を目的としたセミ
ナーを予定しております。観光誘客において、SNSを活用した情報発信は有効であると認識している
ため、観光協会や市内観光事業者と連携した情報発信について連携してまいりたいと考えておりま
す。
・今年度、第３次名護市観光振興基本計画の策定を予定しており、その中で、観光インフラの強化・
受入環境の充実に向けた取組みついて整理してまいりたいと考えております。

・今後どのように数値を取っていくのかは検討でありますが、そのような機会がある際にはぜひご協
力いただきたいです。内部でも連携が取れるように各部署でも探っていきたいと思います。

・外国人観光客の入込については、どのような方法で把握しているのでしょうか。 ・市内各宿泊施設、観光施設へ入込客数のアンケート調査の手法で実施しております。設問中に、「内外国人」という項目を設け実施しております。ま
た、今後の調査方法については、従来のアンケート調査による協力依頼の他、名護市観光協会のポータルサイト等を活用し、インターネット上にアン
ケート回答サイトを作成し、サイトにアクセスできるURL及びQRコードを発信する手法など施設の負担軽減も考慮し、事業者のペースで協力いただける
よう、アンケート回収数を上げていきたいと考えております。

外国人市内宿泊施設
入込客数

観光課
人/
年

269,960 276,709 20
単
年

276,709 273,335 275,022 276,709 2,729 4,938 77,771 1.0% 1.8% 28.3% E E E

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症５類移行に伴い、旅行需要が回復していることから、
入込客数増加に繋がっている要因と考えています。

引き続き、名護市観光協会、名護市商工会と連携したプロ
モーション活動を行い、地域ブランディングの強化を図って
いきます。

・R5年度（R4実績）の評価検証の際にも申し上げましたが、国別で把握する事も必要かと思います。最近特に市内の住宅街や宿泊施設が近くには
無い所で欧米人を見かけます。アジア系と欧米系で宿泊施設に対する考え方や利用の仕方も違うし、移動においてもレンタカーと公共交通利用な
ど違いがみられます。今後は、国内客の部分でも申し上げましたが、観光客の交通の移動や過ごした場所、過ごしやすさ、名護に足りないものな
どについてのアンケート調査を行っていただき、観光地としての環境整備につなげる事が出来たらと思います。

・今年度、第３次名護市観光振興基本計画の策定を予定しており、その中で、観光客へのアンケート
調査・データ収取・分析手法についても整理していきたいと考えています。

・外国人観光客の宿泊施設入込については、どのような方法で把握しているのでしょうか。 ・市内各宿泊施設へ入込客数のアンケート調査の手法で実施しております。設問中に、「内外国人」という項目を設け実施しております。また、今後の
調査方法については、従来のアンケート調査による協力依頼の他、名護市観光協会のポータルサイト等を活用し、インターネット上にアンケート回答サ
イトを作成し、サイトにアクセスできるURL及びQRコードを発信する手法など施設の負担軽減も考慮し、事業者のペースで協力いただけるよう、アン
ケート回収数を上げていきたいと考えております。

羽地の駅レジ通過者
数

羽地支所
人/
年

80,065 86,905 15
単
年

86,905 83,485 85,195 86,905 85,166 82,333 77,510 98.0% 98.6% 91.0% B B B

・令和4年度と比較し4,823人の減となっており、要因として
原材料価格の上昇や供給制約（人手不足や物流の停滞など）
の影響で景気の下振れや、人員不足による店外でのイベント
参加が難しい状況にあり特産品等の周知が図れなかった等が
要因と考えられます。一方で、地元事業者と連携した、特産
物の販売（ハイケイの屋台販売等）などの取り組みや、園芸
コーナーの新設による安定し てた園芸商品の受入れが、効果
的に施設への来店へと繋がっています。

・羽地の駅周辺機能強化事業の計画（担当部署：観光課）を
進めるとともに、出張出店・移動販売等への積極的な参加を
行うことで、施設の知名度向上や直接来店に繋がる取り組み
を強化します。地域資源を活かしたイベント・企画など、観
光客や地元客の受入体制の充実及び観光客や地元客のニーズ
把握を目的にアンケートを行い、目標達成を目指します。

地域住民への支援として令和４年度から高齢者への買い物支援
（送迎サービス）を実施しており、今後は拡充に向け取り組
み、これらの情報発信を強化し、施設の来店へ繋げます。

わんさか大浦パーク
訪問数

久志支所
人/
年

81,858 121,966 15
単
年

121,966 101,912 111,939 121,966 88,611 81,394 17,000 72.7% 79.9% 15.2% C C E

令和5年５月のGW以降に施設の機能強化工事の着手により、
施設利用が不可となっており、前年度と比べ大幅な来場者数
の減となりました。施設利用以外（シーカヤック利用、バー
ベキュー貸出、フラワーフェスティバルなど）で来場者の呼
び込みを行いました。

令和6年4月からプレオープンし、店内カフェ及び屋外大型遊
具の新設により、施設機能が強化されました。機能強化を活
かした企画等を実施し、目標値を達成できるように取り組み
を進めていきます。

・リニューアルオープンして今後に期待しています。誤解を恐れずに言うと、観光客にとっては東側は暗いイメージが先行している感がありま
す。それを払拭するかのように、大型の遊具の設置などは市民にも好感度がアップしましたし、子連れ客が増える事と思います。更に加えて、映
えスポットなどを意図的に道路沿いやマングローブロードなどに設置する事で「わんさか大浦パーク」の明るい印象と、それを撮るために人々が
目指す目的地となると良いと思います。

・リニューアルオープン後は新たな施設（コミュティ棟、大型遊具、トイレ・シャワー棟）が整備さ
れ、地域の拠点施設の機能として一層強化されました。これにより、観光満足度の向上と交流人口の
増加が図られ、持続可能である活力あるコミュニティの創出と久志地域の発展に向けて取り組みを進
めてまいります。また、今年度は、ソフト事業（地域の食文化発信事業、関係人口創出事業、地域運
営組織開発事業）も展開しており、ハードとソフトの両面から機能強化を図ることで、これまで以上
に地域内外から親しまれる拠点施設に発展していくものと考えています。

・リニューアルによる大型遊具等の設置で、市外からの来訪者は増加するものと思われますが二見以北地域の人口増加につながるソフト事業として関係人口創出事業、
地域運営組織開発事業とはどのような内容の事業を展開しているのでしょうか？

・再整備された施設を十分に活用し、地域内外の交流促進や地域産物の販売促進等に努めていただきたいです。また、様々な企画を予定していると思いますので、それ
をより多くの人に知ってもらう情報発信にも力を入れていただきたいです。

・わんさか大浦パークの新たな拠点機能を活用した経済循環と関係人口創出プロジェクトとして名護市過疎地域等集落ネット圏形成支援事業を展開して
おります。関係創出事業は、新たに整備された休憩談話室、物産販売コーナー、多目的室等を活用し、地域内外の団体と連携し、屋外イベントやものづ
くり体験等のワークショップ、地域の魅力を伝える企画展を開催し、関係人口の創出を図るイベント事業を実施する予定となっております。また、地域
運営組織開発事業については、ローカルベンチャーの専門家を招き、起業プロセスの助言や支援を受け、チームビルディングの研修をとおして地域経済
の活性化や雇用の創出、地域固有の付加価値を創造する新たな事業プロセスの構築を図る取組みを行います。                                                                                  

・再整備されたコミュニュティキッチンを核とした地元産品や特産品を提供するため、生産性の向上を図る観点から食堂機材の購入や地域の伝統料理を
ベースとした魅力的なメニュー開発のワークショップを開催します。また、地域の方々が制作している工芸品等を常設して販売しておりますが、これら
の特産工芸品の販路拡大に向けてＳＮＳ等で発信し周知を図るとともに通信販売にて地元特産品を提供するシステム構築に取組み販路拡大・販売促進を
目指します。

北海道日本ハムファ
イターズ春季キャン
プ来場者数 

観光課
人/
年

28,950 30,000 50
単
年

30,000 29,475 29,738 30,000 25,226 22,552 29,345 84.1% 76.5% 98.7% B C B

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症５類移行に伴い、旅行需要が回復していること、市独
自の施策として、北海道日本ハムファイターズ本拠地での名
護市PRイベントやキャンプ誘致プロモーション等を実施した
ことにより来場者数増加に繋がっている要因と考えていま
す。

今後も引き続き、キャンプ来場者誘致のためのPR活動を実施
し、来場者数の増を目指します。

観光協会ホームペー
ジアクセス数

観光課
回/
年 

295,470 301,400 15
単
年

301,400 298,435 299,918 301,400 221,471 379,822 299,629 73.5% 100.0% 99.9% C A B

R5年度目標値には届きませんでしたが、名護市観光協会が主
体となり実施した観光需要喚起策7515キャンペーンの実施に
より、旅行ユーザーの関心が高まり目標値に近い実績まで
至ったと考えています。

引き続き、観光協会と連携し、情報発信力を強化して魅力あ
る観光資源を発信し、旅行者向けサービスの高度化を目指し
ます。

国内外のプロモー
ション活動実績

観光課
件/
年

8 10 20
単
年

10.0 9.0 9.5 10.0 7.0 10.0 11 70.0% 100.0% 100.0% C A A

国内プロモーションとして11件実施しました。名護市観光協
会、名護市商工会との関係団体と連携し、物産展等も組み合
わせ、観光分野だけでなく商工分野とも連携した取り組みと
して、関係人口創出に向けた総合プロモーションとして実施
することができました。

引き続き、名護市観光協会、名護市商工会と連携したプロ
モーション活動を行い、地域ブランディングの強化を図って
いきます。

名護市観光客の満足
度調査

観光課 ％ 87.4 90 15
単
年

90.0 88.7 89.4 90.0 0.0 0.0 94 0.0% 0.0% 100.0% E E A

第３期名護市観光振興基本計画策定事業において、観光振興
に係る基礎調査・分析を行うため、４箇所の市内主要観光施
設における県外日本人客、外国人客を対象にアンケート調査
を実施しました。日本人客818サンプル、外国人客252サンプ
ルを徴取し、名護市内の旅行中の満足度に対する設問におい
て、日本人客は96％、外国人客は92.5％で、平均値94％と満
足度が高い結果となりました。

引き続き名護市観光協会や関係機関と連携して、効果的な調
査手法の実施に努めます。

④
観光振興の推進体
制の確立・強化
【観光課】

・地域（市民・事業者）の観光振興に対するコンセン
サスを形成することで、市内の観光振興体制の強化を
図ります。
・産学官連携体制の構築や広域連携体制の充実を図り
ます。 E A A -

産学官連携による観
光振興に向けた取組
 

観光課
件/
年

1 2 100
単
年

2.0 1.5 1.8 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0% 100.0% 100.0% E A A

7515キャンペーン、名護地域ウォークにおいて名桜大学と連
携した取組が実施できました。7515キャンペーンでは同大学
の学生による本市の魅力の掘り起こし、発信についてグルー
プワークによる講義、名護市観光協会公式SNSへ記事投稿を
行うなどSNSを活用した情報発信に取り組みました。地域
ウォークでは参加者に市内周遊を促進するためスタンプポイ
ントを設置し、そのポイントでの運営スタッフとして実施し
ました。

引き続き、関係各所と連携し、産学官の取り組みを図ってい
きます。
R5年度において「市民とつくり、ツナグ、さくらと花のま
ち」宣言を行ったことにより、さくらと花をとおしたまちづ
くりに向けて、名護さくらの会を中心に、関係機関、地域事
業者等とともに連携していきます。

スポーツ合宿等実施
件数

観光課
件/
年

5 25 50
単
年

25.0 15.0 20.0 25.0 12.0 23.0 40 48.0% 100.0% 100.0% D A A

10月にサッカー・ラグビー場が完成し、受け入れ施設が増え
たことにより県内外からの合宿団体が増加し、目標達成とな
りました。

引き続き、関係各所と連携し、合宿誘致を図っていきます。
特に、ラグビーD1やサッカー等のプロチーム誘致を行うた
め、チーム関係者やホテル関係者等と密に連携を図っていき
ます。

スポーツ合宿等実施
人数

観光課
人/
年

200 1,000 50
単
年

1000.0 600.0 800.0 1000.0 89.0 591.0 836 8.9% 98.5% 100.0% E B A

10月にサッカー・ラグビー場が完成し、受け入れ施設が増え
たことにより県内外からの合宿団体が増加し目標達成となり
ました。

引き続き、関係各所と連携し、合宿誘致を図っていきます。
特に、ラグビーD1やサッカー等のプロチーム誘致を行うた
め、チーム関係者やホテル関係者等と密に連携を図っていき
ます。

①

農業振興に向けた支援体制
の強化
【農業政策課】【園芸畜産
課】

・名護市を取り巻く農業環境に対応するべく、農畜産
物被害等への対応や新たな技術の活用を含めた機械化
農業の基盤整備による効率化など、関係団体とも連携
しながら 農畜産業の経営安定を図るための支援に取
り組みます。
・農業規模拡大を希望する農業者等に対し、農地の貸
付け、遊休農地の解消に対する支援等を行うことで、
農地の流動化を促進します。

A A A -
土地改良区内におけ
る遊休農地の面積

農業政策課 園芸畜産課 ha  128 120 100
総
計

120.0 124.0 122.0 120.0 92.0 80.5 72.6 130.4% 100.0% 100.0% A A A

・耕作が再開された農地が継続的に活用されており、遊休地
面積の減少につなげることができました。

・今後も継続的な農地利用が図られるよう、事業活用や地域
での継続的な話し合いにより、農地の出し手と担い手の確保
に努めます。

・鳥獣による農作物被害対策のため「鳥獣被害防止対策事業捕
獲活動強化事業」を実施し、鳥獣捕獲許可者に対する捕獲支援
により、生産者の被害を軽減することができました。

②
農家の担い手育成
【農業政策課】

・新規就農者に対し農業用施設及び機械等の導入や就
農直後の経営確立を図るための事業等による支援を行
いながら、関係機関と協働で技術指導や経営指導等の
営農支援、農地の集積・集約を図り、農業の担い手の
確保・育成に取り組みます。

E A A -
青年等就農計画の策
定者数

農業政策課
人/
年

3 3 100
単
年

3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 5.0 6 0.0% 100.0% 100.0% E A A

・新規就農希望者に対し、制度・事業内容について懇切丁寧
な説明を行うことで理解促進を図り、また伴走的な計画作成
支援に取り組んだことから、新規の青年等就農計画策定（認
定）者についてはKPIを上回る６名創出することができまし
た。また青年等就農計画に紐づく新規就農支援事業におい
て、計14名（延べ21名）の新規就農者に対し関係機関と連携
して営農指導等を行い、農業経営確立に向けた支援に取り組
むことができました。

・引き続き新規就農支援制度及び事業を活用して新規就農者
の経営確立に向けた支援に取り組み、本市農業の次世代を担
う新規就農者の更なる創出を図ります。

③
自然環境に配慮した農業
生産基盤の整備
【農林水産課】

・農作業の効率化・省力化を図るとともに、農業を持
続的に展開するために、農業施設の基盤整備および適
切な維持管理を実施します。
・また、農村における生活環境の改善のほか公共水域
の水質保全を図るため農業集落排水施設の整備を促進
します。

E D B -
令和3～6年度 農道
整備延長（累計） 

農林水産課 ｍ - 2,060 100
累
計

2,060.0 1,030.0 1,545.0 2,060.0 52.0 588.0 1,328 2.5% 57.1% 86.0% E D B

・令和5年度中に1,545ｍの農道整備を実施する目標でした
が、農道整備予定箇所において用地取得が一部滞った為、工
事発注に影響し1328.0ｍ整備となりました。当該箇所に関し
ては令和6年度中に用地取得を行い令和7年度に事業完了を目
指します。また、現在実施中である安部農道に関しても令和6
年度には整備完成し目標値を達成する予定です。

・各整備予定路線の課題を把握し、整備に支障を来すような
課題について早期解決を図るとともに、計画の前倒しも検討
します。

・農道整備予定箇所での用地取得・補償等にて、用地交渉や相
続問題等により関係者との調整期間が長期になる場合があるこ
とから、農道幅員の調整及び線形の見直し・検討を行う必要が
あります。

④

農業の多様性を活かす活
動の促進
【農業政策課・園芸畜産
課】

・地域の農産物を活かした６次産業化等の取組によ
り、名護産農産物等の消費拡大の推進を図ります。
・また中山間地の多面的機能の確保、農業に親しむ機
会の創出などの農業が持つ多様性を活かす活動を促進
します。

E E A - 畜産まつり来客数 園芸畜産課 農業政策課
人/
年

1,400 1,800 100
単
年

1,800.0 1,600.0 1,700.0 1,800.0 0.0 0.0 2,109 0.0% 0.0% 100.0% E E A

・畜産まつりは、コロナ禍の影響により4年振りの開催となり
ましたが、これまでと同様に市民のひろばへの掲載、各公民
館や市内保育園等へのポスターの配布、市民会館及び市営市
場の電光掲示板での案内に加え、新たな周知として、名護市
のSNSへの掲載や、担当職員が地元のラジオの生放送に出演
し積極的にPRを図るなど、来場者拡大に向けた取組を行った
こともあり、目標達成に繋がりました。

・現在まつりの中で共進会を開催し、北部地区に選出する代
表の牛を決定しているため、開催時期が8月末頃に限定されて
います。炎天下における長時間の拘束は、家畜（ふれあい山
羊なども含め）にも負担がある等の意見もあることから、ま
つりと共進会を分けて開催する方法や、他種農業分野等も交
えたまつりの開催について、関係者と調整を行いながら検討
していきたいと考えています。

畜産まつりイベント内容
・地元保育園園児によるオープニング  ・動物ふれあい（子
山羊） ・出店（牛汁、豚汁、山羊汁、ハイケイなど）
・共進会（牛）、品評会（山羊）    ・卵限定販売
・お絵描き大会            ・ヒージャーオーラ
セ－

【農業政策課】
・市で開設している２つの市民農園はどちらも利用率100％を
達成しており、市民が農業に親しむ機会の提供という事業趣旨
において高い成果を挙げることができました。
・名護産食材を使用した食のイベントとして「なご産まーさむ
んフェア」を2回実施しており、名護産農林水産物の積極的利
活用の気運醸成を図ることができました。

①
自然と調和した森林資源
の保全
【農林水産課】

・地球温暖化防止、国土保全、水源かん養、生物多様
性の保全、木材等の物質生産等の多面的機能を有して
いる森林を管理（造林事業）しつつ、既存の森林資源
を保全・利活用し、持続可能な森林資源循環型林業の
構築を目指します。
・森林病害虫防除を実施し、森林の保全に努めます。

E A B -

市有林において森林
の持つ様々な機能を
発揮するための継続
的な森林整備（令和
3年～6年度・累計）

農林水産課 ha  - 4 100
累
計

4.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 2.9 25.0% 100.0% 96.7% E A B

・本市では、本市所有林において、毎年、林齢50年以上と
なっている森林の更新を行っています。令和5年度は0.9haの
森林において収穫を行い、収穫地で造林を実施しました。
・森林病害虫が確認されたリュウキュウマツについては、沖
縄型森林環境保全事業（一括交付金）を活用し、補助金の範
囲内で対応可能な防除を実施しました。
・今後も引き続き、計画どおりに事業を進め、地球温暖化対
策等につなげていきます。

 今後も計画どおり整備を継続します。

取組・指標（PLAN） 実績（DO）ランク 取組・指標（PLAN） 検証（CHECK）
総括 目標値 実績値 KPI・達成率 ＫＰＩ・ランク

基本
目標

基本
方針 シート

具体
的取
組
No.

具体的取組 具体的取組の内容 KPI 担当課 関係課 単位
現状値

（R2年度）
目標値

（R6年度）
ウェイト 評価

R5年度
KPI・個別事業の関係性・妥当性

R5年度
今後の対応

R5年度
その他・特記事項

R5年度
外部会議

R5年度
外部会議 担当課回答

R5年度
内部会議

R5年度
内部会議 担当課回答

①

市内への滞在促進
【観光課】【振興
対策室】【各支
所】

・名護市全域や各地区において、自然や生活・伝統文
化を活用し、地域の経済循環を生み出す滞在メニュー
を開発するとともに、各地区の事業者間や住民との連
携、拠点の強化や、既存イベントの見直し等を図り、
名護市内への観光客の滞在促進を図ります。 
・多様な資源を活用した滞在メニューの提供やイベン
トを着地型コンテンツとして見直すことにより、中心
市街地の滞在促進を図ります。
・「名護湾沿岸基本計画」に基づき、「 21世紀の森
公園周辺エリア」「名護漁港周辺エリア」「玄関口エ
リア」において、持続可能なまちづくりを検討しま
す。

E D C -

名護市やがじ農業体
験施設体験者数 

屋我地支所
人/
年

37 2,000 5
単
年

2,000 1,019 1,509 2,000 4 155 210 0.2% 15.2% 13.9% E E E

農業体験について、県外の修学旅行生を対象とし屋我地地域
や近隣地域の民泊経営者へ施設の利用の推進を図ってきまし
たが、目標値に至っておらず目標未達成となっています。し
かし、修学旅行生の数がコロナ禍前に戻りつつあることか
ら、前年度に比べ増えた要因と考えます。

民泊経営者だけでなく修学旅行を誘致している業者に農業体
験施設での体験プログラムを取り入れてもらえるよう調整を
するとともに、一般の観光客や市内及び県内の小学校の利用
についても検討し、広報活動や営業活動をとおして広くPRに
努め目標達成を目指します。

・農業体験を本土の修学旅行生をターゲットにしている事を、改めて見直した方が良いと感じます。本土の修学旅行生の行程に農業体験を組み込
む事はその移動時間、受入人数、所要時間など旅行会社にとってハードルが高いものになっているのではと思います。どのような体験が出来て、
生徒たちが何を得るからこそこの体験をさせたいのか、時間と料金に見合っているのか、先生方の納得するものでなくてはならないと思います。
検証シートにあるように県内小中学生とか市内の小中高生向けに、SDGｓに関連した食育や、環境の観点から授業の一環として実施するのも良い
と思います。

・本土の修学旅行生の受け入れにつきましては、行程プランの一部である民泊事業の中で選択できる
体験として農業体験をご利用いただいている形となっております。令和５年度では、屋我地支所を会
場として本土の修学旅行生の民泊事業受入で延べ2,400人程度が訪れていることから、今後も期待でき
ると考えています。また、アドバイスにもあるように、県内及び市内の小中高生向けに授業の一環と
して実施することも必要であると考えます。

・令和５年度では、屋我地支所を会場として本土の修学旅行生の民泊事業受入で延べ2,400人程度が訪れているということですが、それを取り込めたていないなのは、
営業不足・選ばれるプログラム・時間制約等を含め検証していくことが必要でないでしょうか。
・幼稚園や保育所と連携し園児等を対象として、遠足をかねて保護者同伴での植え付けと収穫体験等の複数回にわたる体験の実施等により利用者増つながり保護者等に
対するＰＲ効果も大きいと思います。
・県外の修学旅行生だけではなく、市内や県内の学校で農業体験を活用してもらうことも必要ではないでしょうか。
・施設の指定管理者のホームページが出来ていますが、施設や農業体験について詳細な情報がないので、ホームページの内容を工夫した方がよいと思います。・担当課
の回答に「今後改善に努めます」という記載があるが、改善を図るタイミングはいつ頃ですか。
・当該施設は指定管理であると思いますが、情報発信やPR等は市と指定管理者側どちらが行うのですか。
・支所も指定管理者と連携して取り組むと言っていましたが、この施設は指定管理者としてやがじ島と、民泊の事業者との連携というのが、指定管理者では難しいので
は無いかと思っている。コディネーター的な役割が他に無いといけないと思いますが、コーディネーター的役割の強化について何か考えていますか。
・指定管理委員会では目標値を踏まえた計画を建てているように見えなかったと感じています。総合戦略にも目標数が書いてある項目だと意識した上で、指定管理をし
ていただく期間については、その目標値の達成に向けた取組をする形で運営をしていただくことが大事になってきます。その点では屋我地支所から指定管理者に伝えた
上で、次回の目標値検討時に大事な視点として持っていただきたいです。
・今後の対応として、県外の修学旅行生だけでなく県内や市内の学校も対象に利用者増を狙うとしています。県外の修学旅行生は観光協会とのタイアップで幅広くPR
できていると思いますが、市内や県内については教育委員会との連携とかも必要だと思うので、庁内連携を図った上でPRすることを今後検討していただきたいです。
・県外から2,400名ほど民泊体験に来ているということですが、その方々は屋我地の中で体験しているのですか、そうである場合、複数の体験から選んで各体験を行っ
ているのですか。

・民泊事業者と協議を行い、ニーズにあった体験プログラムの検証に努めます。
・地域の保育園児の収穫体験を保護者同伴で行っているところですが、市内保育所に広くPRできるよう努めます。
・市内や県内の学校にも農業体験施設を利用いただけるよう情報発信していきます。
・施設のホームページについて、施設や農業体験について詳細な情報が発信できるよう改善に努めます。
・修学旅行生徒を対象にしたプログラムについては、今年度すで始まっているので、次年度以降の改善に向けてこれから考えていきます。保育園児への
PR等についてはすぐ可能であるため、今年度同じくすぐできるものを含め取り組みたいと考えます。
・基本は指定管理者になると思うが、支所としても連携をしながら協力できることは行っていきたいと思います。
・コーディネーターの検討についてははっきりとお答えできませんが、民泊業者と指定管理者の間に支所が入って、連携をしながら進めていきたいと考
えております。
・本市の民泊体験については、屋我地以外の地域の民泊も対象となっているため、2,400名が屋我地地域内だけで宿泊している訳ではありません。また、
体験についても市内の様々な体験の中から選択している状況です。

③

マーケティングプ
ロモーションの充
実
【観光課】

・継続的なデータの取得・分析を実施し、来訪者の
ニーズに応じたプロモーション手法の構築を検討しま
す。
・地域のブランド育成・強化を図り、ブランドを活か
したプロモーションを実施します。
・北海道日本ハムファイターズ春季キャンプの来場者
数増を目的に、ファイターズホームゲームにおいて
「名護スペシャルデー」を開催し、プロモーション活
動を実施します。

C C B -

⑤
スポーツコンベン
ションの推進
【観光課】

・21世紀の森公園内に、スポーツコンベンションの核
施設となるサッカーラグビー場を整備します。
・スポーツ合宿等の誘致を促進し、観光閑散期の観光
振興を図ります。 

E B A -
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②

多様なツーリスト
の受入体制の充実
【観光課】【各支
所】

・継続的なデータの取得・分析を実施し、来訪者の
ニーズに応じたプロモーション手法の構築を検討しま
す。
・地域のブランド育成・強化を図り、ブランドを活か
したプロモーションを実施します。
・北海道日本ハムファイターズ春季キャンプの来場者
数増を目的に、ファイターズホームゲームにおいて
「名護スペシャルデー」を開催し、プロモーション活
動を実施します。

D D D -

- 1 -



R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度

取組・指標（PLAN） 実績（DO）ランク 取組・指標（PLAN） 検証（CHECK）
総括 目標値 実績値 KPI・達成率 ＫＰＩ・ランク

基本
目標

基本
方針 シート

具体
的取
組
No.

具体的取組 具体的取組の内容 KPI 担当課 関係課 単位
現状値

（R2年度）
目標値

（R6年度）
ウェイト 評価

R5年度
KPI・個別事業の関係性・妥当性

R5年度
今後の対応

R5年度
その他・特記事項

R5年度
外部会議

R5年度
外部会議 担当課回答

R5年度
内部会議

R5年度
内部会議 担当課回答

②
新たな林産物の研究・開
発の促進
【農林水産課】

・農林水産課造林事業により整備した森林について、
収穫適齢期を迎えた森林資源の更なる活用を図るた
め、沖縄県や林業事業者等と共同により、効率的な収
穫伐採を推進するとともに、新たな林産物の研究・開
発に取り組みながら森林の再整備につながるよう努め
ます。

B D D -
林業事業者によるキ
ノコ生産用オガ粉の
生産量

農林水産課
ｔ/
年

198 350 100
単
年

350.0 274.0 312.0 350.0 287.5 114.0 121.0 82.1% 41.6% 38.8% B D D

・本市所有林において、森林事業者と連携し、持続可能な森
林資源循環型林業を行うため、効率的な収穫伐採を目指し、
収穫に要する経費と、木材販売で採算がとれるよう実証を
行っています。
 現在、林産物はキノコ菌床に使用するオガ粉への利用が主
となっていますが、令和4年度に金武町のキノコ生産施設が機
器類の老朽化を要因に閉鎖したため、オガ粉販売量が減少し
ました。R5年度のオガ粉生産量は121tで、累計で235ｔの生
産量となったが目標値に達しませんでした。また、新規のオ
ガ粉販路を検討しましたが、確保に至ることはできませんで
した。
 本市森林から算出されるオガ粉は、北部地域のキノコ生産
には必要不可欠なものとなっていることから、今後も供給が
できるよう取り組む必要があります。

 森林事業者と連携し、市内のキノコ生産者へのオガ粉供給
や、新規のオガ粉販売先確保に向け取り組みます。また沖縄
県とも連携し、新たな林産物の開発を進めていきます。

・「今後の対応」の欄で、森林事業者と連携し、市内のキノコ生産者へのオガ粉供給や、新規のオガ粉販売先確保に向け取り組みますとの記載が
ありました。北部の住民に多く見られる肥満に伴う脂肪肝、糖尿病の予防や治療の観点からもキノコ類を多く摂取することはとても良いことが知
られています。この点からも本事業は長い目で見て意義のある取り組みです。

今後も引き続き新規のオガ粉販売先確保に向け取り組みつつ、量産供給に取り組みたいと思います。 ・金武町の生産施設の閉鎖に伴い、キノコ生産者へのオガ粉供給のみでは限界があるかと思われます。畜産農家（ブロイラー、養豚農家の一部）は敷材として、年間を
通してオガ粉（チップ）を購入しています。採算性の課題もあるかと思いますが、供給対象者を畜産農家に広げることも検討しても良いのではないでしょうか。（畜産
農家が敷材として利用した後は、堆肥の原料ともなるため、循環型農業の一環として捉えることも可能であると考えます。）
・新規の販路を検討したが確保にいたらなかったということですが、既存のきのこ生産者は他のルートからオガコを確保していると考えられますので、価格が安いなど
何らかのメリットがあるか、または新規の生産者が増えていくことが期待できない限り取引は増えてこないと考える。 例えば、きのこ生産者を増やすための施策検討
なのか、オガコ以外の活用法を試行していかなければ、生産量（取引？）は増えてこないと考えられるので、新たな総合戦略に向けて、KPIの指標も検討していただけ
ればと思います。
・ＫＰＩの設定はキノコ生産用のオガ粉の生産量となっているため、生産量を増やしてストックする事で目標値は達成できるが、キノコ生産量の成果が伴わない。令和
4年度に金武町のキノコ生産施設が閉鎖した事を考慮すると、名護市が努力して達成できる目標ではないため、ＫＰＩの目標設定方法について検討及び見直しが必要と
考えます。オガ粉の生産は必要不可欠であるため、今後も引き続き新規のオガ粉販売先確保に向け取り組みつつ、新たな林産物の開発等も必要と考えます。
ＫＰＩの設定見直しについて例えば
 キノコ生産用に限定せずに需要を幅広く設定する等
 「キノコ生産用オガ粉」を「本市森林から生産されたオガ粉」に修正する等

・畜産農家への供給も視野に入れ検討して参りたいと考えております。

・既存のキノコ生産者は他のルートからオガコを確保していることについて調査したところ、シイタケ菌床には「目の粗いオガ粉」が適しているよう
で、既存のキノコ生産者は国頭村で製造されている「目の粗いオガ粉」を主に活用していることがわかっています。
 現在、本市で供給しているオガ粉は、宜野座村の施設で製造している「目の細かいオガ粉」で、どちらかといえば、目の細かいオガ粉は、畜産用の敷
材に適しているようです。シイタケ菌床に必要な「目の粗いオガ粉」を製造するためには、製造機器のフルイにかける部品（スクリーンと称される網）
を変えることで粗さを調整できるとのことで、製造者側とスクリーン費用や部品交換など設備管理等について調整が必要となってきます。
 今後は、従来どおり製造している「目の細かいオガ粉」については、畜産用に新たな販売先確保として視野に入れつつ、設備の部品交換が可能となれ
ば「目の粗いオガ粉」を製造しキノコ生産者の需要増も期待できるものと考えております。
・ＫＰＩの設定方法をキノコ生産用オガ粉に限定せず、「本市森林から生産されたオガ粉」に修正し、需要を幅広く設定できるよう見直しを検討して参
りたいと考えております。

③
水産基盤の整備・保全
【農林水産課】

・安定した漁業活動が行えるよう、漁港施設の長寿命
化や再整備に取り組むとともに、機能拡充に努めま
す。

A A A -

名護市 管理5漁港の
うち長寿命化及び拡
充基本構想策定実施
数 （再整備・累
計）

農林水産課 漁港 2 3 100
累
計

3.0 2.5 2.8 3.0 3.0 3.0 3 100.0% 100.0% 100.0% A A A

・市管理５漁港のうち、補助事業で対応可能な市管理漁港の
老朽化調査に基づく再整備及び機能拡充を考慮した３漁港の
整備計画を策定しました（仲尾次漁港、汀間漁港、辺野古漁
港）。仲尾次漁港と汀間漁港は、実施した老朽化調査に基づ
く再整備計画に基づき、令和3年度までに老朽化対策工事を完
了しました。
汀間漁港は、機能拡充整備計画に基づき、令和4年度から令和
14年度にかけて整備を行う計画で、令和4年度に着手しまし
た。

汀間漁港については、継続して年度計画に基づき事業を推進
します。辺野古漁港については、財源確保並びに執行体制が
確立できた段階で、整備事業に着手していく予定とします。

④
漁家の経営の安定化及び担
い手の育成
【農林水産課】 

・浮魚礁の設置、イカ産卵床の設置、魚食普及、体験
漁業、高付加価値化等に取り組む漁業集落に対する支
援を実施します。
・また漁業組合員に対し、漁船・装備品・漁具等の購
入に対する助成並びに漁業協同組合事業に対し支援が
行えるよう取り組んでいきます。

B A B -
名護漁港水産物直販
所の来客数

農林水産課
人/
年

87,893 100,000 100
単
年

100,000.0 93,946.5 96,973.3 100,000.0 85,371.0 94,419.0 89,792.00 85.4% 100.0% 92.6% B A B

・漁業者の所得向上を目的に、漁業集落に対し補助を行い、
R5年度はイカ産卵床30基設置、浮魚礁製作設置１基、サメ駆
除3回実施、魚食普及イベント（マグロの解体ショー１回、市
内小学校で水産教室１回（魚のさばき方・料理））、体験漁
業２回、高付加価値化による商品開発（イルカ油ミソ・イル
カ汁）のレトルト加工を実施しました。
 また、漁協が購入する高圧洗浄機に対する助成や、漁業者
が漁船建造等を行う際に支援を行いました。
・名護漁港水産物直販所においては、市内漁業者が水揚げし
た水産物について、魚価が低迷しないよう一定の価格以上で
仕入れ、漁業者の所得向上に寄与することができました。

水産業振興を目的に、市内漁業集落（漁業者）への補助や、
市内漁協等への漁業関係者に対し、引き続き支援を行ってい
きます。
名護漁港水産物直販所においては、本市の水産振興の拠点と
して、衛生面の対策を図りつつ、顧客増加に向け、SNS等で
情報を発信していきます。

⑤
漁港の利活用
【農林水産課】【振興対策
室】【企画政策課】

・漁港の未利用地の利用を促進するとともに、観光、
商工業との連携により、水産物の消費拡大を目指しま
す。
・名護漁港水産物直販所を中心に、活気のある漁港づ
くりに取り組んでいきます。
・「名護湾沿岸基本計画」に基づき、中心市街地を含
む名護漁港周辺エリア一帯がやんばるの玄関口として
機能するよう、国道58号を含め、一帯のまちづくりに
ついて、交通結節点及び物産拠点の整備に係る事業手
法検討及び関係機関調整、住民説明等を行います。
・高速船の受入環境整備として、名護漁港内に浮桟橋
を整備します。

B A B -
名護漁港水産物直販
所の来客数（再掲）

農林水産課
まちなか再
開発・公共
交通課

人/
年

87,893 100,000 100
単
年

100,000.0 93,946.5 96,973.3 100,000.0 85,371.0 94,419.0 89,792.00 85.4% 100.0% 92.6% B A B

・漁業者の所得向上を目的に、漁業集落に対し補助を行い、
R5年度はイカ産卵床30基設置、浮魚礁製作設置１基、サメ駆
除3回実施、魚食普及イベント（マグロの解体ショー１回、市
内小学校で水産教室１回（魚のさばき方・料理））、体験漁
業２回、高付加価値化による商品開発（イルカ油ミソ・イル
カ汁）のレトルト加工を実施しました。
 また、漁協が購入する高圧洗浄機に対する助成や、漁業者
が漁船建造等を行う際に支援を行いました。
・名護漁港水産物直販所においては、市内漁業者が水揚げし
た水産物について、魚価が低迷しないよう一定の価格以上で
仕入れ、漁業者の所得向上に寄与することができました。

水産業振興を目的に、市内漁業集落（漁業者）への補助や、
市内漁協等への漁業関係者に対し、引き続き支援を行ってい
きます。
名護漁港水産物直販所においては、本市の水産振興の拠点と
して、衛生面の対策を図りつつ、顧客増加に向け、SNS等で
情報を発信していきます。

まちなか再開発・公共交通課 → 浮桟橋については、工事を
発注し、令和６年7月31日竣工予定。交通結節点については、
沖縄総合事務局がバスタプロジェクトの事業化に向け調査に着
手しました。

①
中小企業・小規模企業等へ
の支援・育成の充実
【商工・企業誘致課】

・中小企業・小規模企業に対し、雇用、地域資源活
用、店舗改装、出展補助等の補助を実施し、支援・育
成の充実を図ります。 A A A -

名護市中小企業・小
規模企業振興補助金
    採択事業の継続件
数  （年平均）

商工・企業
誘致課

件 - 15 100
総
計

15.0 7.5 11.3 15.0 28.0 22.0 24 186.7% 100.0% 100.0% A A A

令和５年度においても、市内の中小企業・小規模企業に対
し、雇用、地域資源活用、店舗改装、出展支援等の補助を実
施しました。特に、アフターコロナにより市内事業者の販路
拡大に向けた取組が活発化してきたこともあり、県内外で開
催されるイベントへ出展する際の補助金の活用が当初計画よ
りも上回る結果となりました。

過去に補助金を活用した企業に対するアンケートを実施し、
「新規事業をする事にあたりとても助かった」等の声があり
ました。その一方で、執行率が低い事業があったため、事業
の周知を行っていくとともに、事業内容の見直しを検討して
いきます。

名護 市営市場を活
用したイベントの開
催数

商工・企業
誘致課

回/
年

5 6 20
単
年

6.0 5.5 5.8 6.0 3.0 9.0 11 50.0% 100.0% 100.0% D A A
アフターコロナにより各種イベントが再開され、市営市場を
活用したイベントを11回開催し、目標達成となりました。

引き続き、商工会や観光協会等の関係機関と連携し、中心市
街地につなげるための取り組みを推進していきます。

名護市営市場及び産
業支援センターの入
居率

商工・企業
誘致課

％/
年

92.59 95 40
単
年

95.0 93.8 94.4 95.0 78.6 89.2 96.4 82.7% 95.1% 100.0% B B A

令和4年度より入居企業が３件（産業支援センター２件、名護
市営市場１件）増えたため、目標達成となりました。

引き続き、商工会やインキュベーションマネージャーと連携
し、創業・起業者への相談窓口や創業支援事業計画に係る支
援など、成長段階に応じた創業、起業者支援を行い、目標達
成を目指します。

名護市営市場及び産
業支援センター入居
企業雇用者数（累
計）

商工・企業
誘致課

人 328 343 40
単
年

343.0 335.5 339.3 343.0 279.0 254.0 324.0 81.3% 75.7% 95.5% B C B

目標未達成となりましたが、令和４年度より産業支援セン
ター及び名護市営市場ともに雇用者数が増となっておりま
す。
産業支援センター R４：175名 → R5：243名
名護市営市場   R4：79名 → R５：81名

産業支援センターへの入居企業が令和４年度より2件増えて現
在満室となっていることから、今後雇用者数の増を見込んで
おります。
沖縄労働局と締結した「名護市雇用対策協定」において、ハ
ローワーク等と連携し雇用対策に関する政策を実施し、目標
達成を目指します。

事業で開発したふる
さと納税登録商品の
売上高

商工・企業
誘致課

万円
/年

1 20 40
単
年

20.0 10.5 15.3 20.0 33.5 23.0 15.7 167.5% 100.0% 100.0% A A A

ふるさと納税のシェア拡大を目的として発足された、ふるさ
と納税シェア拡大チーム（商工会、観光協会等）において、
寄付額増を目指すための取組として、宿泊施設の参画やコラ
ボ商品の開発、プロモーション活動を実施したことにより、
寄付額が前年度の約1.5倍となり、地域事業者の販路拡大にも
繋がり目標を達成することができました。

令和４年度・令和５年度に事業で開発した商品について、現
在返礼品登録調整中の商品が３件あるため、登録に向けた支
援を行うとともに、ふるさの納税シェア拡大チームにおい
て、ポータルサイトの追加やプロモーション活動を行う等、
シェア拡大に向けた取組を実施し、事業者の販路拡大に繋げ
ていきます。

認証制度登録商品
（累計） 

商工・企業
誘致課

品 76 84 20
累
計

84.0 80.0 82.0 84.0 76.0 95.0 100 0.0% 100.0% 100.0% E A A

令和５年度も名護市特産品認証制度「くくるナゴStory」の募
集が行われ、９件の商品が認証されたことから、目標達成と
なりました。

引き続き、商工会等と連携しながら、名護市の特産品を県内
外にPRするなど、販路拡大の支援を実施していきます。

販路拡大プロモー
ション回数

商工・企業
誘致課

回/
年

5 5 40
単
年

5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 7.0 11 40.0% 100.0% 100.0% D A A

名護市の友好都市に加え、その他のイベントにおいて、物産
展、観光、ふるさと納税のPRをあわせたプロモーション活動
を行い、イベントに出展した事業者の販路拡大に繋がる支援
を実施しました。

観光課や商工会、観光協会等の関係機関と連携し、シティー
プロモーションやふるさと納税のPRとあわせながら、特産品
の物産販売を展開し、地域事業者の販路拡大に繋がる支援を
実施していきます。

金融・IT人材育成講
座の参加者数

商工・企業
誘致課

人/
年

394 668 50
単
年

668.0 531.0 599.5 668.0 897.0 985.0 730.0 134.3% 100.0% 100.0% A A A

目標は達成していますが、例年実施している名護商工高等学
校の生徒を対象とした金融・ITキャリア教育支援事業を実施
しなかったことにより、前年度と比較して減少しています。

令和6年度からは金融・ITキャリア教育支援事業を実施する予
定ですが、受講した生徒の特区内企業への就職促進が図れる
ような仕組みづくりを検討する必要があります。

ハローワークとの連
携により、特区へ就
職した人数

商工・企業
誘致課

人/
年

51 51 50
単
年

51.0 51.0 51.0 51.0 40.0 52.0 55.0 78.4% 100.0% 100.0% C A A

令和4年度からKPIを達成しておりますが、令和5年度の実績
値は昨年度よりもさらに増加しており、ハローワークからの
紹介による効果が表れています。

令和6年度も引き続きKPIの維持・向上に向けて取り組みま
す。

②
金融・情報通信関連企業
の立地促進
【商工・企業誘致課】

・金融・情報通信国際都市形成計画（第３次基本計
画）に基づく事業の推進を図ることで、金融及び情報
通信関連企業の立地を促進します。
・経済金融活性化特区に該当する事業活動への支援を
行います。 D C D -

金融・情報通信産業
推進事業における立
地企業雇用者数

商工・企業
誘致課

人/
年

1,202 2,500 100
単
年

2,500.0 1,851.0 2,175.5 2,500.0 1,233.0 1,221.0 1218.0 49.3% 66.0% 56.0% D C D

令和5年度は、県内外の誘致対象企業へ本市に対する興味関心
の喚起を図ることなどを目的としたTSUNAGU CITY 2024 in 
NAGOなどを開催しました。KPIとしては、令和4年度から微
減したものの、当該イベントをきっかけとした、問い合わせ
等は増加しているため、今後のKPI達成に向けて引き続き取り
組んでまいります。
なお、KPIである雇用者数の2500人は令和13年までの達成目
標です。

金融・情報通信国際都市形成計画は令和4年度に「経済金融・
情報通信企業誘致推進計画」として更新を行いました。ま
た、令和5年度には、同実行計画を策定したところであり、こ
れらの計画に基づき、企業への認知拡大とエコシステムの形
成を進めてまいります。

・「KPI・個別事業の関係性・妥当性」の欄で、TSUNAGU CITY 2024 in NAGOなどを開催したとの記載がありました。効果は数年遅れて来ると
思いますので、引き続きの企画運営を期待しています。

・エコシステムの形成とは、どういう内容でしょうか。
・引き続き、県や国の助成金等の支援制度の案内、ハローワーク名護と連携した求職者への情報発信等により企業誘致及び雇用者数の増加につな
げていただきたい。少子高齢化が進み、人材獲得競争が激しくなっていますので、生活する上での名護市（地域）の魅力についても併せてアピー
ルしていくことが大切ではないでしょうか。

・TSUNAGU CITY in NAGOは、継続して実施予定であり、今年度（TSUNAGU CITY 2025 in NAGO）
も開催に向けて準備を進めております。
・ビジネスエコシステムとは、名護に興味を持たせることで、名護に企業を集め、集まった企業同士
が響鳴し、そこで事業が創られることで、ビジネス地として魅力的な名護に変革します。それによっ
て、さらに名護への興味が増え、企業が集まり・・・というなサイクルを回していくことです。
・名護市（地域）の魅力をアピールすることについては、先日東京で開催された企業誘致セミナー等
においても実施しており、引き続き、アピールしてまいります。

③
新たな起業への支援
【商工・企業誘致課】

・商工会等の創業支援機関と連携し、創業希望者に対
して各種支援（事業計画作成支援等）を実施します。

D A A -
市内創業者数（累
計）

商工・企業
誘致課

件 205 345 100
累
計

345.0 275.0 310.0 345.0 254.0 309.0 385 35.0% 100.0% 100.0% D A A

商工会やインキュベーションマネージャーと連携し、産業支
援センターや市営市場当への入居に係る相談や、融資・認定
に係る計画作成等の支援を実施し、233件の相談があり、76
件が創業に繋がりました。

引き続き、商工会やインキュベーションマネージャーと連携
し、創業に関する相談や事業計画の作成支援等を実施してい
きます。

①
自然環境と調和した土地利
用の適正な規制・誘導
【都市計画課】

・名護市 の有する豊かな自然環境の保全を基軸とし
ながら、自然環境と調和した土地利用の誘導を図るた
め、策定から10年余り経過した「都市計画マスタープ
ラン」を見直し、土地利用の適正化に努めます。
・白地地域においては、各種法令等に基づき適正な土
地利用の規制・誘導に努め、都市部と自然環境のバラ
ンスの取れた土地利用を進めます。

－ － － － KPIの設定なし 都市計画課 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

令和４年度に改定した都市計画マスタープランにより都市計
画の方針を明らかにし、各種法令等に基づき適正な土地利用
の規制・誘導に努めました。

引続き自然環境と調和した適正な土地利用の規制・誘導を図
ります。

海岸漂着物等の処理
量

環境対策課
トン
/年

19.93 18
33.3333

3
単
年

18.0 19.0 18.5 18.0 204.0 4.7 0.81 -9537.3% 100.0% 100.0% E A A

真喜屋海岸及び屋我海岸において海岸漂着物等清掃・回収・
処理にかかる業務を実施。漂着物等の量が予測より少なかっ
たですが、当該KPIは現状値よりも目標値が下がった方が望ま
しい数値（処理量を減らす）となっていることから、目標値
に対して低い数値だった今年度は目標達成となりました。

本来海岸漂着物等の回収・処理量が減少してきていることか
ら、令和７年度の目標値を下げます。

河川整備計画延長に
対する河川整備済み
延長の割合（令和3
年度～令和6年度実
施）

建設土木課 ％ - 70.08
33.3333

3
単
年

70.08 9.31 18.63 70.08 0.00 4.66 4.66 0.0% 50.1% 25.0% E D E

 喜知留川整備について、過年度において事前調査の際に想
定よりも地盤が軟弱なことが判明したことから、護岸工事の
設計変更が必要となり、事業進捗に遅れが生じており目標値
を達成できませんでした。
＊令和5年度実績 累計整備延長 28.5ｍ/612ｍ=4.7％

 河川整備の早期発注を行い事業進捗を図ります。また、現
時点の進捗を勘案し、整備計画の変更および目標値の見直し
を行います。
・単年度ごとの進捗見込み
令和6年度累計工事完了見込み延長 108ｍ

・事業進捗管理に関しては、実効性とは別に予算確保等の問題（補助金要望額に対する交付決定額の乖離）もあり、一概に整備済み延長で量る目標値設定では、事業評
価が難しい面もあり、目標値設定方法等の検討及び見直しも必要と考えます。

・本事業においては、要望額に対する予算配分額の減などにより事業進捗に遅れが生じている。今後は時点の進捗を勘案し整備計画の変更および目標値
の見直しについて検討を行っていきたい。

名護市道路整備プロ
グラム内で計画され
た都市計画道路整備
済み延長の割合

都市計画課 ％ 34.36 42.73 50
総
計

42.73 38.55 40.64 42.73 39.31 42.10 44.5 59.1% 100.0% 100.0% D A A

事業中である３路線については、ハード交付金で要望額より
交付額が少ない状況であったため、令和４年から北部振興事
業へ事業組み替え進捗を図っています。予算については、現
時点で計画通りに配分されています。

北部振興事業を活用し引き続き事業を推進します。

名護市道路整備プロ
グラム内で計画され
た道路整備済み延長
の割合

建設土木課 ％ 31.09 45.56 50
総
計

45.56 36.10 40.14 45.56 34.82 36.90 38.02 25.8% 100.0% 76.6% E A C

 個別事業について、国庫補助内示減により計画通りの整備
進捗が図れず、目標値が達成できませんでした。
＊令和5年度実績 累計整備延長 5,469ｍ/14,386ｍ=38.0％

 道路整備の早期発注を行い事業進捗を図ります。また、現
時点の進捗を勘案し、整備計画の変更および目標値の見直し
を行います。

国道５８号名護喜瀬
幸喜地区の電線共同
工事に伴う宅地引き
込み件数 （令和3年
度～令和6年度実
施）

都市計画課 件 - 26 2
総
計

26.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% E E E

・令和5年度において、電線管理者にて15口分の設計を完了
しました。
・当該設計箇所（15口）の工事は令和6年度に行う予定とし
ています。

・電線管理者と市で費用を分担することとしていましたが、
令和5年度中において、電線管理者にて全額費用負担すること
で調整しました。
・引続き、電柱又は電線の撤去を推進します。

・令和６年度に設計完了箇所（15口）の工事を行うととも
に、新たに11口の設計を実施し、令和7年度に11口（合計26
口）の工事が完了する予定です。

・宅地の引き込みを電線管理者が全額負担して行うことと、喜瀬幸喜地区に限定されているので重要業績指標として入れる必要があるか、次期総合戦略で検討していた
だければと考えます。 

・重要業績指標として入れる必要があるか、次期総合戦略で検討したいと考えます。

道路整備計画延長に
対する整備済み延長
の割合（令和3年度
～令和6年度実施）

建設土木課
％ - 50.48 98

単
年

50.48 25.24 37.86 50.48 3.00 6.60 20.28 5.9% 26.1% 53.6% E E D

 東江原線災害防除事業は、計画通り事業完了しています。
名護100号線については、国庫補助内示減により計画通りの
整備進捗が図れず、目標値が達成できませんでした。
＊令和5年度実績 累計整備延長 231ｍ/1,139ｍ=20.3％

 名護100号線については、早期発注を行うとともに、他事
業との施工調整を円滑に行い事業進捗を図ります。なお、令
和7年度完了時には、目標達成できる見込みです。

市内公共バス路線の
再編 （令和3年度～
令和6年度実施）

まちなか再
開発・公共
交通課

路線 - 2 20
総
計

2.0 1.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% E E E

・市内バス路線の再編は、運行事業者（２社）と協議及び意
見交換等は行っていますが、再編するタイミングや地域の意
向も十分に考慮する必要があることから、令和５年度におい
ては、再編件数は０件でした。

・運行事業者とは今後も継続して協議及び意見交換等を行
い、再編に向けた取組を行います。再編においては、その他
北部地域を運行する路線の状況も考慮しないといけないこと
から、地域住民の移動手段に支障がないように行います。

・「今後の対応」の欄で、運行事業者とは今後も継続して協議及び意見交換等を行い、再編に向けた取組むとの記載がありました。市内のコミュ
ニティーバスの運行については、持続あるものとすることを考えると、名護市、名桜大学、スーパーマーケットや病院等の生活インフラ関連企業
および市内バス・タクシー事業所と協議して予算の効率化と学生を含む住民の利便性向上を考えていくのが良いと思います。名桜大学の年間ス
クールバスの費用が人件費やガソリン代の高騰により令和6年度から1500万円上昇し、3500万円となりました。このままではスクールバスを廃止
せざる負えません。現在無料のスクールバスを賃金は払うように変更しても構わないので、産学官のリソースを集約し、コミュニ―バスとして地
域で公共交通を維持出来るように検討しても良いかと思います。

名桜大学で運行しているスクールバスの現状については、こちらも認識しているところでございま
す。
名護市の交通政策について議論する場として、国や県、学識経験者、名桜大学、交通事業者等の委員
で構成される名護市地域公共交通協議会が組織としてありますので、その中で名桜大学等の学生を含
む住民の利便性向上を図れるような公共交通の施策について検討していきたいと考えております。

・市内単独線の屋我地線、名護東部線の状況について、実証実験後に移行する等計画していることの状況説明を載せたほうがいいと思います。 ・市内単独線の屋我地線、名護東部線についてコミュニティバスの実証実験を実施し、利用実績の分析等を行いながら、令和６年度中の再編を予定して
いる。

②
中心市街地への商業の集
積・活性化と機能の拡充
【商工・企業誘致課】

・名護市営市場や産業支援センターへの入居希望者に
対する支援、施設の計画的修繕、中心市街地活性化に
つなげるためのイベントやセミナーの開催等を通し、
中心市街地への商業の集積・活性化と機能の拡充を図
ります。

C B B -

③
地域資源を活用した地産品
開発と販路拡大
【商工・企業誘致課】

・社会情勢の変化に影響を受けない商品開発及び販売
システムの構築を支援することで、地域資源を活用し
た地産品開発と販路拡大を推進します。

B A A -
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①
産業を創出するための人材
育成
【商工・企業誘致課】

・企業ニーズに適合した人材育成が可能な各種講座を  
実施し、企業への安定した人材の供給及び中核人材の
育成を図りながら、企業の成長とともに地域住民の雇
用創出に努めます。
・社会情勢の変化に応じて、一般就職者や学生層への
就労支援を推進し、新規雇用が創出される環境を構築
します。
・子ども達が将来の産業の担い手となるよう、教育委
員会と連携し、キャリア教育の実施を推進します。

A A A -
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②

自然環境の保全・回復に
向けた取組 の推進
【建設土木課】【環境対
策課】

・市民による海岸清掃活動や、自然保全・再生活動を
促進しつつ、必要な支援を行いながら、地域と行政の
協働による自然環境の保全・回復に努めます。
・集中豪雨等により浸水している普通河川（喜知留
川・安部ナート川）の災害防止を図りつつ、自然とふ
れあうことができる河川整備を実施します。

E D D -

特定外来生物ツルヒ
ヨドリの生育面積

環境対策課 ㎡ 81,661 48,996
33.3333

3
総
計

48,996.0 65,328.5 57,162.3 48,996.0 89,985.0 91,055.0 90756.0 0.0% 0.0% 0.0% E E E

市のホームページ、市民のひろば、各支部区長会において管
理者による防除及び除草剤の無償提供について周知してきま
したが、繁茂状況は改善されず目標未達成となりました。

名護市管理地以外の土地において繁茂が多く見られるため、
引き続き管理者への防除依頼を実施 するします。

・「今後の対応」の欄で、名護市管理地以外の土地において繁茂が多く見られるため、引き続き管理者への防除依頼を実施するとの記載がありま
した。生育面積が著しく拡がっている（1年間で約2倍弱）のは、ツルヒヨドリが容易に拡散できる性質を持つからです。効果的な除草の時期を住
民に知って頂くことが大切かと思います。

ツルヒヨドリの種は風によって運ばれるので、除去作業による種の拡散を防ぐためにも、除去は原則
として種をつける前の季節(11月まで)に実施することが適切です。現在、パンフレットの配布、市の
ホームページ及び市民のひろばにおいて周知しておりますが、効果的な除草の時期を住民に広く知っ
ていただくために、ＳＮＳの活用及びパンフレットの配布範囲の拡大等を検討して参りたいと考えて
おります。

・ツルヒヨドリの特徴や特定外来生物に指定されている事等についてはリーフレット等を目にする市民も多いため周知されていると思います。除草剤の無償提供につい
ては有効的な対策と思いますが、ツルヒヨドリの防除及び除草の重要性を周知する必要があると考えます。
・ツルヒヨドリの種は風によって運ばれるので市の対応だけではなく松くい虫防除のように県と市町村が一体となって実施する体制となっていないのでしょうか。ま
た、除草剤を提供のみではなく市で所有者の了解を得て散布（土地は所有しているけれども農業をしていない人は散布する機械が必要なため）する等の対応を県と連携
し実施できないのでしょうか。
・除草剤の無償提供を行っているということですが、無償提供の実績を教えていただきたいです。
・市ホームページの環境対策課のページにツルヒヨドリについての掲載がありますが、環境対策課のページだけではなく、効果的な防除の時期には表のページに掲載す
るなど目につくような工夫も必要ではないでしょうか。
・個人の土地の管理者は比較的年配の方が多く、ホームページやSNSを見る機会は少ないのではないでしょうか。周知にはパンフレットの配布が効果があるかもしれな
いと思いました。
・数字的にはかなり厳しく思われる。減少した地域、箇所の数、面積があれば、参考値として載せたらどうでしょうか。対策を講じてはいるものの、ツルヒヨドリが脅
威ということを認識しなければならないことから、抜本的な解決が見いだせない限り、県全体の問題でもあることから、KPIの設定としてはどうかと。次の計画策定に
は類似指標としては要検討だと思われます。
・目標値に対して、生育面積が増えている点で、実施している方法では減少させるのは難しいのかと思っています。方法の改善や、未利用地での対応は考えているので
すか。 
・今回の法改正で県に防除責務が規定されたということですが、その内容についてと、それに伴って市がやるべき役割についての変更があったのかどうか教えていただ
きたいです。また、県は防除について何か行っているのですか。
・除草剤提供実績について、R6年度が増えている理由は何かありますか。
・法改正による県の防除責務について、県のソフト事業として除草剤や資機材の提供などへの助成事業はないのですか。
・以前熱湯をかけて駆除するような話があったと思いますが、その後どうなっているのですか。
・ツルヒヨドリの拡大に関して、パトロール等は行っているのですか。

・ツルヒヨドリ防除の周知については、現在市のホームページ及び市民のひろばへの掲載し、各支部区長会において説明しております。今後は、これま
での周知方法に加え、名護市役所ホームページのトップページにある「注目情報」又は「お知らせ」に見出しを掲載し、また名護市公式LINEへの掲載し
たいと考えております。
・特定外来生物の場合、外来生物法では原因者負担について明記しており、国は「その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要
となった限度において、その費用の全部または一部を負担させることができる」としています。そのため、名護市管理地での繁茂については、市で防除
を実施していますが、個人の土地については、基本、土地所有者または管理者が防除しなければなりません。ツルヒヨドリは松くい虫のように限定的で
はなく、どのような場所でも平面的に繁殖するため広大な防除範囲となることから、市が土地所有者を特定し、了解を得て防除作業を実施するには、多
額の費用(多くの労働力及び事務作業量)を要することになります。また、作業によって意図していない２次被害(所有者との補償問題等)を引き起こす可能
性も否定できないことから、市が市有地以外を防除することは現実的ではないと考えております。令和５年４月の外来生物法の改正により都府県に防除
責務が規定されましたが、引続きツルヒヨドリの防除に努めてまいりたいと考えております。
・除草剤については、現在、区及び個人に対して無償配布しております。実績といたしましては令和４年度が区へ４本、令和５年度が区へ２本・個人へ
１本の計３本、令和６年度が９月末現在で区へ８本・個人へ１本の計９本となっております。
・広大な面積を有する本市において、土地所有者にツルヒヨドリ防除を担っていただいていることから、生育面積を減少させるという目標は現実的に厳
しく、指標の見直しを検討したいと考えております。
・ツルヒヨドリについては、現実的には人が行き来する場所で生育が拡大していることがわかっています。山林等の奥まった場所への拡大はあまり報告
を受けていないため、未利用地についても我々の範囲じゃないのかなと思っています。また、目標値は市の防除計画での値だが、当計画自体も市民等へ
の周知が主な目的となっているため、KPI指標のあり方については次回設定時に検討したいと考えています。
・今回の法改正では、地方公共団体の責務の事項の中に、県は防除の責務があり、市町村は努力義務と明確に示されています。この法改正の前に市は防
除計画を策定しており、単費で除草剤の提供も行っていることから、市の努力として現在の取組を引き続き実施していきます。
・名護市においては県の防除対策は実施されていません。北部では国頭三村の国定公園のところで環境省と協力して外来生物の防除を行っています。
・防除計画の策定後、毎年定期的に55区への説明やパンフレットの提供等を行っていることから、区の中では当該取組について浸透してきているのでは
ないかと考えています。
・補助事業で外来生物対策への事業はありますが、防除計画の策定については補助率80％だが、計画内容の実施については補助率50％となっています。
除草剤についての経費もごく少額な中で、事務手続の量に対して補助額が低すぎると考えています。
・熱湯を活用した防除機器については、令和３年に案内があり、環境省と見学に行ったが、効率が悪くその後実用化に至っておりません。
・他の業務も含め市内にはよく出るため、その際に発見することがよくあります。土地の特定をし、個人であれば適正管理の通知を出して、市の土地で
あれば管理している部署へ防除の依頼をしています。
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①

計画的かつ効率的・効果的
な道路整備及び適切な維持
管理の推進
【都市計画課】【建設土木
課】【維持課】

・「名護市都市計画マスタープラン」及び「名護市道
路整備プログラム」に基づき、道路整備の有効性や必
要性、地域の意見等を考慮しつつ、透明性及び公平性
を確保しながら、より計画的かつ効率的・効果的な道
路整備を推進します。
・道路法改正に伴い法定化された橋梁、トンネル等の
定期点検事業、及び定期点検結果を踏まえた「長寿命
化修繕計画」の策定事業を行い、「名護市道路整備プ
ログラム」と当該計画の双方を勘案し、橋梁等、各道
路施設の補修、架け替え事業など維持管理を計画的か
つ効率的・効果的に実施します。
・市民の生活環境の改善を図るため、市道や里道の傷
んだ舗装や側溝などについて、「名護市道路補修計
画」に基づき、修繕業務を行い、計画的かつ効率的・
効果的な維持管理に努めます。

D A B -

②

安心・快適な道路環境の
整備
【都市計画課】【建設土
木課】

・災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観
の形成を図るため、電線を地下に埋設することやその
他の方法により、道路上の電柱又は電線の撤去を推進
します。
・歩行者の安全を確保するための歩道設置及び災害防
除事業など、安心・快適な道路環境の整備を実施しま
す。
・生活環境等の安定向上を図る必要のある地域の住民
の生活環境等の改善を図るため、道路及び排水路の整
備を実施します。

E E D -

・公共交通空白地及び不便地域の解消に向け、実証実
験を実施し、公共交通の利便性向上に向けたバス路線
の再編を検討します。
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R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度

取組・指標（PLAN） 実績（DO）ランク 取組・指標（PLAN） 検証（CHECK）
総括 目標値 実績値 KPI・達成率 ＫＰＩ・ランク

基本
目標

基本
方針 シート

具体
的取
組
No.

具体的取組 具体的取組の内容 KPI 担当課 関係課 単位
現状値

（R2年度）
目標値

（R6年度）
ウェイト 評価

R5年度
KPI・個別事業の関係性・妥当性

R5年度
今後の対応

R5年度
その他・特記事項

R5年度
外部会議

R5年度
外部会議 担当課回答

R5年度
内部会議

R5年度
内部会議 担当課回答

市内公共バス路線の
再編準備件数 （令
和3年度～令和6年度
実施）

まちなか再
開発・公共
交通課

路線 - 9 80
総
計

9.0 4.5 6.8 7.0 0.0 4.0 5.0 0.0% 88.9% 74.1% E B C

・市内及び北部地域を運行する路線バスの再編については、
北部市長村及び路線バス運行事業者と再編に向けた会議を
行っており、市内を運行する屋我地線、名護東部線、北部地
域を運行する本部半島線、備瀬線,瀬底線の5路線の再編を予
定しており、準備に取り掛かっています。

・市内を運行する路線については、バス運行事業者との協議
で再編を進めることができますが、本部半島線備瀬線、瀬底
線については、関係町村の意向も取り入れる必要がありま
す。地域住民の移動利便性の向上を図るよう、引き続き関係
町村及び運行事業者と連携しながら取り組みを進めていきま
す。

・車を選択できない住民にとって唯一の移動手段であり、高速船とのアクセスを含め利便性が向上することで、レンタカー利用以外の観光客の誘
客にもつなげていただきたい。また、採算性の課題もあると思いますが、住民がもっと活用できるような運賃設定（通勤・通学利用者の割引等）
について、配慮いただけないでしょうか。

高速船との接続については、コミュニティバスを名護漁港内へ乗り入れし、名護市観光情報センター
前へバス停を設置しております。ダイヤについても那覇から高速船を利用し名護で下りられる方、名
護から高速船に乗り那覇へ行かれる方が利用できるようなダイヤ設定を行っているところでございま
す。
運賃については、学生の通学支援策として小中高校生の運賃を半額にしており、高校生を中心に利用
が多いような状況がございます。通勤の割引については、他市町村の状況も調査し、採算性の課題も
含め、今後検討していきたいと思います。

・中心市街地周辺において計画されている名護市総合交通ターミナル整備により、バス路線の再編も伴うと思われることからシームレスな移動が可能となり利用者の利
便性向上が図られると思われる。目標値設定について整備時期等も考慮しながら検討する必要があると思われます。
また、コミュニティバス運行等も含め整理を行い、目標値設定についても検討を要すると考えます。

・ご認識のとおり、総合交通ターミナル整備によりバス路線の再編を行います。整備時期等については、現在沖縄総合事務局と連携し事業化に向け取り
組んでいる状況であり、目標値設定について整備時期等も考慮しながら検討していきたい。
・コミュニティバスについても、これまでは年度途中から期間を限定しての運行であったが、令和６年度から１年を通して運行を行っているので、実績
等を整理しながら目標値設定についても検討していきたい。

①
都市基盤の整備
【都市計画課】【企画政策
課】 

・策定から10年余り経過した「都市計画マスタープラ
ン」を見直し、都市計画決定された長期未着手の公共
施設の必要性を検討します。
・「名護市都市計画マスタープラン」に基づき、市民
の快適な居住環境確保、市民生活の快適性･利便向上
につながるための宅地整備事業を推進します。

－ － － － KPIの設定なし 都市計画課 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

令和4年度に改定した都市計画マスタープランに基づき、都市
計画決定された長期未着手の公共施設１件について、検討を
行っております。

引続き都市計画決定された長期未着手の公共施設の必要性を
検討します。

②
景観行政の推進
【都市計画課】【建築住宅
課】 

・「名護市景観計画」に基づき、名護市 の魅力的な
景観の保全・創造等に取り組むとともに、景観計画や
景観づくりに関する情報等の提供・発信等に取り組み
ます。

－ － － － KPIの設定なし 都市計画課 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

関係課と連携し景観の保全や創造等に取組みました。 引続き景観行政に取組むとともに、景観づくりに関する情報
提供に努めます。

③
公園の整備推進と維持管理
の充実
【都市計画課】

・「名護市都市計画マスタープラン」及び「名護市み
どりの基本計画」に基づき、引き続き安全性に配慮し
た親しみのある公園整備を推進します。
・区画整理や開発行為等で生み出された公園用地の整
備、年数が経過した公園へ時代背景に合致した遊具の
新設や再整備を模索し新たな市民の憩いの場の創設を
目指します。
・「公園施設長寿命化計画」に基づき、老朽化した遊
戯施設等の改築・更新整備を進めることで公園利用者
へのサービス向上、安全・安心な公園利用の促進を図
ります。

E A E -
都市計画区域人口当
たり都市公園面積

都市計画課
㎡/
人

19.59 19.72 100
総
計

20 20 20 20 19.55 19.68 19.61 -30.8% 100.0% 20.5% E A E

・都市公園事業の採択要件である、人口一人当たりの公園面
積10㎡/人未満の要件を名護市は超えている状況です。都市公
園事業では新規公園整備が出来ない状況であるため、他事業
において新規事業を実施する計画としてR3年度より取り組ん
でいます。
・R6年度末までに、1公園（大北多目的広場0.26ha）の完了
を予定しています。

・都市公園事業で取り組めない新規公園事業を他事業を活用
し整備を進めます。
・大北多目的広場について、R6年7月末に公園整備工事を完
了し、R6年８月の運用を予定しています。

令和６年度のKPIが、令和５年度と比べ低くなっている理由に
ついては、下記のとおりです。
 ・公園整備は計画通り進んでいるが、令和５年度から人口が
想定より増加しているため、一人当たりの公園面積が減ったこ
とから、KPIが減少しています。
  ※令和６年度８月には、大北多目的広場（0.26ha)の供用
開始を予定しています。

・「その他・特記事項」の欄で、公園整備は計画通り進んでいるが、令和５年度から人口が想定より増加しているため、一人当たりの公園面積が
減ったことから、KPIが減少との記載がありました。人口増は名護市総合戦略の基盤であることから嬉しい悲鳴ではあるが、都市公園事業により
新規公園事業が進められないのは事業予算の捻出には打撃です。PPP／PFI推進事業として実施することは出来ないのでしょうか。

・都市計画区域人口あたりの都市公園面積の要件について、「10㎡」につく単位（以下、未満、以上等）がHP等を確認しても複数出てきますが、
記載内容はこれで当たっているのですか。

PPP／PFI手法による公園事業の活用について、今後検討していきたいと思います。

・今回記載しているのは採択要件であるため、事業採択を受けるためには公園面積が10㎡に満たない
都市であるということで、「未満」に修正しました。

・PPP/PFI手法による官民連携の取組については、主に公園維持管理、公園利活用等を主流としており、現在の目標値設定で取り組んでいる人口当たり公園面積の増減
となっており、PPP/PFI手法との関連性を明確に目標値を設定することが可能か検討すべきだと考えます。

PPP/PFI法を含めた補助事業の活用について、実現できる現実的な公園整備の手法と定量化できる具体的な目標数値を検討していきたいと思います。

住宅整備戸数（累
計）

建築住宅課 戸数 879 891 90
累
計

891.0 885.0 888.0 891.0 879.0 891.0 891 0.0% 100.0% 100.0% E A A

・中山第四市営住宅の完成により整備戸数の達成となってい
ます。
・当初KPI設定としては、R6年度までに整備完了するものが
「891件」となっていたため、この数値を設定しています。

・令和4年度について改定した名護市営住宅長寿命化計画に基
づき整備を実施していきます。
・今後の対応につきましては、いさがわ市営住宅建替事業は
R1年度からR10年度の事業期間で実施しており、2棟55戸の
市営住宅整備を行っていく予定となっています。また、やが
市営住宅建替事業はR4～R7年度の事業期間で実施しており、
2棟16戸の市営住宅整備を行っていく予定となっています。

名護市空き家住宅改
修支援事業（累計）

建築住宅課
件数

  
6 20 10

累
計

20.0 13.0 16.5 20.0 8.0 10.0 11.0 14.3% 57.1% 47.6% E D D

令和４年度の空家等実態把握調査において、空家所有者等
（約550件）へ郵送による意向調査を実施した際に、パンフ
レットを同封し空き家問題に対する意識啓発及び当該事業の
利用率向上を目的とした周知活動を行いました。また、令和
５年度予算は補助上限の引上げ及び件数を拡大する増額を行
いましたが、問合せは多かったものの実施は１件という結果
となり、目標未達成となりました。

令和５年12月より空家特別措置法の一部が改正され、今後は
空家解消に向けた動きや取組が活発になることが予想される
ことから、「名護市空家等対策計画」に基づき空家等対策に
係る取組を強化するほか、新たな周知活動等を検討して実施
することにより、目標達成を目指します。

（下水道）経費回収
率  

経営課 ％ 68.1 92.5 50
総
計

92.5 80.3 86.4 92.5 65.2 65.4 66.2 -12.0% 0.0% 0.0% E E E

経費回収率の向上には下水道使用料の改定が必要です。本市
下水道事業では、令和５年度に使用料改定の手続きを行い、
令和6年6月算定分からの使用料改定により、令和6年度下水
道使用料の収入増が見込まれます。

下水道使用料収入の増により経費回収率の向上は見込まれま
すが、目標までの向上は厳しいと思われますので、この度の
下水道使用料改定の後、３年から５年を目途に改めて料金改
定の必要性を検討する予定です。

・「今後の対応」としては、上水道や水道料金に比べて、下水道使用料等に関する市民の関心や理解は依然として低いと思われるため、さまざま
な方法等で下水道事業に対する理解を深めつつ、下水道料金の改定について議論を進めることが、重要であると考える。

下水道事業に対する市民の理解を深めるため、下水道の役割や必要性などについて広報誌やホーム
ページを活用した情報発信や、下水道の日におけるパネル展などの広報活動を行ってまいります。 
下水道使用料については、令和６年６月使用分から増額改定を行ったところであり、今後も３年から
５年を目途に適正な使用料水準を目指して段階的に増額改定を行っていくこととしております。

定期水質検査回数
（上水道）

経営課
回/
年

12 12 25
単
年

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 100.0% 100.0% 100.0% A A A

水質検査計画書に基づき、個別事業水質検査業務委託(上水
道)を実施し、目標どおりの結果となりました。

水質検査計画書に基づいた水質検査業務委託(上水道)を継続
します。

定期水質検査回数
（下水道）

経営課
回/
年

4 4 25
単
年

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 100.0% 100.0% 100.0% A A A

定期水質検査業務委託（下水道）を実施し、関係法令に定め
る水質項目・水質環境基準内に処理し放流することができま
した。

下水道事業の水質基準を満たす適正な水処理が行えるよう、
定期水質検査業務委託（下水道）を継続します。

（水道）基幹管路耐
震適合率

工務課 ％ 16.8 18.96 30
総
計

18.96 17.88 18.42 18.96 16.8 17.54 18.18 0.0% 68.5% 85.2% E C B
新規で耐水管路を敷設したため、適合率が上昇しました。 既設の基幹管路の耐震化を進めていく必要があります。

（水道）有収率 工務課 ％ 91.75 93.23 10
総
計

93.23 92.49 92.86 93.23 91.3 90.88 92.94 -30.4% 0.0% 100.0% E E A
漏水防止対策の成果により、有収率の増につながっていると
考えます。

今年度は、目標を達成しているため、変更をせずに継続して
いきたいです。

（下水道）普及率 工務課 ％ 69.9 71.34 30
総
計

71.34 70.62 70.98 71.34 70.1 70.10 70.10 13.9% 27.8% 18.5% E E E

整備率が微増なため、普及率も大きな変化はありませんでし
た。

本KPIは、下水道の整備率が増加しなければ増加しない数値に
なっているため、KPIの目標設定が妥当かどうか検討したいで
す。

・「今後の対応」の欄で、本KPIは、下水道の整備率が増加しなければ増加しない数値になっているため、KPIの目標設定が妥当かどうか検討した
いとの記載がありました。必要であればKPIの見直しをすべきであると思います。適切な目標値の設定に当たって、どのような観点から行えばよ
いかの説明が有ると良いと思います。

基本方針である「上下水道の充実」という目標に対し、普及率を指標として事業を実施することは必
要であると考えております。今後は、各年度のKPIの目標値設定方法について、検討していきたい。

・自己評価の内容を踏まえると、（ツルヒヨドリの指標と同様、）KPIの設定としてはどうかと。但し、生活インフラとしては大切な部分であることから、次期計画で
は、計画本文での工夫が必要ではと思います。（次の整備率に関しても同様。）

数値の取り方が、当初の計画からの伸び率で計算されていることから、結果として１８％程度の伸び率として表すこととなったが、次回からは各年度の
目標数値を設定し、その数値に対して何パーセント達成できたかという目標を立てていく方向で検討したい。【実績値／目標値】

（下水道）整備率 工務課 ％ 60.9 64.09 30
総
計

64.09 62.50 63.29 64.09 60.9 60.90 60.90 0.0% 0.0% 0.0% E E E

令和５年度は整備面積が0.8ha増加しましたが、パーセンテー
ジへ反映されないほどの微増となりました。

工務課全体の整備計画としては、現状幹線・枝線の整備より
も下水処理場の整備などのウエイトが大きく、事業計画どお
りに整備は進んでいるものの、現在のKPIでは実績として現れ
ないため、目標設定が妥当かどうか、検討したいです。

・「今後の対応」の欄で、本KPIは、下水道の整備率が増加しなければ増加しない数値になっているため、KPIの目標設定が妥当かどうか検討した
いとの記載がありました。必要であればKPIの見直しをすべきであると思います。適切な目標値の設定に当たって、どのような観点から行えばよ
いかの説明が有ると良いと思います。（再掲）

基本方針である「上下水道の充実」という目標に対し、整備率を指標として事業を実施することは必
要であると考えております。今後は、各年度のKPIの目標値設定方法について、検討していきたい。
（再掲）

・「今後の対応」の中で、「現状幹線・枝線の整備よりも下水処理場の整備等のウエイトが大きく、（途中略）目標設定が妥当かどうか検討したい」とあります。補助
事業が採択されても、幹線・枝線の整備費用よりも処理場の改修工事にかかる経費が大きいのであれば、処理場の大規模改修がある程度終了する年度までは、次回のＫ
ＰＩの設定を「処理場改修（整備）率」に変更（または追加）することを検討しても良いのではないでしょうか。

数値の取り方が、当初の計画からの伸び率で計算されていることから、結果として１８％程度の伸び率として表すこととなったが、次回からは各年度の
目標数値を設定し、その数値に対して何パーセント達成できたかという目標を立てていく方向で検討したい。【実績値／目標値】
また、ご提案頂いた「処理場改修（整備）率をKPIの設定にするか否か」につきましては、処理場改修の進捗を確認しながら、Ｒ８年度からの５年間（次
回のKPIの設定期間）に当てはまるようであれば、Ｒ７年度時点で処理場の整備率に変更することも検討していきたい。

③
国際協力の推進
【工務課】【経営課】

・名護市はこれまで、大洋州諸国からの水道技術習得
のための研修員の受け入れや、サモア水道公社への技
術協力を行っております。今後も、JICA課題別研修の
受け入れや「沖縄連携によるサモア水道公社維持管理
能力強化プロジェクト・フェーズ２（CEPSO2）」へ
の短期専門家派遣等、引き続き国際協力に取り組みま
す。

－ － － － KPIの設定なし 工務課 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R5年度も前年度同様に、サモア国への職員の派遣とサモア国
からの研修生受け入れ、及び大洋州からの水道事業関係の研
修生の受け入れを実施することができました。
数値化はされていないが、前年度と同様の対応ができていま
す。

R6年度で現在、短期専門家として派遣されている事業が終了
するので、次年度以降の専門家派遣及び、研修生の受け入れ
については現時点では未定です。
 今年度までの派遣の実績を振り返り、次年度以降の取り組
みを検討していきたいです。

①
交通安全対策の推進
【総務部総務課】

・年4回の交通安全運動を実施するとともに関係機
関・団体と連携し、交通安全施設の整備・維持管理に
取り組みます。 C A A -

沖縄県警 交通白書
より
人身事故件数（現状
値H28-R1までの平
均）

総務部総務
課

件/
年

206.25 132.33 100
単
年

132.33 169.29 150.81 132.33 148.00 109.00 102 78.8% 100.0% 100.0% C A A

事故件数について、目標値は上回ったが、個別事業に対する
KPIの設定が妥当であるか疑問です。

KPIの設定が適切か検討及び見直しが必要です。 ・年４回の全国交通安全運動の実施。
・関係機関・団体と連携し、交通安全施設の整備・維持管理。

②
防犯対策の強化
【総務部総務課】【地域力
推進課】

・名護地区安全なまちづくり協議会など各種団体の活
動支援や、ちゅらさん運動の推進、各種防犯に関する
取組を実施します。
・地域の防犯対策強化や夜間の安全性確保のため、市
設置街灯の管理の継続や自治区等へ街灯設置に係る経
費及び電気使用料の一部を補助し、防犯対策に取り組
みます。 B E E -

沖縄県警 犯罪統計
書より
刑法犯認知件数（現
状値H28-R1までの
平均）  

総務部総務
課

地域力推進
課

件/
年

327.75 274.33 100
単
年

274.33 301.04 287.69 274.33 282.00 408.00 491.00 85.6% 0.0% 0.0% B E E

犯罪認知件数について、目標値は下回ったが、個別事業に対
するKPIの設定が妥当であるか疑問です。

KPIの設定が適切か検討及び見直しが必要です。 ・防犯カメラを新たに３台設置
・名護地区安全なまちづくり協議会への出席及び各種団体への
活動支援
・ちゅらさん運動への参加（総会・推進会議等、６回参加）

・「KPI・個別事業の関係性・妥当性」の欄で、犯罪認知件数について、目標値は下回ったが、個別事業に対するKPIの設定が妥当であるか疑問で
すとの記載がありました。KPIの設定見直しについて、どのような理由で設定値をどうするのか、追加説明があると理解しやすいかと思います。

・当該KPIについては、現状事業として実施している内容とKPIの成果が直結していないことが要因と
考えておりますが、現在見直し案が検討できていないため、他自治体の取組なども確認しながら次回
の見直しに向けて検討していきたいです。

・「その他・特記事項」に現在の活動内容が記載されていますが、その活動内容とＫＰＩの設定が一致していないと考えます。
活動内容の中に「各種団体への活動支援」とありますが、支援内容がどのようなものなのか資料では詳細が分かりませんが、支援内容に沿ったＫＰＩ設定の検討をして
も良いのではないでしょうか。
・当初のＫＰＩ設定の考え方から検討・見直しが必要と思います。
・特記事項にある防犯カメラ設置や各種団体支援の取り組みは犯罪防止や啓発に必要だと思われますが、適切なKPIの設定について検討した方が良いと思います。
・現行の犯罪未然防止及び刑法犯の減少対策として講じている防犯団体への活動支援や防犯カメラ設置等防犯対策事業の効果について、実績値（刑法犯認知件数の増
加）を鑑みた場合、検証・見直しは必要であると思われます。特段、長きに渡り継続されている防犯団体への補助金（負担金）助成に対し、今回設置した防犯カメラ
（3台）の効果反映時期や次年度以降の事業展開が想定される防犯カメラ設置事業の効果も勘案し、ＫＰＩの再設定について、所管課が記しているとおり他自治体の取
組なども確認しながら次回の見直しに向けて検討していただきたいです。

・各種団体への活動支援として、名護地区防犯協会に対し運営負担金を支出し、「ちゅらさん運動」の一環として実施している公共施設の防犯・安全点
検について、市内の道路、公園、建物、学校等の施設の点検を行った結果を報告及びアンケートの回答ほか、「安全・安心まちづくり講習会」のチラシ
を配布し周知を図っています。また、ちゅらうちなー安全なまちづくり功労者として、市内で防犯被害防止に尽力している市民の推薦をしました。防犯
対策としては、既存の防犯カメラの保守点検を行い、警察から申請に応じて映像データの提供を行っています。
・業務指標（KPI）である刑法犯認知件数の増減と上記取組に、直接の因果関係を示すことが困難であると感じており、KPIの見直しに向けての検討が必
要であると考えております。

ハブの捕獲数（年平
均）

環境対策課 匹 1,286 1,200 25
単
年

1,200.0 1,243.0 1,221.5 1,200.0 1,765.0 1,151.0 1,089 147.1% 92.6% 89.2% A B B
これまでの捕獲圧の効果からか、今年度はハブ捕獲数の目標
値を少し下回っていますが、依然として多くのハブが名護市
内に生息しています。

年度ごとに捕獲数に増減が出るものなので、特に実施方法等
の変更はありません。

ハチの巣の駆除件数
（年平均）

環境対策課 件 116 100 25
単
年

100.0 108.0 104.0 100.0 245.0 216.0 252 245.0% 100.0% 100.0% A A A
明確な要因は不明だが目標値を大きく上回っています。市民
への認知度が高くなってきているのも要因の一つであると考
えられます。

年度ごとに捕獲数に増減が出るものなので、特に実施方法等
の変更はありません。

野犬の捕獲数   環境対策課
頭/
年

97 100 25
単
年

100.0 98.5 99.3 100.0 55.0 113.0 70 55.0% 100.0% 70.5% D A C
原因は不明だが目標値を下回っています。現状値よりも目標
値が下回った方が望ましいことから、結果については是とし
ます。

年度ごとに捕獲数に増減が出るものなので、特に実施方法等
の変更はありません。

避妊去勢した野良猫
の件数

環境対策課
匹/
年

189 200 25
単
年

200.0 194.5 197.3 200.0 592.0 437.0 867 296.0% 100.0% 100.0% A A A
TNR活動が市民に幅広く浸透した結果、目標値を大幅に上
回ったと考えられることから目標達成となります。

年度ごとに捕獲数に増減が出るものなので、特に実施方法等
の変更はありません。

①

消防・防災体制の整備・充
実
【消防本部警防課】【総務
部総務課】 

・火災発生時に円滑な消火活動を行うため、計画的、
効率的に耐震型の消防水利を整備します。 併せて予防
保全も考慮した維持管理を行い、消防力の充実強化に
取り組みます 。
・市民の生命・財産を災害等から守るため、ソフト、
ハード両面から体制を強化します 。 

D A A - 消防水利整備率
消防本部警
防課

％ 62 64.3 100
総
計

64.3 63.2 63.7 64.3 63.0 64.3 64.8 43.5% 100.0% 100.0% D A A

・消防水利設置事業において、令和５年度予算で消火栓４基
を整備したことにより、目標値を上回る実績となりました。
・既存の消防水利については、年間を通し点検を行い、不備
があった消防水利については、修繕を行っています。

・令和６年度については、消防水利未整備箇所の抽出及び設
置箇所の選定作業を継続し、令和７年度に新設消火栓を設置
します。また、消防本部及び消防団で消防水利点検を継続
し、適宜、修繕を実施します。

バイスタンダーによ
る一時救命処置実施
率

消防本部警
防課

％ 58 80 50
単
年

80.0 69.0 74.5 80.0 60.0 63.6 70.9 75.0% 92.2% 95.2% C B B

・新型コロナウイルス感染症が第5類移行に伴い救命講習が
121回、受講者数1,980名となっており、市民等における救命
処置実施率は70.9％となっております。コンビニエンススト
アへのAED設置率は、92％となっております。
・前年度に比べ講習回数が26回、受講者数547名の増加があ
りました。また市民における救命処置実施率については、前
年度に比べ7.3％の増加がみられました。コンビニエンススト
アへのAED設置に関しては、新規開店が年度後半にあったた
め設置率が下がってしまいました。

・令和６年度においても感染対策をしっかりと継続し、市
民、市内事業所を対象に応急手当の普及啓発活動を行いま
す。

消防関係車両充足率
消防本部警
防課

％ 88 100 50
総
計

100.0 94.0 97.0 100.0 92.0 96.4 100 33.3% 100.0% 100.0% D A A

・前年度繰越となっていた大型水槽車の整備が完了し消防関
係車両の充足率が100％となりました。更新した大型水槽車
には、更新前の大型水槽車に艤装されていなかった消防ポン
プが艤装されており、送水能力が向上し消火能力が大幅に向
上しました。 

・救急事案を中心に出動件数が増加しているため、消防活動
に支障がでないよう保有している消防関係車両の適正な維持
管理に努めます。また、車両更新計画を基に整備を継続しま
す。

③
地域防災力の向上
【総務部総務課】

・多発する自然災害への対処において、自主防災組織
の設立を促し、地域における連携の強化を図り、共
助、自助の体制を整えます。
・災害発生時、要配慮者の避難を支援する体制を整え
るため、関係課と連携をして取り組みます。
・水災害警戒区域内の要配慮施設における、避難確保
計画の作成や避難訓練を促進します。
・ハザードマップの更新や避難所の確保、備蓄品の整
備を図り、自然災害に備えた体制強化に取り組みま
す。 

乳児健康診査受診率 健康増進課 ％ 86.9 90
19.4444

4
単
年

90.0 88.5 89.2 90.0 86.2 87.1 91.2 95.8% 98.5% 100.0% B B A

令和５年度より母子モアプリを活用しての健診予約を開始し
ました。導入初期は周知が十分でなくアプリからの予約者数
が少なかったですが、現在では9割以上がアプリを活用して健
診を受診しています。また、未受診児の勧奨として地区担当
保健師による電話勧奨、受診勧奨お知らせの送付、母子保健
推進員による訪問を行い目標値を達成することが出来まし
た。

現在、実施している受診勧奨を今後も継続していきます。

１歳６ヶ月健康診査
受診率

健康増進課 ％ 90.7 92
19.4444

4
単
年

92.0 91.4 91.7 92.0 85.3 92.5 93.5 92.7% 100.0% 100.0% B A A

令和５年度より母子モアプリを活用しての健診予約を開始し
ました。導入初期は周知が十分でなくアプリからの予約者数
が少なかったですが、現在では9割以上がアプリを活用して健
診を受診をしています。また、未受診児の勧奨として地区担
当保健師による電話勧奨、受診勧奨お知らせの送付、母子保
健推進員による訪問を行い目標値を達成することが出来まし
た。

現在、実施している受診勧奨を今後も継続していきます。

３歳健康診査受診率 健康増進課 ％ 86.0 90
19.4444

4
単
年

90.0 88.0 89.0 90.0 83.2 87.8 85.6 92.4% 99.8% 96.2% B B B

令和５年度より母子モアプリを活用しての健診予約を開始し
ました。導入初期は周知が十分でなくアプリからの予約者数
が少なかったですが、現在では9割以上がアプリを活用して健
診を受診をしています。また、未受診児の勧奨として地区担
当保健師による電話勧奨、受診勧奨お知らせの送付、母子保
健推進員による訪問を行いましたが目標値を達成することが
出来ませんでした。

保育園等に通っている児も多く、市の健診受診への必要性を
感じない等の声もあるため、現在、実施している受診勧奨の
際に健診の重要性などを説明しながら勧奨を行っていきま
す。

特定健康診査受診率 健康増進課 ％ 39.7 47.0 0
単
年

41.5 43.4 45.2 41.5 34.3 37.7 82.6% 87.0% - B B -

特定健診案内のチラシ等で周知を進め、受診率は増加傾向に
ありますが、目標値達成へは至りませんでした。

今後も既存の周知方法を徹底し、SNS等を活用し更なる周知
を図っていきます。
また、集団健診受診率は低下傾向にありますが、個別健診受
診率は増加傾向にあることから個別医療機関への特定健診受
診率向上に向け継続して周知していきます。

③
公共交通の利便性の向上
【企画政策課】【屋我地
支所】

E C D -
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④
総合的・計画的な住宅政策
の推進
【建築住宅課】

・市営住宅整備につきましては「名護市住生活基本計
画」に基づき整備を行っていきます。
・「名護市空家等対策計画」  に基づき、市、地域、
事業者が連携し推進を図ります。

E B B -

①
上・下水道の健全な運営
【経営課】【施設課】

・上下水道事業経営戦略に沿った事業運営を行いま
す。
・安全・安心 な水の安定供給を行うため、水質検査
計画を策定し、水質の定期検査を行い、水質基準を満
たしていることを確認します。
・公共用水域の快適な生活環境の確保を図るため、下
水道整備区域から排出される汚水を下水処理場にて関
係法令に定める水質項目・水質環境基準内に処理し放
流します。

D D D -

②
計画的な拡充整備及び施設
更新
【工務課】

・市民へ安全・安心で安定した水の供給を図るため、
計画的な拡充整備や老朽化施設の更新及び施設の耐震
化に取り組みます。
・市内の公衆衛生並びに公共用水域の水質を将来にわ
たり持続させるため、下水道施設の計画的な更新及び
地震対策、未普及地域の解消のための拡充整備に取り
組みます。
・名護市衛生センターの老朽化に伴い、名護下水処理
場に新たにし尿受入施設の整備を行い、汚水処理施設
の広域化、共同化を図ります。
・集中豪雨の増加に伴う浸水被害軽減のため、雨水排
水施設の整備や老朽化施設の更新及び耐震化に取り組
みます。

E E D -

（
５
）
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

2
・

5

③
野犬・野良猫・ハブ・害虫
等の対策強化
【環境対策課】

・地域住民及び事業者の求めに応じて、野犬、ハブの
捕獲、ハチの巣の駆除、野良猫のＴＮＲ活動への支援
を強化していきます。

A B B -
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②
救急救助体制の充実
【消防本部警防課】【総務
部総務課】

・小学生以上を対象に救命講習会を開催し応急手当の
知識と技術を有する市民を広く育成します 。併せて事
業所等におけるAED保有率増加に取り組み 、救命率
の向上を図ります。  
・大規模・多様化する火災や自然災害等の各種災害か
ら、市民の生命と財産を迅速・的確に守るため、施
設、装備、資機材の高度化を図り、計画的に整備しま
す 。
・急病人等が発生したときに、救急車が到着するまで
の間、近くにいる市民が救命処置を行える環境を整え
ます。

D B B -

E E D -
自主防災組織の設立
数

総務部総務
課

区 12 28 100
総
計

28.0 20.0 24.0 28.0 13.0 14.0 17.0 6.3% 25.0% 41.7% E E D

各区長会において、自主防災組織の重要性説明に加え、総務
省消防庁照会の自主防災組織活性化推進事業を活用し、防災
士資格取得の補助を行い自主防災組織結成に繋げる事業展開
を実施し、久志区、大南区、屋部区が結成したが、目標未達
成となりました。
しかし、結成に向け相談のある区が７区存在することから今
後の結成が期待できます。
また、既存の自主防災組織に対しては、図上訓練、避難所開
設訓練を実施するなど地域防災力の向上を図りました。

継続して、自主防災組織の重要性や必要な事項の説明会を各
区長会等で実施し、興味を示している区に対し、積極的に調
整を図り結成に向け支援を実施します。
活用可能な事業申請を行い、活動幅を広げる支援を実施しま
す。
自主防災組織代表者の会議の場を設け、横の繋がりを展開す
ることで更なる地域防災力向上を図ります。

・「今後の対応」の欄で、自主防災組織代表者の会議の場を設け、横の繋がりを展開することで更なる地域防災力向上を図りますとの記載があり
ました。今年4月3日の津波警報に基づく避難の際、車での避難により道路が渋滞し、避難に大きな支障が生じました。この経験を生かし、避難の
あり方についてのルール作りを会議で検討して頂くことを希望します。

・指標（KPI）は、組織の設立数とあるが、設立に加えて「避難訓練」の実施をカウントしてはいかがでしょうか。自主防災訓練の重要性や説明会
の実施は継続しながら、加えて訓練の実施を支援することは可能でしょうか？
避難訓練を繰り返すことが、住民の地域防災力向上につながると思います。

・「今後の対応」においては、能登半島地震や南海トラフ地震による大きな被害があり、また、大雨や台風での災害が起きているあるいは予測さ
れている中で、本市においても早急に優先的に対応すべき課題であるとの認識し取り組みを進める必要があると思うが、具体的な取り組みの予定
はあるのでしょうか。また、「今後の対応」の中で、説明会を各区長会等で行いますとありますが、名護市商工会、女性会、名護青年会議所、名
護市民生委員・児童委員協議会、名護市老人クラブ連合会等関係団体なども含めた協議会を設立して取り組んではどうでしょうか。また、福祉避
難所の取り組みも重要であり、各地区等で進めていただきたいです。

・現在KPIは自主防災組織の設立数となっていますが、全区で立ち上がればOKなのですか。自主防災組織設立後は避難に関する情報は区に聞けば
いいのかなど、情報伝達や安全性確保の連携について知りたいです。

・自主防災組織はR5実績での記載がありますが、市全体ではどれだけ立ち上がっているのですか。また、まだ立ち上がっていない地区に関しては
市から呼びかけを行っているのですか。

・防災士に関する補助の記載がありますが、防災士は区長が受けるのですか、関心がある人全員受けられるのですか。
・R５年度は屋部支所へ補助を実施していますが、区長会で他地区からも受講したい旨話が上がりました。なぜ去年屋部支所だけだったのです
か、今後区長会で取りたいという話が上がっています。
・今後まだ立ち上がっていない区等への防災士取得に関する補助は検討しているのですか。
・今は提供する側の視点でのKPIになっています。今後ある程度提供側のKPIが達成できたら、受ける側の意識の向上が進んでいるかというKPIが
必要になってくると思います。

・今年４月３日、津波警報発表時について、今後の防災対策の一助になるよう自主防災組織の代表者
に参加いただき意見交換会を実施しました。避難のあり方については、ルール作りを行っている自主
防災会を参考に避難計画を作成すること、また基本的には徒歩で避難すること、しかし避難行動に支
援が必要な方や、地域の特性上、車での避難が有効的な地域などは車での一時避難などの避難計画を
検討いただくよう周知しています。
・自主防災会設立の際には、年間の訓練計画（案）を提出していただいており、設立後は毎年最低１
回は避難訓練を実施しています。また訓練を強要しすぎると結成に向けて前に進まない区も存在する
ことから避難訓練のカウントは指標に含まない方が良いと考えています。訓練を実施する支援です
が、要望のある際は支援を行っており研修会開催や訓練にも参加し支援を行っています。
・自主防災会の横の繋がりに加え災害時においての市との連携や連絡体制を構築するため、自主防災
会連絡協議会設立を予定しています。他関係団体を含むかについては各自主防災会の会長と検討をし
たいと思います。自主防災組織結成の説明会については、行政区で結成する組織が多く、結成判断が
区長であるため、他団体での説明会よりもまずは区長への説明が重要であると考えています。また、
福祉避難所の取り組みについては福祉部と連携を図り取り組んでいるところです。
・自主防災組織は区単位での設立を想定していますが、区において避難訓練を実施する際、当該組織
に中心となっていただきたいと考えている。その訓練の際、市への要請があれば職員を派遣してい
る。今後の展開として、その地区にある企業などを含めながら避難訓練を展開していけたらと考えて
いる。
・R6年6月の時点で20箇所あります。４月以降、区長会で説明を行い立ち上げについて呼びかけを
行っているので、今後も継続して呼びかけていきたいと思っています。
・防災士の取得に関しては特に要件はありません。養成講座を受講していただき、試験に合格すれば
資格を取得することができます。補助の対象にするかどうかは精査が必要です。
・R5年度に屋部地区を選定した理由としては、当時の屋部地区に自主防災組織が１組織しかなく、自
主防災組織のカバー率が低い地域であったことが１点、更に屋部地区は台風や大雨で被害にあった地
区も多かったことから、防災士を取得して自主防災組織を立ち上げるモデル的な地区として補助対象
に選定しました。
・R5年度の補助が、国の消防庁の補助を受けて実施しました。R6はその採択が下りなかったため実施
できませんが、今後も同補助に申請をして採択があれば、地区選定の上補助事業を実施していきたい
と考えています。

・今後の対応で「興味を示している区に対し」や、外部評価に対する回答で「訓練を強要しすぎると結成に向けて前に進まない区も存在すること」等の記載があること
から消極的な区の存在が伺われるのですが、自主防災組織の重要性をどう伝え、理解を得るかが課題と感じました。

・福祉避難所の設置数の増に向けた対応については、障がい福祉事業所等も含め調整していく必要があり、引き続き福祉部との調整を進めてほしいです。また、子育て
世代等を考慮するとホテル等宿泊施設等の連携を早期に進めていくことも必要ではないかと思います。（要支援者であっても家族等支援者がいる場合は個室の部屋が望
ましい）

・自主防災組織については、近年我が国で多発する自然災害を背景に地域・市民においても役割、機能その必要性について認識も高まっているものと思われます。ＫＰ
Ｉ目標値である自主防災組織の設立数：２４団体に対し実績値：１７団体となっているが、現時点で２０団体の設立を経、複数の区で設立に向けての動きも見られま
す。しかしながら、今後すべての区において設立が見込めるかは未知数です。少子高齢化に伴うリソース（人材）の課題等もあり、設立後の運営についても課題は生じ
るものと思われます。今後、各区（字）単位での構成に拘らず企業・団体を含めた地域連携も視野に組織設立の支援も必要と思われます。また、組織のリーダー育成に
資する防災士養成及び資機材等運営費について、国県等の補助メニューの活用を図りながら組織の育成支援をしていただきたいです。

・自主防犯組織の重要性をどのように伝え理解を得るかが課題と感じています。区長のみならず、各区の行政委員会や青年会、老人会等での説明会や各
自主防災会の訓練等に参加してもらうなど、工夫、企画が必要であると感じています。
・福祉避難所の設置数の増に向けた対応については、障がい福祉事業所等も含め検討している他、子育て世代等を考慮し幼稚園の部屋やホテル等宿泊施
設との協定締結に向けて調整しているところです。引き続き、関係部署及び関係機関との連携を図り福祉避難所の設置数増に向けて取り組んでまいりま
す。
・自主防災組織については、近年我が国で多発する自然災害を背景に地域・市民においても役割、昨日その必要性について認識も高まっており、設立に
ついての相談が年々増加していますが、少子高齢化に伴うリソース（人材）の課題や、設立後の運営についても課題があり、今後は各区単位での構成に
拘らず、隣接の区との合同等も視野にいれ結成の支援を実施したいと考えています。また、組織のリーダー育成に資する防災士養成及び資機材等運営費
について、国県等の補助メニューの活用を図りながら組織の育成支援を実施したいと考えています。
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①
ライフステージに応じた市
民の健康づくり
【健康増進課】  

・乳幼児期に健やかな生活習慣を身に着けられるよう
生活習慣確立に向けて保健指導を実施します。
・基本健康診査(住民健診)、特定健康診査の結果に基
づく特定保健指導（保健師・栄養士等）を実施しま
す。
・生活習慣病の発症や重症化を予防することを 目的
として、特定健康診査受診率向上のため、多様な健診
方法を実施します。
・定期予防接種を推進します。
・公立沖縄北部医療センターの整備に向けて名護市に
できることを  着実に取り組み、新型コロナウイルス
感染症への対応を含め、市民が安心していつでも医療
を受けられる体制づくりを図るため、関係機関（県、
医療機関、消防等）と連携して参ります。 

B B B -
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R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度

取組・指標（PLAN） 実績（DO）ランク 取組・指標（PLAN） 検証（CHECK）
総括 目標値 実績値 KPI・達成率 ＫＰＩ・ランク

基本
目標

基本
方針 シート

具体
的取
組
No.

具体的取組 具体的取組の内容 KPI 担当課 関係課 単位
現状値

（R2年度）
目標値

（R6年度）
ウェイト 評価

R5年度
KPI・個別事業の関係性・妥当性

R5年度
今後の対応

R5年度
その他・特記事項

R5年度
外部会議

R5年度
外部会議 担当課回答

R5年度
内部会議

R5年度
内部会議 担当課回答

保健指導実施率 健康増進課 ％ 62.1 66.1 0
単
年

63.1 64.1 65.1 63.1 55.7 68.2 88.3% 100.0% - B A -

保健指導介入率について各保健指導スタッフの進捗について
明確にしたことにより、令和4年度の保健指導実施率を目標値
を達成することができました。

特定健診後の保健指導介入率について、事業担当より保健指
導スタッフ(保健師(職員)、看護師・管理栄養士(会計年度職
員))の進捗管理(対象者への介入状況)を適宜行い、実施率の向
上を図ります。個別健診(医療機関での特定健診)受診率は増
加傾向にありますが、その後の保健指導実施率が集団健診後
と比較し低い傾向にあります。市内約２０か所に医療機関訪
問を行い、医療機関側からも特定保健指導の案内のご協力を
依頼していきます。また、他市町村の保健指導実施状況を把
握し参考にしていきたいです。

特定保健指導（以下、保健指導）とは、特定健診（いわゆるメ
タボ健診）によって内臓脂肪の蓄積に着目し、リスクの数に応
じた個別の保健指導を行い、要因となっている生活習慣を改善
し、生活習慣病予防を目的とした事業です。今事業については
保健指導介入率（保健指導実施者/保健指導対象者）、初回介
入率（１回目保健指導実施者/保健指導実施者）についてそれ
ぞれの実施率をアウトプット評価として国より求められいま
す。

予防接種率(麻し
ん・風しん混合ワク
チン１期) 

健康増進課 ％ 92.8 93.2
20.8333

3
単
年

93.2 93.0 93.1 93.2 90.6 88.5 90.43 97.2% 95.2% 97.1% B B B
乳幼児健診や庁舎内等で旗やチラシの設置などを行っていま
した。未接種者への勧奨はがきの送付なども行い、昨年度よ
り接種率が上がりました。

予防接種に対する正しい理解の下で、健康にお役立ていただ
くために、周知方法を検討しながら接種率向上に努めます。

予防接種率(麻し
ん・風しん混合ワク
チン２期)

健康増進課 ％ 91.8 92.2
20.8333

3
単
年

92.2 92.0 92.1 92.2 86.9 86.0 83.38 94.3% 93.5% 90.5% B B B

就学時健診でのチラシ配布、保育所等向けへのチラシ配布等
の広報活動を行っています。また、未接種者への勧奨はがき
の送付なども行い接種を行っていますが、昨年よりも接種率
が下がってしまいました。

予防接種に対する正しい理解の下で、健康にお役立ていただ
くために、周知方法を検討しながら接種率向上に努めます。

食生活改善推進協議
会の地区活動回数

健康増進課
回/
年 

13 15 33
単
年

15.0 14.0 14.5 15.0 12.0 19.0 25.0 80.0% 100.0% 100.0% B A A

食生活改善推進協議会の活動目的は食生活及び健康づくり事
業に関する講演会、研修会等を開催し食生活改善推進員の資
質の向上とともに地域住民（子どもから大人まで）の健康づ
くりに寄与することであります。令和5年5月より新型コロナ
ウイルス感染症が５類感染症へ移行し、活動制限が緩和され
たことや市からの補助金が増額したことで食生活改善推進員
の活動意欲が向上しました。その結果、県からの受託事業を
数多くこなし地区活動回数の目標値を大きく上回る値で達成
することができました。

今後も食生活改善推進員の活動意欲が維持され、地区活動が
充実したものになるよう事務局として連携を図ります。ま
た、２年に１度行われている食生活改善推進員養成講座を継
続し、食生活改善推進員が一定数確保されることで今後も地
域住民の健康づくりに寄与でいるように努めます。食生活改
善推進員による地区活動回数は大幅に増えているため、加え
て１つ１つの地区活動の質を向上させるためにも食生活改善
推進員による勉強会を継続して行っていきます。

妊娠・出産包括支援
事業における支援件
数

健康増進課
件/
年

- 240 33
単
年

240.0 120.0 180.0 240.0 32.0 37.0 31.0 13.3% 30.8% 17.2% E D E

・妊娠期から産後も地域と繋がりを持てるよう子育て支援セ
ンターで開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により、保育園等との調整ができませんでした。
また、前年度の参加実績より実施回数が年に3回であったこと
から、目標に達していません。

令和6年度は、子育て支援センターで実施予定としており、開
催回数も前年度より倍の6回予定です。より多くの妊婦さんが
参加できるよう周知方法も検討しながら、目標達成を目指し
取り組んでいきます。

保健推進員の受診勧
奨率

健康増進課 ％ 53 65 0
単
年

56.0 59.0 62.0 65.0 61.0 68.2 100.0% 100.0% - A A -

新型コロナウイルス感染症の影響による訪問自粛の雰囲気が
薄まり、保健推進員による健診受診勧奨率が実施しやすく
なったことにより目標値を達成しました。

集団健診から個別健診の対象者が多くなっている現状を踏ま
え、個別健診後の介入方法を検討していきます。
また、保健推進員不在地区に対する健診受診勧奨についても
検討していきます。

母子保健推進員の乳
児全戸訪問件数
※R5評価踏まえR6
評価より廃止

健康増進課
件/
年

112 200 33
単
年

200.0 156.0 ― 200.0 69.0 61.0 ― 34.5% 39.1% ― D D ―

母子保健推進員の健
診受診勧奨率
※R5評価踏まえR6
評価より新設

健康増進課 ％ 21.7 65 33
単
年

― ― 60.0 ― ― ― 54.5 ― ― 85.6% ― ― B

実績値内訳：受診勧奨対象者99名中 訪問出来た数54名
母子保健推進員が行う受診勧奨の対象者が「仕事で行けな
かった」「忘れていた」「体調不良」などが多く、訪問へ
行っても不在だったため会えないなど勧奨できないことも多
かったため目標値に到達できていません。

今後も同様の内容を継続していきます。

①
①地域包括ケアシステム
体制の充実
【介護長寿課】

・地域包括支援センターの拡充及び機能強化を図ると
ともに、高齢者個人の生活課題への対応から地域課題
をふまえた施策の検討に至るまで多職種間の連携の場
となる地域ケア会議等を実施し、地域での支え合い体
制の充実を図ります。
・住民同士の支え合い等のインフォーマルな活動を行
う地域人材の確保・育成を、生活支援コーディネー
ターを中心に行います。

B B B -

重度要介護（要介護
３以上）の高齢者の
居宅介護、在宅介護
サービスの利用率

介護長寿課
％/
年

58.4 63.7 100
単
年

63.7 61.1 62.4 63.7 58.3 60.3 59.9 91.5% 98.8% 96.0% B B B

地域ケア会議にて、高齢者個人の生活課題への対応から地域
課題をふまえた対応策の検討、多職種や関係機関の連携の場
となる地域ケア会議の開催を積上げ、地域での支え合い体制
の充実に向け取組みを進めることができました。また、DVD
視聴によるシニア支援者養成講座を開催し、シルバー人材セ
ンターのお助け会員を9名養成に取組みました。KPIの達成率
はR4年度に比べマイナス2.8ポイントとなりましたが、目標値
に近い成果が得られました。

今後も引き続き、地域ケア会議の充実及び地域での介護予防
や見守り活動等を行う、地域人材の確保を図り、地域での支
え合い体制の充実を図ります。

②
高齢者の生きがいづくりの
支援
【介護長寿課】

・市民が高齢期においても、生きがいを持って生き活
きと生活していくことができるよう、地域活動、ス
ポーツ・学習活動、就労等様々な分野での支援対策を
進めます。

E A A -
市老連の主要イベン
ト参加者数

介護長寿課
人/
年

778 780 100
単
年

780.0 779.0 779.5 780.0 174.0 989.0 953 22.3% 100.0% 100.0% E A A

・令和3年度は新型コロナ感染症の影響で目標に達していない
が、令和4年度より参加者が回復しています。令和5年5月よ
り新型コロナの感染症法上の位置付けが、5類に移行したこと
から老人クラブ団体が参加するイベントは平時と同様になっ
ています。その影響により参加する高齢者が増え目標達成と
なっています。

今後は新型コロナ感染症の影響前の状態が続くと思われま
す。市民が高齢期においても、様々な分野で生きがいを持っ
て生き活きと生活していくことができるように支援を継続し
ます。

③
適切な介護保険事業の運
営
【介護長寿課】

・事業所指導・監督業務、事業所指定業務、介護給付
費適正化事業を通し、適切な介護保険事業の運営に努
めます。

E C E -
介護事業所への実地
指導件数

介護長寿課
件/
年

3 10 100
単
年

10.0 6.5 8.3 10.0 1.0 5.0 2.0 10.0% 76.9% 24.2% E C E

事業所の運営指導について、令和５年度担当が変更になった
ことや令和6年報酬改定があり、その準備等のため運営指導件
数が目標を大きく下回りましたが、集団指導にて対象事業所
数 約103件（内市外 約15件）向け介護報酬改定等に関す
ることや事業所指定に関すること、その他介護保険に関する
内容の指導を行いました。

引き続き運営指導を行いながら、報酬改定等に伴う対応が引
き続き影響があると考えられるため事業所からの問い合わせ
等には丁寧に対応していきます。

・「KPI・個別事業の関係性・妥当性」の欄で、担当変更および令和6年報酬改訂により実地指導件数が目標を大きく下回ったとの記載がありまし
た。実地指導の方法としてオンライン活用は如何でしょうか。感染防止にもなり、また介護事業所にとってDXや家族の面会サポートにも繋がるか
と思います。
「今後の対応」の欄で、運営指導および問い合わせへの丁寧な対応を行うとの記載がありました。KPIが「介護事業所への実地指導件数」となって
いるため訪問での指導が基本となっているので、実情に合わせてKPIの変更が必要であれば検討しても良いかと思います。

・「今後の対応」では、引き続き運営指導を行いながら事業所からの問い合わせ等には対応していきますとあるが、職員の体制や業務量の増加な
どで実地指導はできないように受け取られる。法令等において必須で義務的な事業であれば専門職員の配置等が急務だと考えられます。そうでは
ないのであれば、見直しや又は廃止し、それに替わる事業を検討されるのはいかがでしょうか。

・感染症蔓延時等、実地でなくても確認できる内容については、オンライン等活用できるか検討して
いきたいと思います。またＫＰＩについては「実地指導」ではなく「運営指導」に変更していきま
す。
・運営指導については、サービスの質の確保と給付適正化の観点から義務的な業務であります。職員
の配置については要望しておりますが、全庁的に人員不足のため配置に至っておりません。今後も引
き続き要望をしていきたいと思います。

・実施指導については報酬改定や人員体制等も含め厳しい状況であると思われますが、制度上可能であれば、例えば集団指導は毎年行いながら、複数年に1回、個別の
指導を行うなど、次期総合戦略策定にあたり指標を検討していただければと思います。

・外部評価に対する回答で、KPIを「実地指導」から「運営指導」に変更するとあります。実状に合わせた設定の変更であり良いと思われます。

・運営指導については義務的業務であり、ＫＰＩについては「実地指導」ではなく「運営指導」に変更することは妥当と考えます。運営指導を行う体制については継続
して専門職の確保を行うなど体制を強化していく必要があるのではないでしょうか。

・運営指導について、指標の見直しを検討します。
・現在指導を行うための正職員が不足しております。職員の配置について関係課と調整をしていきたいと思います。

要介護度の維持・改
善率

介護長寿課
％/
年

52 66 80
単
年

66.0 59.0 62.5 66.0 37.0 45.7 62.5 56.1% 77.5% 100.0% D C A

・介護予防把握事業については、新75歳到達者670名に基本
チェックリストを送付。回答者482件のうち、基本チェック
リスト該当者は237名でした。
・介護予防の普及啓発については、「フレイル予防」をテー
マに福祉まつりに出展し、パネル展示や体力測定、いきいき
百歳体操体験会を行うなど、介護予防の必要性について周知
を図りました。ブースへの来場者数は、男性17名、女性50名
でした。
・いきいき百歳体操教室については、普及と継続支援のた
め、実施区フォローを42回実施し、参加者は延417人でし
た。
・介護予防出前講座について、全13回実施し、参加者数は延
116人でした。
・もの忘れ予防教室について、全20回実施し、参加者数は実

介護予防把握事業について、75歳到達者へ基本チェックリス
トを送付する際、介護予防パンフレットや介護予防教室の年
間予定表等を同封し、介護予防に関する知識や情報、介護予
防の必要性の普及を目指します。また、各種教室やパンフ
レット、福祉まつり等のイベントを通じて、高齢者や住民の
介護予防への関心を高め、目標達成を目指します。

介護予防事業の推進のKPI要介護度の維持・改善率は、集計中
のため４月末頃しか出せませんので、５月に入力します。

いきいき健康長寿教
室参加者数（年間）

介護長寿課
人/
年

12 90 10
単
年

90.0 51.0 70.5 90.0 57.0 46.0 46 63.3% 90.2% 65.2% C B C

いきいき健康長寿教室の参加者募集について、市のLINEや広
報誌、テレビのデータ放送等を活用、さらに生活支援コー
ディネーターと連携することで広報活動や周知を積極的に行
いましたが、送迎がない等の理由により参加を断念する参加
者もあり、目標未達成となりました。

個別事業（いきいき健康長寿教室）の実施内容を見直し、令
和６年度より事業名をあけみお活塾に変更、教室実施回数
増、参加定員数の幅を広げるとともに、送迎業務も事業に取
り入れ、送迎が必要な高齢者については送迎を行い、目標達
成を目指します。

R６年度より、個別事業（いきいき健康長寿教室）の実施内容
を見直し個別事業（あけみお活塾）へ変更となりました。主に
教室の定員・開催数、送迎をもうける等の事業方法の見直しを
行いました。第２期総合戦略の期間中は、現KPIで「あけみお
活塾」の参加人数と開催箇所数を用いて評価を行っていきま

いきいき健康長寿教
室実施箇所数（年
間）

介護長寿課
箇所
/年

1 2 10
単
年

2.0 1.5 1.8 2.0 3.0 3.0 3 150.0% 100.0% 100.0% A A A
いきいき健康長寿教室実施箇所数については、支所の活用を
図り、目標達成となりました。

上記同 上記同

介護支援連携指導実
施者数 （人口10万
人に対する数値 ）
※R5評価踏まえR6
評価より廃止

介護長寿課
人/
年

158 470 100
単
年

470.0 314.0 392.0 470.0 246.1 246.1 52.4% 78.4% - D C -

R4年度同様、介護支援連携指導実施者数についてはR5年度に
おいても国の指標（見える化システム）に更新がなく、適切
な実績値を算出することができませんでした。

※国の指標（見える化システム）は、厚生労働省老健局が同
省医政局から提供があった「国保データベース（KDB）シス
テム」を活用した集計データの診療行為別在宅医療関係の患
者数等及び見える化システムの市町村別高齢者数を基に、作
成し更新されています。

在宅医療・介護連携におけるKPIについて、適切な評価を実施
するため、現在のKPIを廃止し、通年継続して開催している多
職種研修会参加事業所数を新たなKPIとして設定します。

在宅医療・介護の連携ＫＰＩの新設について
単位：事業所数
評価：単年
現状値（Ｒ５年）：29事業所    目標値（Ｒ６年）：70
実績値（Ｒ５年）：29事業所    達成率：-
※達成率算出式 （実績値-現状値）÷（目標値-現状値）

多職種研修会参加事
業所数
※R5評価踏まえR6
評価より新設

介護長寿課
事業
所

29
（R5年

度）
70 100

単
年

― ― 29.0 ― ― ― 29.0 ― ― ― ― ― A

R5年度に開催した研修内容が医療従事者を対象としたため、
参加対象が限定的となり、参加事業所数減となったが、医療
機関、介護事業所、高齢者施設など医療・介護関係者等の参
加もあり、在宅医療を支える関係者と情報共有、意識の向上
を図ることができました。

令和6年度も引き続き、年2回の多職種連携研修会を開催し、
在宅医療を支える関係者との情報共有や連携を深め、切れ目
のない在宅医療と在宅介護の充実が図れるよう提供体制の強
化を目指します。

①
障がい者(児)への理解の促進
【社会福祉課】

・障がいのある人もない人も等しく活動できる共生社
会の実現を目指し、障がいに関する広報啓発活動や学
習、各種行事、地域活動等を通じて、市民の福祉意識
を醸成します。

D A A -
市民手話教室の参加
者数

社会福祉課
人/
年

26 40 100
単
年

40.0 33.0 36.5 40.0 15.0 43.0 50 37.5% 100.0% 100.0% D A A

R5年度の教室開催にあたっての参加申込方法について、従来
の電話などでの問合せ方法に加え、オンライン参加申込を可
能としました。これも目標値達成の一因になっていると思わ
れます。

R6年度もオンライン参加申込方法を継続しつつ、名護市公式
SNSやHPなどを活用し、より一層の周知・啓発を実施しま
す。

R5年度において、民間事業者から「事業者向けの手話講座」
の相談を受け、１事業者に対して講座を開催しました。R6年
度からは「合理的配慮」（障害者差別解消法）について、民間
事業者も義務化されたこともあるため、R6年度については、
市民手話教室の開催を計画しつつ、事業者向け（役所内含む）
の出張講座も取り組んでいきたいと考えています。

②
社会参加・交流促進
【社会福祉課】

・障がい者スポーツ大会の実施、各種イベントでの障
がい者関係団体の取組 紹介・手話通訳者等の派遣な
どにより、障がい者の社会参加や交流を促進します。
・障がい者等が、日常生活または社会生活を営むこと
ができるよう、そのニーズを踏まえた受入れ・対応が
行える体制を整えます。

E D C -
名護市障がい者ス
ポーツ大会の参加者
数

社会福祉課
人/
年

158 160 100
単
年

160.0 159.0 159.5 160.0 0.0 82.0 103.0 0.0% 51.6% 64.6% E D C

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前年度は参加を自
粛する人もいたが、R5年度はその影響も減り、参加者が増加
したと思われます。障がいのある人もない人も、スポーツ・
レクリエーションを通して交流することができました。

多くの方に参加してもらい社会参加・交流促進の場となるよ
う、ＦＭやんばるやSNSの活用など市民への広報について、
工夫していきます。
R5年度は車いすサッカーやモルックなどの種目を取り入れ、
おおむね好評でした。今後も種目や内容について、庁内外の
ご意見やアンケートを実施するなどして、多くの方に興味を
もってもらい参加したくなるようなプログラムを検討しま
す。

・「今後の対応」の欄で、車いすサッカーやモルックなど新種目が好評であったと記載されています。障がいの有無にかかわらず全世代で楽しめ
るモルック、ボッチャ、ペタンク等の導入は参加促進に期待が持てます。また、エンターテインメント性も高いことから小学校のレクや体育の授
業で取り入れてもらうことで参加しやすい環境構築に繋がると思います。

・「今後の対応」において、引き続きさまざまな啓発に努めるとともに、１２月９日の「障がい者の日」などのＰＲ活動やパラリンピック種目の
紹介などを通して、障がい者スポーツ大会への参加者増に努めてもらいたい。

 引き続き、障がいのある人もない人も楽しめる障がい者スポーツレクリエーション大会として、多
くの方に興味を持って参加してもらえるよう取り組んでいきたいと思います。

・福祉まつり、桜まつり等のイベント会場でモルックやボッチャ等、比較的新しい種目の「体験コーナー（ブース）」を作り、多くの人に興味を持ってもらえるような
環境づくりの取り組みを検討してみてはどうでしょうか。

・R5年度は車いすサッカーやモルックなどの種目を取り入れ、おおむね好評だったとの評価であった。市民の方にも気軽に参加いただけるよう、市民への周知方法の
工夫が必要ではないでしょうか。

・当該事業は、障がい者スポーツの普及を目指しているのではなく、スポーツ・レクリエーション大会を開催することで、障がい者のスポーツに触れる
機会、外出機会や交流の場の創出を主目的としています。
障がい者スポーツの普及・啓発等については主管課と連携を図りながら取り組んでいく必要があると考えています。
・市民（障がいのある方）への周知方法については、まずは普段支援している事業所からも開催案内を周知してもらうなど、御協力いただけるよう先方
と調整していきたいと思います。

民生委員数 社会福祉課 人 88 92 30
総
計

92.0 90.0 91.0 92.0 93.0 81.0 82 101.1% 90.0% 90.1% A B B

・民生委員の高齢化やこれまで民生委員を担ってきた主婦や
定年後の方が、近年の働き手の不足により新規就労したり定
年後も継続して働くことを選択することが増えたことによ
り、民生委員の候補者が見つからず目標を達成することがで
きませんでした。

・広報誌や公共施設での民生委員児童委員の活動内容を周知
するとともに、募集を行います。
・名護市民生委員児童委員協議会と連携し、民生委員がいな
い地域を優先に、定数に満たない地域の区への新任委員候補
者用のパンフレットを配布し、区長への候補者の推薦依頼を
行います。
・名護市民生委員児童委員協議会と連携し、民生委員児童委
員への応募を検討している方への活動内容との説明を行いま
す。

民生委員充足率 社会福祉課 ％ 80.7 84.4 30
単
年

84.4 82.6 83.5 84.4 85.3 74.3 75.2 101.1% 90.0% 90.1% A B B

・民生委員の高齢化やこれまで民生委員を担ってきた主婦や
定年後の方が、近年の働き手の不足により新規就労したり定
年後も継続して働くことを選択することが増えたことによ
り、民生委員の候補者が見つからず目標を達成することがで
きませんでした。

・広報誌や公共施設での民生委員児童委員の活動内容を周知
するとともに、募集を行います。
・名護市民生委員児童委員協議会と連携し、民生委員がいな
い地域を優先に、定数に満たない地域の区への新任委員候補
者用のパンフレットを配布し、区長への候補者の推薦依頼を
行います。
・名護市民生委員児童委員協議会と連携し、民生委員児童委
員への応募を検討している方への活動内容との説明を行いま
す。

民生委員相談件数 社会福祉課 件 4,078 4,260 40
単
年

4,260.0 4,169.0 4,214.5 4,260.0 5,151.0 5,148.0 5828 120.9% 100.0% 100.0% A A A

・名護市民生委員児童委員協議会事業補助金にて、地域福祉
において重要となる民生委員の活動を支援しており、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のための制限が無くなり、対面
での相談等が出来るようになったことから、目標値を上回り
ました。

・名護市民生委員児童委員協議会への事業補助金を継続し、
民生委員児童委員への研修等の実施し、スキルアップや能力
向上を図ります。

②
福祉に関する支援体制の充
実
【社会福祉課】

・「住みなれた地域でともに生きる社会の実現」に寄
与する各種事業を実施している名護市社会福祉協議会
の運営等を補助します。

A A A -
地域福祉コーディ
ネーター相談対応件
数

社会福祉課 件 168 170 100
単
年

170.0 169.0 169.5 170.0 528.0 540.0 901 310.6% 100.0% 100.0% A A A

・名護市社会福祉協議会運営補助金にて社会福祉協議会で地
域福祉コーディネーターを担当する職員を雇用しており、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のための制限が無くなり、
対面での相談が増えたため、目標値を上回りました。

・名護市社会福祉協議会へ運営補助金を継続し、地域福祉
コーディネーターとなる職員を確保するとともに、研修等に
よる担当職員のスキルアップや能力向上を図ります。

①

国民健康保険事業の健全な
運営と後期高齢者医療保険
制度の円滑な運営
【国民健康保険課】

・国民健康保健事業の健全な運営を図るため、被保険
者の納税によって制度が維持されていることや、自ら
の健康維持が医療費の抑制につながること等、国保制
度への市民の理解を深める広報活動等に取り組むとと
もに、国保財政の健全化に向けて取り組みます。
・沖縄県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢
者医療制度の下で、高齢者の方々が安心して医療を受
けられるよう支援します。

B B A -
後発医薬品利用率
（国保一般）

国民健康保
険課

％ 91.05 91.85 100
単
年

91.85 91.45 91.65 91.85 90.00 90.98 91.94 98.0% 99.5% 100.0% B B A

後発医薬品についての理解の促進を図るための取組(後発医薬
品を利用した場合の軽減見込額が記載された通知書の発送や
被保険者証の切替発送時にジェネリック医薬品希望シールを
同封)を継続し、目標を達成することができました。

左記取組を継続し、目標値に近い値を維持したいです。

②
困窮世帯等への自立支援
【生活支援課】

・離職・廃業又は休業等で収入減少等により経済的に
困窮し、住宅を失う恐れのある方に対し、就労活動を
行うことを条件に一定期間、家賃相当額を支給しま
す。
・住まいがなく、生活に困窮している方に対し、一定
期間、宿泊場所や食事を提供します。
・ひきこもりや長期の休職期間等により、すぐに就労
活動等ができない方に対して、就労活動の前段階とし
てパソコン入力や美文字訓練等を実施します。
・収支のバランスがあっていない方に対し、家計簿を
つけさせ収支の視覚化を図り、支出を抑えるための具
体的なアドバイスを行います。
・市内大学の一室を借り、ボランティアの大学生によ
る学習支援教室を実施します。学習支援教室までの送
迎を行っており、距離とお金の問題で塾に通えない子
らへの支援を担っています。

A A B -

学習支援教室（ぴゅ
あ）による高校進学
率（経常的に学習支
援教室に通所できて
いる児童を対象）

生活支援課
％/
年

100 100 100
単
年

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98 100.0% 100.0% 98.0% A A B

・令和6年３月末時点では51名中50名の高校進学が決定して
いるが、目標値である100％には達してません。新型コロナウ
イルス感染症は落ち着いたが、感染対策は継続して行い、学
習支援教室を予定どおり開催することができました。また、
屋部中学校に加え新たに東江中学校での学習支援を開始した
ことにより、充実した学習支援を実施することにつながりま
した。

・令和6年度は目標値を達成できるよう名桜大学と連携を図り
ながら引き続き支援を行います。また、他にも支援を必要と
する生徒がいる可能性もあるので、各中学校への更なる周知
を図ります。さらに、学習支援教室ぴゅあの支援体制強化を
図ることを目的に令和５年度に東京学芸大学との支援に関す
る連携協定を締結しています。これにより、今後支援記録の
整理・統一化、学生同士の交流による情報交換、東京学芸大
学の講師を招聘して講演会など、学生や支援員のスキル向
上、支援記録作成の効率化が期待できます。

放課後児童健全育成
事業・定員数  

子育て支援
課域力推進
課

人/
年

758 905 25
単
年

905.0 831.5 868.3 905.0 813.0 896.0 929 89.8% 100.0% 100.0% B A A

放課後児童健全育成事業について、年度当初より２クラブの
増があり、目標以上の成果が得られました。

放課後児童健全育成事業について、クラブの安定的な運営、
経営ができるよう、巡回支援事業を行い、定員数の増加も目
指します。また、令和６年度以降においても新規開所を目指
します。

学習支援教室（くに
むとぅや～）の延べ
参加人数

生活支援課
人/
年

754 754 25
単
年

754.0 754.0 754.0 754.0 2,323.0 1,565.0 1809 308.1% 100.0% 100.0% A A A

新型コロナウイルス感染症は落ち着いたが、感染対策は継続
して行い、当初の予定どおり開催することができました。支
援員（こどもサポーター、スクールソーシャルワーカー 
等）との連携により参加者の増加につながったことで、令和5
年度は目標値を大きく上回りました。

令和6年度も児童の安全安心な居場所を確保するため、引き続
き支援していきます。

こどもの居場所の箇
所数

生活支援課
箇所
/年 

5 8 25
単
年

8.0 6.5 7.3 8.0 6.0 7.0 8 75.0% 100.0% 100.0% C A A

地域の皆様や学校等の協力もあり、昨年度に引き続きこども
の居場所を確保することができました。今年度は、1箇所居場
所を増やすことができました。

令和6年度も児童の安全安心な居場所を確保し、引き続き学習
支援していきます。また、新たな居場所の設置を進めます。

子どもの家箇所数
（累計）   

地域力推進
課

箇所 14 20 25
単
年

20.0 17.0 18.5 20.0 12.0 13.0 15.0 60.0% 76.5% 81.1% C C B

前年度から２カ所の子どもの家が開設され、子どもたちの居
場所の創出に寄与できました。

引き続き、地域の需要を把握しながら、必要があれば、新た
な子どもの家の開設に向けて調整を図っていきます。

②
地域と一体となった健康
づくりの支援
【健康増進課】

・生活習慣病予防や食生活改善を図るため、伝達講習
会を実施します。
・産前・産後サポート事業を通して、妊婦が気軽に参
加できる場所を提供し、妊婦の時から地域とのつなが
りを持てるようにします。
・健診受診勧奨や健康づくりを地域一体となって実施
するため、地区組織活動の充実を図る研修会等を実施
します。

D D A -

④
介護予防事業の推進
【介護長寿課】

・新75歳到達者へ心身機能の状態等を確認する基本
チェックシートを送付し、介護予防対象者の把握に努
めます。
・高齢者や住民の介護予防への関心が高まるよう、各
種教室やパンフレット、ラジオ放送などを通じて、介
護予防に関する知識や情報、介護予防の必要性の普及
に取り組みます。
・住民を主体とするいきいき百歳体操やミニデイサー
ビス等の介護予防事業をさらに普及させ、身近な場所
での実施に取り組みます。
・介護予防出前講座を実施し、介護予防の基本的な知
識の普及を図り、高齢者の生活機能の向上に取り組み
ます。
・いきいき健康長寿教室を実施し、運動機能維持・向
上に加え、栄養改善、認知症予防等の介護予防の知識
を普及し、地域における通いの場などのサポートを行
う支援者を確保することに取り組みます。

C B B -

⑤
在宅医療・介護の連携
【介護長寿課】

・地域の医療介護の現状把握、課題の抽出と対応策の
検討を行い、切れ目のない在宅医療と在宅介護の充実
が図れるよう提供体制の強化や連携に関する相談や情
報提供の支援を行います。
・また、住民自身が主体的に適切な選択ができるよう
在宅医療について地域住民への啓発活動も行い在宅医
療・介護への理解を促進していきます。 D C A -
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①

地域での支え合いによる福
祉の推進
【社会福祉課】【介護長寿
課】【生活支援課】

・高齢者等の相談支援をより適切に行えるよう、区福
祉推進員、民生委員などの地域の相談員、社会福祉協
議会コーディネーター等との連携により、身近な地域
での相談体制の推進を進めます。また、高齢者が気軽
に相談できるよう包括支援センター等の相談窓口の周
知を図ります。
・地域で暮らす高齢者を含む様々な住民が互いにつな
がりを持ちながら地域で暮らし続けられるよう、庁舎
内関係各課との連携を図ります。
・現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持するこ
とができなくなるおそれがある方への自立を促進する
ため、生活するうえで困っていることの総合相談窓口
に相談支援員を配置します。

A B B -
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①
子どもの居場所づくり
【生活支援課】【子育て支
援課】【地域力推進課】

・児童の安全・安心な居場所を確保するため、地域の
実情をふまえた小学校区ごとの放課後児童クラブの設
置に取り組むとともに、放課後児童クラブへの支援の
充実を図ります 。また、放課後児童クラブを利用す
る保護者の経済的負担軽減を図ります。
・安全で清潔な居所において、管理者の 監督のも
と、自活する力を養う食育活動、基礎的な生活習慣の
指導、学習支援を通した学習意欲の定着を目指した支
援、職場体験や芸術活動等の学習体験を通じたキャリ
ア形成等支援活動などを実施します。こどもの居場所
の運営費等の補助を行います。
・地域の方々の参加・協力を得ながら、小学校の余裕
教室や地域の公民館等を活用した「子どもの家」事業
を推進します。 
 ・子どもから高齢者までが集い、多世代交流を可能
にする複合施設の整備を行います。また、施設の整備
完了までの間は、労働福祉センターにて子どもの居場
所を提供し、切れ目ない支援体制を継続します。 

A B B -
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R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度

取組・指標（PLAN） 実績（DO）ランク 取組・指標（PLAN） 検証（CHECK）
総括 目標値 実績値 KPI・達成率 ＫＰＩ・ランク

基本
目標

基本
方針 シート

具体
的取
組
No.

具体的取組 具体的取組の内容 KPI 担当課 関係課 単位
現状値

（R2年度）
目標値

（R6年度）
ウェイト 評価

R5年度
KPI・個別事業の関係性・妥当性

R5年度
今後の対応

R5年度
その他・特記事項

R5年度
外部会議

R5年度
外部会議 担当課回答

R5年度
内部会議

R5年度
内部会議 担当課回答

②
②子育て家庭、児童への支
援
【健康増進課】  

・妊産婦等の実情把握を継続的に行い、妊娠・出産・
育児に関する相談に応じ、必要な情報提供や助言、保
健指導を実施します。また、保健、医療または福祉の
関係機関との連携調整を行います。 
・必要に応じて支援プランを作成し、地域の実情に応
じた母子保健・子育て支援体制づくりを推進します。
・産後ケア事業を通して、心身の不調や育児不安等の
支援が必要な産婦や乳児に対し、助産師等専門職のケ
アを受けることで子育て支援の充実を図ります。

B A B -
こども家庭センター
（母子保健機能）相
談支援件数

健康増進課
件/
年

449 1,000 100
単
年

1,000.0 724.5 862.3 1,000.0 842.0 1,013.0 852 84.2% 100.0% 98.8% B A B

・相談件数内訳：電話569件、来所84件、訪問16件、教育・
教室2件、個別ケース会議２件、妊娠届出時面接179件、合計
852件
・関係機関との連絡調整について、令和５年８月より、市内
の産婦人科１箇所と毎月連絡調整会を開催しました。
・支援プランについて、特定妊婦となった妊婦106人中91人
に作成しました。
・産後ケア事業について、令和５年度利用者は延1,523人でし
た。
・子育て家庭への支援について、妊産婦等の実情把握を継続
的に行い、妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情
報提供や助言、保健指導を実施しました。KPIは現状値と比べ
て403件増加しましたが、目標未達成となりました。

 引き続ぎ、妊産婦等の実情把握を継続的に行い、妊娠・出
産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供や助言、保健
指導を実施し、目標達成を目指します。また、こども家庭セ
ンター（母子保健機能）は、母子健康包括センターの機能を
引き継ぎ、一体的な組織として子育て家庭に対する相談支援
を実施することにより、母子保健・児童福祉の両機能の連
携・協働を深め、子育てに困難を抱える家庭に対して、切れ
目ない支援を目指していきます。

令和６年度より、こども家庭センター創設に伴う名称変更によ
り、当該KPIを修正します。
KPI：こども家庭センター（母子保健機能）相談支援件数

延長保育促進事業
（延長保育事業利用
者見込み）

保育・幼稚
園課

人/
年

1,317 1,035 50
単
年

1,035.0 1,176.0 1,105.5 1,035.0 1,164.0 1,306.0 1,253 112.5% 100.0% 100.0% A A A

・名護市においては、共働き家庭からの延長保育の需要があ
り、目標を達成することができました。

・保育士不足による延長保育事業の自粛や、自主事業への移
行を予定している施設があるため、目標値の変更は行わず、
保育士等緊急確保事業や県外保育士誘致支援事業など、既存
の保育士確保事業を継続して取り組みます。

一時保育延べ利用者
数（幼稚園含む）

保育・幼稚
園課

人/
年

26,254 42,938 50
単
年

42,938.0 34,596.0 38,767.0 42,938.0 26,263.0 30,276.0 29877.0 61.2% 87.5% 77.1% C B C

・一時預かり保育事業（幼稚園型Ⅰ）について、私立こども
園及び公立幼稚園の一時預かり利用定員の９０％の利用を見
込んでいたが、一時預かりを利用せずに児童デイサービスを
活用するなど事業を利用しない児童が増え、目標が未達成と
なりました。
・一時預かり保育事業（一般型）について、公立認定こども
園で令和5年6月から事業実施していますが、私立保育園及び
認定こども園では補助額（国・県）が少ないこともあり実施
する園がなく、目標が未達成となりました。

・一時預かり保育事業（幼稚園型Ⅰ）については、事業の周
知を図り利用児童数を増やすことで目標達成を目指します。
・一時預かり保育事業（一般型）については、保育園に入れ
ていない待機児童も利用が可能であるため、保育園に入れる
までの間だけでも利用できるような環境を整備する必要があ
ります。私立保育園及び認定こども園での一時預かり保育事
業（一般型）実施募集を継続するとともに、関係機関へ補助
基準額の見直しを求めることで園負担の改善を図り、目標達
成を目指します。

④
児童虐待やDVの防止と適切
な支援
【子育て支援課】

・子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把
握、情報の提供、相談等への対応  、関係機関との連
絡調整その他の必要な支援を行うため、子ども家庭総
合支援拠点を整備し運営します。

B A A -
こども家庭センター
（児童福祉機能） 
対応件数

子育て支援
課

件/
年

7,000 8,500 100
単
年

8,500.0 7,750.0 8,125.0 8,500.0 8,449.0 8,172.0 8,569 99.4% 100.0% 100.0% B A A

・相談支援を実施し,目標値は達成しました。 ・当該業務については、対応件数といった「量」だけでは評
価が難しく、例えば一つの事例に対して少ない対応件数（延
べ）で効果的な支援が提供された場合に、評価が難しい場合
があります。

令和６年度より、こども家庭センター創設に伴う名称変更によ
り、当該KPIを修正します。
KPI：こども家庭センター（児童福祉機能）対応件数

地域家庭教育支援
チーム設置数（累
計）

学校教育課
チー
ム

1 13 90
累
計

13.0 7.0 10.0 13.0 2.0 2.0 2.0 8.3% 16.7% 11.1% E E E

・コロナ過があけ、講座を行ったが参加者が予想より伸び
ず、支援チームの核となる人材が確保できませんでした。現
在立ち上がっているチーム支援の強化も行い、他地域の情報
収集、他の地域の保護者へ派生することを狙ったがうまくい
かなかったため、目標値には達しませんでした。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

・「KPI・個別事業の関係性・妥当性」の欄で、講座を行ったが参加者が少なく支援チーム立ち上げの人材が確保できなかったの記載がありまし
た。チームのコアになるのは実際に企画運営する人材です。したがって、教育関連企業、例えば名護市スマートシティ推進協議会に参加している
企業等に協力依頼できないでしょうか。他には、名護市と名桜大学の連携事業である「名護市学習支援教室ぴゅあ」を発展的に利活用する仕組み
を検討してはいかがでしょうか。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指します.とありますが、コロナ禍が明けたにもかかわらず、講座参加者が予想より伸びな
かった理由を明らかにしてはどうでしょうか。また、コロナにより、生活習慣に変化があるかもしれませんので、これまで通りの方法ではなくポ
ストコロナを意識した方法、例えば対面とon－lineを組み合わせた方法など検討が必要ではないでしょうか。

・チームのコアメンバーは、家庭教育支援人材育成講座を受講し、家庭教育サポーターから家庭教育
支援員になった方々です。教育関連企業や団体等との連携については、体制や方法も含めて、人材確
保に向けて家庭教育支援活動等の運営方法を検討する名護市コミュニティ・スクール推進員会学校家
庭地域協働部会にて検討いたします。
・講座参加者が予想より伸びなかった理由として、講座回数と講座手法、加えて講座テーマが保護者
のニーズに合っていなかったことが考えられます。今年度は、オンラインでの講座手法も含め、保護
者へのアンケートをとりニーズの確認、他機関と連携し講座の充実に努めていきます。

・「外部評価に対する回答」で、講座参加者が予想より伸びなかった理由で、講座テーマが保護者のニーズに合っていなかったことが考えられるとあります。やはりそ
れでは参加者は伸びないと思います。回答にあるようにアンケートなどにより保護者ニーズをしっかりと把握することが先かなと思います。

・今年度、小中学生保護者向けにアンケートを実施し、結果を反映させた講座を実施する予定となっております。

教育の日関連イベン
トの参加者数

教育委員会
総務課

学校教育課
人/
年

253 600 10
単
年

600.0 426.5 513.3 600.0 0.0 114.0 243.0 0.0% 26.7% 47.3% E E D

令和5年度は、コロナ禍以前に実施していた各種教育関連イベ
ントを再開することができたため、前年度と比較し倍以上の
来場者数となりました。イベントのあり方や内容について
は、学校や教職員の負担軽減をはかる開催の仕方に見直しを
行いながら内容については、更なる充実をはかっています。
具体的には、学校にある既存資料を活用した発表にすること
で、教職員等の負担軽減を図る、また参加については、授業
の一環として参加を呼びかけていたのを自由参加という形式
に見直したたこともあり、目標未達成となっています。

令和5年度実施時にイベントのあり方や内容については、学校
や教職員の負担軽減がはかる開催の仕方に見直したこともあ
り、目標値の見直しも必要となります。

来場者内訳
R5・一般（来場者含む）103名・小中学校教諭96名・協賛団体
44団体
H28・一般（来場者含む）148名・小中学校教諭353名・協賛
団体56団体

・「KPI・個別事業の関係性・妥当性」の欄で、教職員の負担軽減の一環として自由参加としたとの記載がある。R5の小中学校教諭参加者数は
H28に比べて27.2％に減少していることから目標値の見直しが必要です。見直しに当たっては、例えば小中学校教諭を対象としたアンケートを行
い、「テーマや内容によっては参加したい」等の回答数に基づき潜在的な参加者数を把握することで、目標値が設定できるかと思います。

・学校や教職員の負担軽減がはかる開催の仕方に見直したことは、評価できることと思います。ご提案のように、方法が変わるので、目標値の再
検討が必要だと思います。

・目標値については、今後見直しを予定しています。外部評価を参考にアンケート集計等による評価
方法等などを踏まえ、再検討を行います。

・「市民の教育に対する意識と関心を高めるとともに、家庭、学校、地域、関係機関等が地域全体でこども達を守り育てる環境づくりに取り組む」という趣旨で毎年1
月の第３日曜日に「教育の日」として関連行事などが行われてきたものと認識しております。  教育の日については、各学校での行事（授業参観等）、市民会館での
式典（教育功労者、児童生徒等表彰）や関連行事が定着しているものと考えられることから、教育の日の周知については継続して行われていくものであり、具体的な取
組として総合戦略に掲げるのかも含め検討していただければと考えます。

・内容を学校や教職員の負担軽減が図られる内容への見直しは良いと思うので、目標値の見直しをすることも妥当であると思います。

・教育の日の周知については、全児童生徒の保護者へチラシの配布や、市民のひろばやSNS等でも周知を図っているところですが、今後も継続し周知広
報に努めます。内部評価による周知の具体的な取組を総合戦略に掲げるのかについては、今後検討を行います。
・目標値については、今後見直しを予定しています。外部評価を参考にアンケート集計等による評価方法等などを踏まえ、再検討を行います。

就学前施設の研修へ
の参加率

保育・幼稚
園課

％ 84 100 50
単
年

100.0 92.0 96.0 100.0 78.0 84.0 84.0 78.0% 91.3% 87.5% C B B

保育者対象の研修事業について、市内の全保育者向けに特別
支援や保育の実践的な手法に関する研修を年6回実施している
が、研修のタイトルによって保育士の興味にばらつきがあり
ます。（特別支援が必要な児童がいない園の保育士は、特別
支援の研修会への出席率が低い。）

保育者対象の研修を行った後に事後アンケートを実施してお
り、アンケート結果から保育者が必要としている・興味のあ
る研修となるよう、研修内容について担当課で検討していき
ます。

幼児ことばの教室 
実施箇所数

子育て支援
課

箇所 1 1 50
総
計

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1 100.0% 100.0% 100.0% A A A

幼児ことばの教室事業について、名護市の委託を受けて名護
市社会福祉協議会が実施する事業であるため、安定的に事業
が実施され目標を達成しました。

幼児ことばの教室事業について、名護市の委託を受けて、名
護市社会福祉協議会が実施する事業であるため、箇所数の増
減ではなく、継続的な運営を目指します。
年々利用児童数が増えているため、今後も安定、継続的な運
営ができるよう、受託者との協議を行っていく必要がありま
す。

①

青少年の健全育成に向けた
取組 の充実
【地域力推進課】【各支
所】

・市民がよりよい生活リズムの確立を図る中で、「青
少年の深夜はいかい防止・未成年者飲酒防止」の決意
表明をし、夜型社会の是正を大人自らが実践しつつ、
「少年を守る日」「家庭の日」を中心に関係機関・団
体と連携した市民一斉行動の推進を図るべく意識啓発
活動を展開します。
・学校や地域、関連部局との連携のもと、有害図書販
売店や遊技場への立ち入り調査や「夏祭り・さくら祭
り夜間街頭指導」、毎月第３金曜日「少年を守る日」
のパトロール等を行い、青少年犯罪防止活動の推進を
図ることで、青少年の健全育成に取り組みます。
・名護市青少年育成協議会と各支部青少協との連携及
び地域における関連機関等との連携による事業実施を
支援します。

D B A -

青少年健全育成市民
一斉行動意識啓発動
画視聴回数（累計）
    

地域力推進
課

屋部支所
回/
年

259 1,459 100
単
年

1,459.0 859.0 1,159.0 1,459.0 527.0 828.0 1535.0 36.1% 96.4% 100.0% D B A

意識啓発動画について、FMやんばるでの放送や各小中高校に
周知CDを配布したことにより、動画視聴回数が増加し、目標
値を達成できました。

引き続き、意識啓発動画について広く周知することで、動画
の視聴回数の増加を図ります。

【屋部支所】
・令和６年1月27日・28日に開催された名護さくら祭りに伴
い、今年につきましても、青少年屋部支部より2名の会員が夜
間街頭指導に参加しました。今後も、名護市青少年育成協議会
と連携をとりながら青少年の犯罪防止活動に努めます。
・支所内の次の区において青少年等の防犯のためパトロールを
実施しました。
安和区 延べ72人、屋部区 延べ240人、宇茂佐区 延べ196
人

②
地域の子どもは地域で育
てる
【地域力推進課】

・地域の方々の参加・協力を得ながら、小学校の余裕
教室や地域の公民館等を活用した「子どもの家」事業
を推進します。
・「子どもの家」事業を担う地域人材の発掘や資質向
上のための研修会等の機会提供を実施します。

C C B -
子どもの家箇所数
（累計）（再掲）

地域力推進
課

箇所 14 20 100
単
年

20.0 17.0 18.5 20.0 12.0 13.0 15.0 60.0% 76.5% 81.1% C C B

前年度から２カ所の子どもの家が開設され、子どもたちの居
場所の創出に寄与できました。

引き続き、地域の需要を把握しながら、必要があれば、新た
な子どもの家の開設に向けて調整を図っていきます。

③

体験学習等の推進による
人材育成事業の充実
【地域力推進課】【各支
所】

・次代を担う青少年が市周辺の自然・歴史・文化に触
れるとともに、異年齢や同世代の仲間と一緒に活動す
る「リーダー研修」を通じて、協調性、コミュニケー
ション力、あらゆることへの興味・関心、意欲を高
め、自ら行動できる人材育成を行います。
・地域、各団体及び学校と連携し、青少年の人材育成
を支援します。 E A B -

ふるさと・未来・絆
リーダー研修の参加
者の実施前と実施後
アンケートによる意
識変容度

地域力推進
課

屋部支所
久志支所

％ - 100 100
単
年

100.0 50.0 75.0 100.0 0.0 87.5 60.1 0.0% 100.0% 80.1% E A B

リーダー研修について、館林への派遣がある年と館林からの
受入れがある年を比べると、派遣がある年の意識変容度が高
く、受入れのある年の意識変容度が低い傾向があります。令
和５年度は受入れのある年であり、意識変容度が低い結果と
なりました。

館林への派遣、受入れに関わらず、リーダー研修の内容を充
実させ、研修生の意識変容度が高くなるよう取り組みます。

【久志支所】
青少協久志支部では、図画・書道展、ソフトボール大会、親子
陸上教室を開催。さらに文集「まごころ（58集）」の発行を
実施しました。まごころについては、縮刷版（20集～40集）
の刊行にむけて取り組んでいます。
森林等体験事業では、対象地域を久志地域に広げ、計画どおり
（5回）実施することができました。
12月 二見あかカラシナづくり
12月 アウトドア活動・キャンプ活動
12月 大縄とび大会
  2月 なんとぅづくり
  3月 稲作体験

沖縄県学力到達度調
査（中２）における
平均正答率（県と市
との差） 国語

学校教育課
ポイ
ント

3.6 0.0 15
単
年

0.0 1.8 0.9 0.0 3.0 2.4 0.7 16.7% 66.7% 100.0% E C A

・授業改善や各種支援員の配置、特別に配慮を要する児童生
徒の個々の状態や発達の段階に応じた支援の実施、GIGAス
クール構想の充実、教職員の負担軽減、キャリア教育の実施
などを行い、学校教育内容の充実に努めてきた結果、目標値
には達しなかったものの、前年度と比較して差が縮まりつつ
あります。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

沖縄県学力到達度調
査（中２）における
平均正答率（県と市
との差） 数学

学校教育課
ポイ
ント

4.1 0.0 15
単
年

0.0 2.1 1.0 0.0 5.0 6.4 3.4 -22.0% 0.0% 22.8% E E E

・授業改善や各種支援員の配置、特別支援教育の充実にに努
めましたが目標値に達しませんでした。今後、指導と評価の
一体化を図り、思考・判断・表現を重点とした授業改善の推
進に努めます。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

自分にはよいところ
があると答えた児童
生徒の割合（自己肯
定感）

学校教育課 ％ 77.0 81.4 14
単
年

81.4 79.2 80.3 81.4 77.0 80.6 85 94.6% 100.0% 100.0% B A A

・生徒指導の４つのポイントを生かした授業づくりや地域や
企業と連携したキャリア教育の充実を図った結果、目標値を
上回る結果となりました。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

将来の夢や目標を
もっていると答えた
児童生徒の割合

学校教育課 ％ 74.9 80.0 14
単
年

80.0 77.5 78.7 80.0 76.0 73.9 72.2 95.0% 95.4% 91.7% B B B

・授業改善やキャリア教育の充実に努めてきたものの、目標
値には達しませんでした。今後、家庭、地域と連携協力を図
り児童生徒が夢や目標をもてる教育活動の充実に努めていき
ます。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

授業で、課題の解決
に向けて、自分で考
え、自分から取り組
んでいたと答えた児
童生徒の割合（学習
意欲）

学校教育課 ％ 80.2 83.0 14
単
年

83.0 81.6 82.3 83.0 80.0 79.5 75.4 96.4% 97.4% 91.6% B B B

・主体的に学習に取り組む態度の育成を図る授業改善に取り
組んでいますが、まだ目標値には届いていません。生徒が授
業で問いを持ち、課題解決の場面がある授業改善を引き続き
推進していきます。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

支援員の配置や校務
支援システムの導入
により業務が軽減さ
れ児童生徒と向き合
う時間が増えた教員
の割合

学校教育課 ％ - 80 14
単
年

80.0 40.0 60.0 80.0 0.0 37.3 41.8 0.0% 93.3% 69.7% E B C

・支援員の配置や校務支援システムの導入により、教職員の
負担軽減に取り組んでおり、徐々に勤務時間が減少してきて
いるものの、まだ目標値には届いていません。校務支援シス
テムの操作に慣れていくことで更なる軽減が図られると共
に、引き続き支援員を配置し教職員の負担軽減に取り組んで
いきます。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

「名護市教育情報化
推進計画」に基づく
整備の進捗率  

学校教育課 ％ 86 94 14
総
計

94.0 90.0 92.0 94.0 91.0 91.0 93.0 62.5% 100.0% 100.0% C A A

・教職員の端末の整備など計画通りに学校ICT環境の充実に努
めてきた結果、目標値を上回る結果となりました。

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

市立小中学校コミュ
ニティ・スクール導
入率

学校教育課 ％ 34 100 50
総
計

100.0 67.0 83.5 100.0 76.0 100.0 100 63.6% 100.0% 100.0% C A A

・計画的に各校へ導入し、令和４年度市立小中学校全校へ導
入完了し、目標は達成しています。引き続き、関連施策と連
携しコミュニティ・スクールの推進を図ります。

・目標が達成されているので、導入校のコミュニティ・ス
クール（学校運営協議会の運営や地域学校協働活動）の充実
を視野に入れて検討します。

地域や社会をよくす
るために何をすべき
か考えることがある
と答えた児童生徒の
割合 

学校教育課 ％ 50.3 60.0 50
単
年

60.0 55.2 57.6 60.0 52.0 47.4 73 86.7% 85.9% 100.0% B B A

・コミュニティ・スクールの推進により、総合学習をはじめ
各教科において児童生徒が地域社会とかかわる機会が創出さ
れ地域への愛着や地域貢献意識が高まっており、目標値を達
成できました

・引き続き上記取組を進めていくことで目標の達成を目指し
ます。

「名護市学校施設長
寿命化計画」に基づ
く施設整備の進捗率
(R2～R6まで２棟の
長寿命化改良の実
施)

教育施設課 ％ 0 100 25
総
計

100.0 11.1 44.4 100.0 0.0 11.1 36.4 0.0% 100.0% 82.0% E A B

令和５年度についは、今年度も目標を達成できました。
稲田小学校長寿命化改良事業において、令和５年度に実施し
た耐力度調査の結果、評価点数が基準値を下回ったため、令
和６年度に耐震診断を実施することになりました。令和６年
度の発注件数は５件から６件に増加するため、実績値は増加
する予定です。

稲田小学校は、令和６年度に耐震診断、令和７年度に改修設
計を実施します。令和７年度のKPIについては、改修設計（１
件）を追加して見直します。

「名護市屋外教育環
境整備計画」に基づ
く施設整備の進捗率
(R2～R6まで４施設
のグラウンド整備の
実施)  

教育施設課 ％ 0 100 20
総
計

100.0 71.5 85.8 100.0 0.0 71.5 85.8 0.0% 100.0% 100.0% E A A

事業は計画通り進捗しているため、今年度も目標値を達成で
きました。

計画の通り実施していきます。

「名護市学校施設ブ
ロック塀等安全対策
整備計画」に基づく
施設整備の進捗率
(R2～R6まで延長Ｌ
＝887.6ｍのブロッ
ク塀等安全対策の実
施)

教育施設課 ％ 0 100 20
総
計

100.0 33.3 77.7 100 0.0 33.3 66.6 0.0% 100.0% 85.7% E A B

令和５年度の発注件数（計画）に誤り（４件から３件）が
あったため、実績値は下がり目標未達成となりました。

計画の通り実施していきます。
令和７年度は、羽地小学校の改修工事を予定しているため、
令和７年度のKPIについては、改修工事（１件）を追加して見
直します。

給付型奨学金給付人
数

教育委員会
総務課

人/
年

4 5 10
単
年

5.0 4.5 4.8 5.0 4.0 5.0 2 80.0% 100.0% 42.1% B A D

5名の枠に対して2名の新規給付決定のため、前年度と比較し
ても、3名の減少と目標未達成となっています。

令和4年度は当初枠が埋まらなかったため、追加募集により5
名に給付決定をおこないました。そのため令和5年度中に取扱
要綱改正により、給付基準を引き下げました。しかしながら
令和5年度は追加募集によっても枠が埋まらなかったので、再
度給付条件等を見直し、取扱要綱の改正が必要と考えます。
併せて、周知広報の仕方を検討し、目標値を達成したいで
す。

学校給食施設の再整
備状況 

教育委員会
総務課

教育施設課 箇所 - 1 25
総
計

1.0 0.5 0.8 1.0 0.0 0.5 0.8 0.0% 100.0% 100.0% E A A

・第一学校給食センター整備について、令和６年２月より建
設工事に着手しており令和6年度の完成に向け順調に進んでい
ます。

・令和6年度の完成に向け引き続き整備を進めてまいります。

市女性会会員数  
地域力推進
課

屋部支所
久志支所

人 136 136 30
総
計

136.0 136 136 136 136 128 90 100.0% 94.1% 66.2% A B C

加盟支部の一部の会員が脱会したため、会員数の減少となり
ました。現在減少している要因は女性会の役割や社会情勢の
変化等ではないかと考えていますが、明確な要因は検証でき
ません。

名護市女性会の活動を支援しつつ、市女性会の課題に対し、
助言やアドバイスを行い、協働しながら会員数の増加につい
て取り組みます。会のあり方についても女性会と検討してい
きます。

・関係課のところで、羽地支所、屋我地支所がないのはどうしてでしょうか。支部がないのでしょうか。「その他・特記事項」で屋部支所や久志
支所の取り組みの紹介があり、特に屋部支所は、地域の拠点として賑わっていると認識しています、他地区においても、同様な拠点づくりを進め
ていければ良いと思います。

 各地域においては区で女性会を組織し、女性会全体の活動の際には参加している方もいらっしゃい
ますが、羽地支所、屋我地支所には現状支部がざいません。今後も各支所を中心に、地域の拠点とな
るよう取り組んで参ります。

市子ども会育成連絡
協議会加盟団体数

地域力推進
課

屋部支所
久志支所

団体 4 4 35
総
計

4.0 4 4 4 3 1 2 75.0% 25.0% 50.0% C E D

名護市子ども会育成連絡協議会の活動を各区等へ周知した結
果、加盟団体数が１団体増加しました。

名護市子ども育成連絡協議会の活動を支援しつつ、活動内容
等のブラッシュアップを行い、加盟団体の増加について取り
組みます。

・関係課のところで、羽地支所、屋我地支所がないのはどうしてでしょうか。支部がないのでしょうか。  各地域においては区で女性会を組織し、女性会全体の活動の際には参加している方もいらっしゃい
ますが、羽地支所、屋我地支所には現状支部がございません。今後も各支所を中心に、地域の拠点と
なるよう取り組んで参ります。（再掲）

市青年ネットワーク
連合会加盟団体数

地域力推進
課

屋部支所
久志支所

団体 9 9 35
総
計

9.0 9 9 9 9 9 9 100.0% 100.0% 100.0% A A A

加盟団体数を維持しつつ、名護市エイサー祭りも滞りなく実
施できました。

団体加盟に係る広報周知に関して団体（青年ネット）に指導
助言するとともに、連携して加盟団体数の維持向上に向け取
り組みます。

名護中央公民館講座 
参加者数

地域力推進
課

人/
年

821 850 66
単
年

850.0 835.5 842.8 850.0 635.0 1,000.0 513 74.7% 100.0% 60.9% C A C

・天候不良と講師の体調不良で中止とした講座以外は、計画
していた公民館講座をほぼ開設できました。老若男女問わず
参加頂き概ね好評でした。

・マンネリ化してきた公民館講座を名護市公民館運営審議会
と連携を図りながら市民が強く要望する講座を開設するよう
に努めます。さらに、市内の生涯学習支援施設等との連携及
び公民館講座の充実を目的に、他施設が開講している講座を
調査し、内容の重複がないか、共同開催が可能なのか等の精
査・検討を行います。

・R4年度の参加者数と比較した際、大きな差が生じる要因
は、令和４年度は東江小学校において平和学習を開催し、参加
した生徒数を加算しているためです。ただ、内容が平和学習と
重複しており、公民館講座の持つ生涯教育ではなく学校教育と
しての性質となることから、令和５年度の実施を見送りまし
た。その際、学校からの報告によれば参加者数338名となって
います。

・「今後の対応」の欄で、市内の生涯学習支援施設等との連携及び公民館講座の充実を目的に、共同開催が可能なのか検討するとの記載がありま
した。名桜大学北部生涯学習支援センターは、北部地域の住民並びに沖縄県民の生活・文化の向上に寄与するため、地域出前講座や公開講座を企
画運営しています。重複しない内容については共同開催可能ではないでしょうか。

 共同開催の利点としては、互いの講座運営の長所を活かすことが出来、講座企画に関して新たな視
点を持つ事が出来る、また、参加者へより質の良い講座の開催が可能となる可能性がある点等が考え
られます。名桜大学北部生涯学習支援センターを含め、連携可能な団体との共同開催に向け、引き続
き取り組んでいきたいと思います。

中央公民館サークル
団体数 

地域力推進
課

団体 48 50 34
総
計

50.0 49.0 49.5 50.0 50.0 37.0 39.0 100.0% 0.0% 0.0% A E E

・令和５年度は公民館講座からサークル団体設立に繋がった
サークルが２つありました。さらに、新規１団体がサークル
登録を行っており、計３団体が新規サークルとして登録、現
在に至るまで活動を行っています。

・名護中央公民館の存在、活動内容を知らない方が多く、知
名度向上を最優先に取り組むように努めます。また、サーク
ル団体の活動内容の周知についても支援できるよう取り組み
ます。

③
保育サービス及び保育環境
の充実
【保育・幼稚園課】

・延長保育事業・一時預かり事業等、多岐にわたる保
育ニーズへの対応や、待機児童解消に向け、名護市保
育士等緊急確保事業等の保育士確保事業、小規模保育
事業所等の整備等の実施、保育士正規雇用化促進事業
等により保育サービス及び保育環境の充実を図りま
す。

B B B -

（
２
）
家
庭
教
育
と
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4
・
2

①

家庭や地域の教育力の向
上
【教育委員会総務課】
【学校教育課】

・毎年1月の教育月間において、教育関連講演会・イ
ベントを開催し、市民の教育に対する意識と関心を高
めます。
・１月第３日曜日の「名護市教育の日」の周知を行い
ます。
・地域において主体的に家庭教育支援に取り組めるよ
う地域家庭教育支援チームの設置を図ります。

※地域家庭教育支援チームとは、各地域において地域
人材が主体となり、家庭教育に関する学びや交流の機
会の提供を行います。

E E E -

②
幼児教育の充実
【子育て支援課】【保育・
幼稚園課】

・市内の全保育者対象の研修会、専門指導員や外部講
師等による保育参観及び保育研究会を行い、教育・保
育の質の向上を図ります。
・市内の全保育者対象の特別支援教育研修会を行い、
特別な配慮を要する園児の指導内容や指導方法につい
て理解を深めるなど、保育者の特別支援教育に関する
資質向上を図ります。
・市内幼稚園は、臨床心理士や作業療法士等の外部講
師による訪問指導や保護者面談を、また、保育施設に
おいては専門指導員による訪問観察や保護者面談を行
い、専門機関と連携を図りながら特別な配慮を要する
園児の個々の状態や発達の段階に応じた支援を充実さ
せていきます。 

B B B -

（
３
）
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年
の
健
全
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成

4
・

3

②
地域とともにある学校づく
り
【学校教育課】

・市立全小中学校においてコミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）を推進し、「学校・家庭・地
域連携事業」の充実を図り、地域とともにある学校づ
くりを進めます。
・コミュニティ・スクールを通して、地域資源や地域
人材等との関わりを創出し児童生徒に地域・社会の担
い手としての意識を醸成します。

C B A -

③
教育環境の充実
【教育施設課】【教育委
員会総務課】

・「名護市学校施設長寿命化計画」、「名護市小中学
校屋外教育環境整備計画」及び「名護市学校施設ブ
ロック塀等安全対策整備計画」に基づき、経年劣化し
た建物や設備の改良、排水機能や表面状態が劣化した
グラウンドの改善及び危険ブロック塀等の安全対策と
いった各整備を実施することにより、教育環境の充実
に取り組みます。
・給付型奨学金事業や県外派遣費補助等の実施によ
り、教育に係る経済的負担の軽減を図ります。
・学校給食の無償化により、児童生徒の望ましい食習
慣等を養うとともに、保護者の経済的負担を軽減しま
す。
・老朽化した５つの学校給食施設を各4,000食の調理
能力を持たせた２つに集約し再整備します。新しい施
設では、通常の学校給食の提供に加え、アレルギー対
応、ICT等を活用した効果的な食育講座、及び災害時
の非常食等の備蓄を行います。

E A B -
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①
地域活動の支援
【地域力推進課】【各支
所】

・女性会・青年会・子ども会等の社会教育団体につい
ては、時代に対応した組織のあり方や活動の内容につ
いて、各団体とともに考え、活動の活性化を支援しま
す。
・支所は、地域の拠点施設としての役割も担ってお
り、各社会教育団体のニーズを把握し、活動を支援す
るとともに、他団体との連携体制を構築し、地域活動
の拡充に取り組みます。

B C C -

【屋部支所】
令和5年3月に新庁舎へ移転し、地域活動を行うにふさわしい
環境が整いました。各区（長）はもとより、地域団体、並びに
CS（コミュニテジスクール）等の学校関係者の拠点として利
用され、まさに地域の活動拠点としてその役割を担っていま
す。また、放課後や休日には子ども達や親子連れの利用も多
く、利用者層を活かした地域活動にもつなげていきたいと考え
ています。

【久志支所】
久志支所では女性会、老人会の活動を支援しています。令和5
年度は、前半はコロナの影響で活動を控えていましたが、後半
は、感染対策をしながらゲートボール、グランドゴルフ等の事
業を実施しました。グランドゴルフ大会については、年1回開
催から年2回の開催に増やし、地域活動の充実化を図りまし
た。

②
公民館活動の充実
【地域力推進課】

・公民館の各室を様々なサークル活動の場として提供
することで、活動の継続性を支援します。また、講座
等がより魅力的になるよう 社会教育指導員とともに
企画することで、多くの方に参加してもらえるように
し、生涯学習の機会と活動の場の充実を図ります。
・利用者が安全・安心  で快適に活動できるよう、施
設の修繕や備品の整備等を図ります。

B C D -

（
４
）
学
校
教
育
の
充
実

4
・
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①
学校教育内容の充実
【学校教育課】

・児童生徒に、確かな学力と豊かな心、健やかな体を
育むため、各種支援員と連携を図りながら、学びの一
貫性を意識した授業改善を軸に取組の充実を図り、地
域の将来の担い手となる人材の育成に努めます。
・すべての児童生徒が安全・安心に学校生活を送れる
ように、特別に配慮を要する児童生徒の個々の状態や
発達の段階に応じた支援を充実させていきます。 
・「名護市教育情報化推進計画」に基づき、  児童生
徒に多様な学習機会を設け、学ぶ意欲を高めるため、
児童生徒の学習用端末を活用した学習活動を展開する
GIGAスクール構想の充実を図ります。
・教職員の校務等に係る負担軽減を図り、児童生徒に
向き合う時間を確保するため、統合型校務支援システ
ムの導入を図ります。
・各課等の連携を図りながら、キャリア教育をとおし
て名護市の将来の担い手となる人材の育成を図りま
す。

D C B -
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R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度

取組・指標（PLAN） 実績（DO）ランク 取組・指標（PLAN） 検証（CHECK）
総括 目標値 実績値 KPI・達成率 ＫＰＩ・ランク

基本
目標

基本
方針 シート

具体
的取
組
No.

具体的取組 具体的取組の内容 KPI 担当課 関係課 単位
現状値

（R2年度）
目標値

（R6年度）
ウェイト 評価

R5年度
KPI・個別事業の関係性・妥当性

R5年度
今後の対応

R5年度
その他・特記事項

R5年度
外部会議

R5年度
外部会議 担当課回答

R5年度
内部会議

R5年度
内部会議 担当課回答

（
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）
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①
コミュニティ活動の充実
【地域力推進課】【各支
所】

・コミュニティ活動の拠点となっている自治公民館の
修繕に要する経費に対する補助や、財政基盤が脆弱な
自治区に対して補助を行い、充実したコミュニティ活
動の支援に取り組み ます。
・実施中の地域事業の目的の整理や検証を行い、事業
と地域活動の自立化を支援し、時代のニーズに適した
体制づくりを目指します。

B B B -
コミュニティ基盤強
化補助事業 補助団
体数 

地域力推進
課

久志支所 団体 10 10 100
単
年

10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 12 90.9% 90.9% 83.3% B B B

コミュニティ基盤強化補助事業については、これまで11区に
補助金交付していたが、区加入者数の減少や物価高騰の影響
を受け、財政難の理由により区の運営費が逼迫している状況
があり、令和5年度は、助成団体がさらに1区、増えたことに
より目標未達成となりました。

助成団体へ補助金の目的を改めて認識させ自立化を目指した
支援の取り組みを検討します。
補助金助成区を対象に区加入者率の向上や不用な事業の廃止
など、地域事業の整理、時代のニーズに適した体制づくりに
ついて支援を行い助成団体の財政運用の健全化を促します。

運営維持ばかりでなく、自立化に向けた取り組みについて効果
検証を促します。
各区と情報交換を行いながら本事業の取り組みについて理解を
いただき、区の自立化に向けた取り組みを支援します。

①
生涯スポーツの充実
【文化スポーツ振興課】

・名護市スポーツ推進委員及びスポーツ審議会と連携
して、市民が気軽にスポーツに親しめる環境づくりに
取り組みます。
・地域のスポーツ振興を担う名護市スポーツ推進委員
の資質向上に努めます。

E B B -
県民体育大会年間参
加者数

文化スポー
ツ振興課

人/
年

381 400 100
単
年

400.0 390.5 395.3 400.0 0.0 350.0 378 0.0% 89.6% 95.6% E B B

目標値より、下回ったものの、コロナ禍を経て令和４年度か
ら県民体育大会が再開し２年目にあたり以前のように恒例行
事として大会参加者が戻りつつあります。また、個別事業の
トップアスリートを招聘したスポーツ教室等も競技者の刺激
となりモチベーション向上につながり、参加者増につながっ
たものと思慮されます。

名護市スポーツ協会各競技の専門部と連携を図り、各分野の
スポーツ推進と関係者との関係づくりを行い、県民体育大会
への参加につなげていきます。また、個別事業のスポーツ教
室等を通して人材育成を行い競技者の確保に努め生涯スポー
ツの充実を図ります。

②
夢を育む競技スポーツの推
進
【文化スポーツ振興課】

・アスリートを招聘したスポーツ教室等を開催する
等、特に子ども 達が夢を持ってスポーツに取り組め
るよう、スポーツの楽しさや達成感を実感できる環境
づくりに取り組み ます B A A -

トップアスリートに
よるスポーツ教室年
間開催件数

文化スポー
ツ振興課

回/
年

4 12 100
単
年

12.0 8.0 10.0 12.0 10.0 10.0 11 83.3% 100.0% 100.0% B A A

関係団体と連携し、概ね順調に事業を実施できており、目標
達成しています。

開催後の参加者アンケートや関係団体等へのヒアリングを基
に、当該事業へのニーズを把握し、様々な競技分野を取り入
れながらスポーツ教室の充実を図ります。

スポーツ施設の利用
者数（21世紀の森体
育館、名護市陸上競
技場、名護市Ｂ＆Ｇ
海洋センタープー
ル、真喜屋運動広
場、羽地ダム多目的
広場 ）

文化スポー
ツ振興課

人/
年

99,820 132,000 80
単
年

132000.0 115,910.0 123,955.0 132,000.0 102,902.0 200,905.0 173,559 78.0% 100.0% 100.0% C A A

前年の利用実績を下回った要因として名護市B＆G海洋セン
タープールが天上改修工事のため１年近く休館となったこと
があげられますが、他施設の実績を含め目標を達成していま
す。

施設の適切な維持管理に努め、利用者が安全安心に使用でき
る環境づくりを指定管理者と連携しながら進めていきます。

名護市営球場（タ
ピックスタジアム名
護）の利用者数  

維持課
人/
年

14,020 31,800 20
単
年

31800.0 22,910.0 27,355.0 31,800.0 18,322.0 36,943.0 40,140 57.6% 100.0% 100.0% D A A
これまで中止となっていた野球大会や大学合宿の再開や、新
規の団体の利用が増加したことにより、目標の利用者数を大
幅に超えました。

引き続き関係部署と連携し、施設の利用拡大を図ります。

①
①伝統文化の継承と歴史的
資料・文化財の保全・活用
【文化課】

・名護市に伝わる歴史的・文化的財産の保全を図ると
ともに、これまでの調査や「市民の市史づくり」を通
して得られた情報を活用し、教育普及活動や市民の文
化活動の充実に努めます

C A A -
埋蔵文化財に関する
教育普及活動の実施
回数

文化課
回/
年

5 5 100
単
年

5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 10.0 8 60.0% 100.0% 100.0% C A A

埋蔵文化財に関わる教育普及活動を目的とする文化庁補助事
業「埋蔵文化財活用事業」を実施しており、その中で企画
展、遺跡見学会、講演会や体験学習会を開催しました。体験
学習会と同様の内容を学校においても実施したい旨の要望が
あるなど、当該事業での取り組みが更なる教育普及活動の実
施にもつながっており、目標を達成することができました。

文化庁補助事業「埋蔵文化財活用事業」を今後も継続実施し
て教育普及活動に取り組み、引き続き目標の達成に努めま
す。

・文化庁補助事業については、活用事業とあわせて「名護市内
遺跡詳細分布調査」を継続実施し、埋蔵文化財の保護に努めま
す。また、令和６年度には安和与那川原遺跡及びキャンプ・
シュワブ内の思原遺跡について記録保存調査を実施します。
・今後も埋蔵文化財のほか、指定文化財についても保護・活用
を図るとともに、文化財指定候補物件の調査を継続して実施
し、地域の歴史的・文化的財産の保全に努めるなど、市民の文
化活動に資するよう取り組んでまいります。

②
博物館運営の充実
【博物館】

・「名護・やんばる」地域の自然と、その中で育まれ
た歴史や文化を記録・保存して継承するとともに、
「名護・やんばる」地域のフィールドミュージアムの
コアとして利用者や観光客へ情報発信し、各地へ誘う
ガイダンス施設（アクセス・インフォメーション機
能、基礎知識紹介、疑似体験の提供等）となる拠点を
整備します。
・観光客の増加が地域資源の荒廃や価値低下を招かな
いよう、地域の人々と良い関係を築くための総合的な
ガイダンスの提供を行います。
・学校等と連携を図りながら、名護・やんばるの自然
や歴史、文化に対する意識の啓発を図ります。

E C A -
新名護博物館（令和
５年３月開館予定）
の利用者数

博物館
人/
年

- 32,000 100
単
年

32,000 2,666 24,000 32,000 0 2,017 36489 0.0% 75.7% 100.0% E C A

令和５年５月に新館がグランドオープンし開館直後のため話
題性に起因して利用者数が多く、目標達成となりました。

・魅力ある常設展示を展開し、企画展示室、体験学習室及び
ワークショップ棟を使用し、企画展及び講座等の実施により
利用者数の増加を図ります。
・ホームページやSNSなどのデジタルコンテンツ活用によ
り、市内外へ広く当館の情報提供を行い、利用者数の増加を
図ります。
・常設展、企画展及び講座について、北部圏内の教育機関ま
たは関係団体と連携を図りながら、地域住民に向けて情報提
供するとともに、関係部署と意見交換し当該施設について観
光客への効果的な情報発信の仕組みを検討並びに修学旅行等
誘致に努めていきます。

年間図書総貸出件数
（中央図書館、移動
図書館、羽地地区セ
ンター図書室の総
計）

中央図書館
件/
年

223,384 280,000 50
単
年

280000.0 251,692.0 265,846.0 280,000.0 234,685.0 252,744.0 251877 83.8% 100.0% 94.7% B A B

年間図書総貸出件数のうち、本館貸出件数（590件増）及び
羽地地区センター図書室（239件増）は前年度と比べ増とな
りましたが、移動図書館で1696件の減となったため、結果と
して総件数減となりました。移動図書館については、これま
で行ってきた新型コロナ感染症拡大防止の為の利用制限を緩
和し、市民のひろばやホームページ・SNSを活用して広報活
動や周知を積極的に行いましたが、結果的に目標未達成とな
りました。また、移動図書館で団体利用者向けに貸し出しを
行っているセット配本１セットあたりの数を、利用者の利便
性を考慮し、５０冊から４０冊に減らしたことも１つの要因
と考えます。

移動図書館について、巡回先（ステーション）の地域住民の
利用が増えるよう広報活動や情報発信を積極的に行い、目標
達成を目指します。

図書館年間来館者数
（中央図書館） 

中央図書館
人/
年

81,203 160,000 50
単
年

160000.0 120,601.5 140,300.8 160,000.0 71,537.0 118,170.0 135334 44.7% 98.0% 96.5% D B B

コロナ感染症拡大防止の為の利用制限を緩和し、来館者も前
年度に比べ増加しましたが、目標値には届かず未達成となり
ました。

来館者は増えてきているので、引き続き目標達成に向け開か
れた図書館運営を展開していきます。

④
芸術文化の振興
【文化スポーツ振興課】

・市民が身近に芸術文化に触れる機会をつくるため
「鑑賞型事業」「体験型事業」の場を提供します。ま
た、アウトリーチ事業として学校や福祉施設等へ出向
き、優れた舞台芸術に直接触れる機会を創出します。
・地域芸術文化団体等と連携を図り、市民が芸術文化
への関心度を高める機会を創出し、芸術文化あふれる
まちづくりに努めるとともに、芸術文化の創造・交
流・発信拠点施設の管理・運営の充実を図ります。

D A B -

自主芸術文化事業の
実施回数（自主事
業・子ども芸術支援
事業・アウトリーチ
事業含）

文化スポー
ツ振興課

年/
回

25 40 100
単
年

40.0 32.5 36.3 40.0 14.0 50.0 33 35.0% 100.0% 91.0% D A B

・これまでは、小中学校を中心に自主事業（アウトリーチ事
業）を行ってきたが、地域住民や教育機関等新たな場所へ出
向いたことが新規顧客獲得につながり、目標達成に近い実績
の要因となりました。
・令和5年度より「てぶくろアート展」を新規に開催し、保育
園児（年長組）の芸術作品の発表の場を提供したこと、さら
に「市民音楽祭」を同時開催することによる相乗効果が目標
達成に近い実績の要因となりました。

・地元アーティストを育成し、名護市芸術文化の振興につな
げていきます。
・沖縄県唯一のプロオーケストラ「琉球交響楽団」と名護市
との協力体制を強化し、文化芸術の振興を促進していきま
す。

⑤
生涯学習機会の情報提供と
生涯学習施設等の連携充実
【地域力推進課】

・市民のひろば・市ホームページを活用し、生涯学習
に関する情報の発信を行います。

D D D -

名護市ホームページ
における生涯学習施
設等（中央公民館・
市民会館・文化課・
図書館・博物館）の
ページ閲覧数   

地域力推進
課

回/
月平
均

3,450 9,700 100
単
年

9700.0 6,575.0 8,137.5 9,700.0 4,019.0 3,567.0 2986.0 41.4% 54.3% 36.7% D D D

・名護市ホームページにおける生涯学習施設の閲覧数の割合
が、中央公民館（1.7％）、市民会館（8.1％）、中央図書館
（36.8％）、博物館（51.8％）、文化課（1.6％）となってお
り中央公民館及び文化課のホームページへのアクセスが極端
に少ない状況です。要因としては、ホームページの見づら
く、更新頻度が乏しいことに加え、他の生涯学習施設との連
携が取れていないことです。

・市民のひろばやホームページだけではなく、市SNSを活用
して生涯学習に関する情報を適宜提供していきます。

・「今後の対応」の欄で、市民のひろばやホームページだけではなく、市SNSを活用して生涯学習に関する情報を適宜提供していきますとの記載
がありました。Z世代はデジタルネイティブとして情報収集はスマホで行っています。ホームページ閲覧数に加えて、市SNSによる情報提供による
閲覧数をモニターするのが実情に即していると思います。また、利用者数と閲覧数との相関分析を行い、閲覧数の目標値を適切に設定することも
必要であると思います。

ご指摘の通り、市SNS閲覧数をモニターする事も実情を反映する上で必要だと考えております。次期
総合戦略における、目標値の設定において、どのような指標が適しているのか、他施設とも整合性を
図りながら今後の検討事項とします。

・ＫＰＩの設定が「名護市ホームページにおける生涯学習施設等のページ閲覧数」となっているので、今後の対応で記載されている内容では目標達成には至らないと思
います。ホームページへのアクセスが極端に少ない状況の要因が分かっているようですが、対策はされたのですか？

・中央公民館と文化課の閲覧数が極端に少ないですが、自己評価にあるようにホームページが見づらい、探しにくいと感じました。施設について知ってもらうためにま
ずはホームページを工夫した方が良いと思います。

 ホームページの見づらさ等に対しての対策として、次年度に中央公民館ページについて更新作業を実施したいと考えておりますが、ホームページのシ
ステム上の課題もあることから情報システム課とも協議を行い、見やすいホームページを目指して取り組みます。
また、ホームページだけでなく、名護市公式のＳＮＳを活用した周知についても積極的に取り組んでいきます。

①
国際交流の促進
【企画政策課】

・歴史的に多くの海外移民を輩出していることから、
今後も海外の市・県系人コミュニティとの関係人口の
創出及びネットワーク構築・維持に取り組みます。

D C A -
名護市国際交流協会
の活性化（個人会員
数）

秘書交流課 人 117 150 100
単
年

150.0 133.5 141.8 150.0 53.0 104.0 144.0 35.3% 77.9% 100.0% D C A

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束したことから、
国際交流協会主催イベント、各種語学教室等への参加者が増
えたことが会員数増加の要因と考えられます。

今後は語学教室以外に交流イベントの開催、多文化学習とし
てJICA沖縄と連携し市内学校へ出前授業など外国籍市民と市
民が交流できる多文化共生社会の実現に向けて取り組みま
す。

国内友好都市との交
流件数   

秘書交流課  回 4 6 50
単
年

6.0 5.0 5.5 6.0 4.0 7.0 7 66.7% 100.0% 100.0% C A A

昨年度同様に感染症拡大など外的要因を受けることなく通常
通り国内、海外の友好都市との交流事業を実施できたことか
ら目標達成となりました。

友好都市物産展や各種イベントへの参加、民間事業者、市民
間交流活動を継続するとともに、市民のひろばやSNS等を活
用した情報発信を検討し、名護市の魅力発信や友好都市間の
物産をはじめとした交流や連携を図ります。

アンケートによる名
護市の認知度向上の
割合

観光課 ％ - 80 50
単
年

80.0 40.0 60.0 80.0 75.6 93.0 96 94.5% 100.0% 100.0% B A A

名護市商工会、観光協会と連携して、市の観光、物産、文化
をテーマに総合的なプロモーションイベントとして、県外で
４回開催しました。観光プロモーション動画の放映やパンフ
レットの配布、物産PR,ふるさと納税、旅行支援キャンペーン
など多彩なコンテンツをプロモーションした結果、市の新た
な観光資源の認知度向上に繋がり、認知度調査において目標
を達成できました。

今後も引き続き、関係機関と連携・協働したプロモーション
イベントを展開するとともに、市内コミュニティＦＭなどメ
ディアを活用して効果的な情報発信を行い、本市の認知度向
上に努めます。

①
男女共同参画に向けた意
識・環境づくり
【地域力推進課】

・男女共同参画社会の実現を目指し、「第２次名護市
男女共同参画計画 あい・愛プラン」に基づき、名護
市女性ネットワーク協議会とともに標語募集や講演
会、フォーラム等を開催します。
・男女共同参画に対する意識の啓発、理解と関心を深
め、また仕事と家庭の調和(ワーク・ライフ・バラン
ス)の視点に立ち、家庭生活における男女共同参画の
推進が図られるよう取り組んでいきます。

E A A -

受講者のアンケート
で「男女共同参画」
等について「理解や
関心が深まった」と
回答する方の割合

地域力推進
課

％ - 80 100
単
年

80.0 40.0 60.0 80.0 0.0 83.1 93.7 0.0% 100.0% 100.0% E A A

・多様な性について理解を深めるため、9月に令和5年度名護
市男女共同参画講座「LGBTQ・性の多様性～一人ひとりが安
心して暮らせる社会に向けて～」を実施しました。
・6月の男女共同参画月間に男女共同参画社会の実現を目指し
理解と関心を深めるため、名護市女性団体ネットワーク協議
会とともに標語の募集やパネル展を実施しました。
・9月に広報誌「あい愛だより」を発刊し、男女共同参画や性
の多様性等の啓発に取り組んみました。
・多様な性のあり方や男女共同参画の視点に立ち、市民のひ
ろば３月号、6月号に「多様な性の在り方が尊重される社会の
実現に向けて」を掲載しました。

男女共同参画講座の開催については、昨年度まで庁内職員を
対象に取り組んできましたが、令和5年度は一般市民を対象に
対象範囲を広げ開催しました、アンケートの結果、昨年度と
比較して回答率が約10％向上しました。
今後、さらなる理解促進を図るため、令和6年度も研修会の実
施や広報、パネル展等を継続して取り組み、回答率を維持し
ながらイベント参加者数や広報閲覧数の増加を目指します。

広報、パネル展の参加者数や広報閲覧者数の増加に向けて周知
方法を検討します。

②

互いの性や人権、文化を尊
重しあうまちの実現
【地域力推進課】【総務部
総務課】

・性の多様性（ＬＧＢＴＱ等）について理解を促進す
るために、市民や市職員向けの講演会や研修会等を開
催し、お互いを尊重し合えるまちの実現に向けて取り
組みます。
・人権擁護委員法に基づき、候補者を推薦し議会承認
の手続を行います。また、年2回の特設人権相談所の
開設や 小中学生を対象に人権作文・標語コンテスト
等を行い、人権に関する意識の向上を図ります。
・そのほか、更生保護法人、保護司会、更生保護女性
会への支援を行います。

A A A -

受講者のアンケート
で「性の多様性」に
ついて「理解が深
まった」と回答する
方の割合

地域力推進
課

％ - 80 100
単
年

80.0 40.0 60.0 80.0 100.0 94.4 96.8 125.0% 100.0% 100.0% A A A

・多様な性について理解を深めるため、9月に令和5年度名護
市男女共同参画講座「LGBTQ・性の多様性～一人ひとりが安
心して暮らせる社会に向けて～」を実施しました。
また、6月の男女共同参画月間のパネル展、広報誌「あい愛だ
より」を活用して啓発に取り組みました。

男女共同参画講座の開催については、昨年度まで庁内職員を
対象に取り組んできましたが、令和5年度は一般市民を対象に
対象範囲を広げ開催しました、アンケートの結果、昨年度と
比較して回答率が約2％向上しました。
今後、さらなる理解促進を図るため、令和6年度も研修会の実
施や広報、パネル展等を継続して取り組み、回答率を維持し
ながらイベント参加者数や広報者閲覧者数の増加を目指しま
す。

広報、パネル展の参加者数や広報閲覧者数の増加に向けて周知
方法を検討します。

③
女性の能力発揮促進と人材
活用
【地域力推進課】

・市政に女性の参画を促進していくため、各種審議会
等委員に女性の積極的な登用を促し、女性委員ゼロの
審議会等の解消に取り組みます E E E -

各種審議会等の女性
登用率（規則に基づ
く審議会等）

地域力推進
課

％ 29.9 40 100
総
計

40.0 35.0 37.5 40.0 30.5 27.5 28.5 5.9% 0.0% 0.0% E E E

・市の政策決定の場となる各種審議会等の女性委員の登用率 
40％を目標とし、女性委員の登用状況について調査及び各課
へ審議会等への女性委員の登用推進についての協力依頼を実
施しました。

登用推進についての協力依頼を実施した結果、令和4年度と比
較し登用率が約1％増加したが、目標値を満たしていません。
引き続き関係者へ協力依頼していきます。
また、広報誌「あい愛だより」の掲載など広報誌の活用も検
討し登用率向上を目指してさらなる啓発に取り組みます。

効果的な周知方法を検討しながら引き続き関係団体への女性登
用の協力依頼に取り組みます。

・「KPI・個別事業の関係性・妥当性」の欄で、女性委員の登用状況について調査及び各課へ審議会等への女性委員の登用推進についての協力依
頼の実施について記載がありました。協力依頼に対して断られた理由に基づき、対応策を講じる必要が有ると思います。委員就任へのハードルと
して、時間などの物理的要因のみでなく、知識や経験不足等による自信の無さや心理的負担もあるかと思います。

記述の通り、物理的要因や心理的負担が大きな要因と考えます。
これらの環境改善にむけて具体案を研究し、周知を図るとともに協力依頼を継続したいと考えます。

①
行政が担うべき役割の重
点化と民間活力の活用
【振興対策室】

・効率的で無駄のない財政運営と行政運営を達成する
ため、民間の知恵、ノウハウ、資金等の活用を目的に
民間からの提案を受け付け、実行するための一元的な
窓口を設置します。

E E E - 民間提案受付件数 政策推進課
件/
年

- 20 100
単
年

20.0 10.0 15.0 20.0 0.0 0.0 3.0 0.0% 0.0% 20.0% E E E

PPP／PFI推進事業について、PPP／PFIの専門家にアドバイ
ザー業務を委託しました。
民間提案制度（マジュン・コラボ名護）は、令和4年度から運
用開始しており、民間事業者説明会や本市ホームページ等で
幅広く周知しました。
民間事業者からの提案は全体で９件あったが、民間事業者等
及び所管課等との協議・調整を行い、アドバイザーからの意
見も踏まえた結果、３件の提案を受け付けました。
残りの７件については、マジュン・コラボ名護運営ガイドラ
インに規定する「不適当となる提案内容」に該当していたこ
とや、所管課等の意向により提案の受付までには至りません
でした。

件数が減った要因としては、民間事業者等から提案をいただ
いたが、事業化に至った実績がないことや、所管課等が抱え
る特定の行政課題が、民間提案制度にそぐわない「テーマ」
設定であったことが大きな要因です。
令和５年度は民間提案制度を活用し、包括連携協定を締結し
た実績があるため、件数の増加を目指します。また、所管課
等及び民間事業者等に対して、民間提案制度の趣旨を理解し
てもらうことで、目標の達成に努めます。
併せて、民間事業等に対して周知活動を行います。

②

最新技術を活用した市民
サービスの向上と事務の効
率化
【情報政策課】

・最新技術の導入、活用等により住民の利便性向上や
自治体の業務効率化などを目的とした、行政のデジタ
ル化を推進します。    
・市内全域において民需系超高速ブロードバンドサー
ビスの利用が可能となるよう、当該サービスが提供さ
れていない地域での通信インフラ整備を推進します。

B A A -

名護市超高速通信
サービス整備事業 
超高速ブロードバン
ド環境整備地域にお
ける世帯加入率

情報政策課

業務改善推
進室
商工・企業
誘致課

％ 0 20 100
総
計

20.0 10.0 15.0 20.0 19.0 41.0 36 95.0% 100.0% 100.0% B A A

加入数の減もあるが、対象地域の世帯増もあり数字を下げる
結果となりました。目標は達成しているもののKPI数値として
は減であり、コロナ禍でのテレワークとの需要減の可能性も
あるが、引き続き注視します。

R5年度末および、R7年度で補助事業の利用状況を調査予定で
ある。本KPIとは若干指標は異なるが、地域ブロードバンド
サービスの利用に向けた広報活動（区長会での周知等）を実
施し、ＫＰＩの指標向上にも努めます。

【業務改善推進室】
行政のデジタル化を推進する取組に係る実績について、R5年
度は183件の手続きについてオンライン化が実施されました。
オンライン化の導入システム毎の内訳は次のとおりです。
・国のぴったりサービスによる手続きオンライン化手続き ３
件
・その他システムによるオンライン化手続き ２件
・上記非該当による汎用的電子申請システム(Logoフォーム)に
よるオンライン化手続き 178件（うち行政手続き49件）
【商工・企業誘致課】
スマートシティについては、名護スマートシティ推進協議会と
連携し、各分野におけるワーキンググループを設置。地域課題
の解決に向けて各WGで実現可能な施策を検討し、KPIの設定
および実証実験を行っていきます。

③
時代の変化に対応可能な人
材の育成
【人事行政課】

・庁内外における研修機会の充実を図るとともに社会
環境の変化を察知し、柔軟に対応する能力の育成や多
様性を尊重する意識の啓発を図るための研修を実施し
ます。
・人事評価結果を職員研修へ反映させることにより、
個々の職員の能力を引き上げ、より質の高い職員育成
を目指します。

A A A -
職員研修計画による
研修受講率

人事行政課 ％ - 80 100
単
年

80.0 40.0 60.0 80.0 87.2 95.8 95.3 109.0% 100.0% 100.0% A A A

・実績値については、目標値を達成したものの昨年度の数値
を僅かに下回る結果となりました。特にメンタルヘルス研修
では、実施時期が年明けとなったことから、他の研修と比較
し、受講率が低い状況となりました。有効的な研修となるよ
う、開催時期について適切な時期を見極めて実施するととも
に、引き続き、効果的な研修計画を確立していきます。

・職員研修については、人事評価結果のみならず、顕在化す
る職員の課題に対応できるよう、多様な視点からの職員研修
計画の構築を図ります。また、開催時期や研修時間について
も適切な時期や内容を見極めて実施することや、集合研修の
みならず、動画研修やWEB研修など、引き続き、柔軟な受講
体制の構築に努めます。

アンケートによる名
護市の認知度向上の
割合（再掲）

観光課 ％ - 80 30
単
年

80.0 40.0 60.0 80.0 75.6 93.0 96 94.5% 100.0% 100.0% B A A

名護市商工会、観光協会と連携して、市の観光、物産、文化
をテーマに総合的なプロモーションイベントとして、県外で
４回開催しました。観光プロモーション動画の放映やパンフ
レットの配布、物産PR,ふるさと納税、旅行支援キャンペーン
など多彩なコンテンツをプロモーションした結果、市の新た
な観光資源の認知度向上に繋がり、認知度調査において目標
を達成できました。

今後も引き続き、関係機関と連携・協働したプロモーション
イベントを展開するとともに、市内コミュニティＦＭなどメ
ディアを活用して効果的な情報発信を行い、本市の認知度向
上に努めます。

市内観光施設入込客
数（国内客及び国外
客含む）（再掲）  

観光課
人/
年

4,935,538 6,025,000 35
単
年

6025000.0 5,480,269 5,752,635 6,025,000 1,653,392 2,169,263 3,141,894 27.4% 39.6% 54.6% E D D

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症が５類へと移行し、全国旅行支援や市独自の旅行需要
喚起策（第３弾7515キャンペーン）の実施により、旅行需要
が回復し、国内の観光客の増加が見られます。
R6年度はさらに、国内外観光客が沖縄に来ることが予想され
るため、施設入込客数の増加が見込まれます。

今後も引き続き、名護市観光協会や名護市商工会等の関係団
体と連携して、観光客誘致にむけたプロモーションを実施
し、県内外の観光客の観光需要を取り込みます。

・「今後の対応」の欄で、名護市観光協会や名護市商工会等の関係団体と連携して、観光客誘致にむけたプロモーションを実施するとの記載があ
りました。来夏にオープンするジャングリアは観光誘致の起爆となり得ます。産学官での連携事業として効果的な観光客誘致および大学志願者数
増加のプロモーションに繋がればと思います。

・まず観光客が観光施設に訪れる手段がコロナ前とコロナ後で大きく変化しております。コロナ前までは、「旅行社や航空会社やるるぶなどの雑
誌についているクーポン」を利用した入園が主流でした。多くのクーポンが作れたことで、クーポン発刊業社の競争が発生し、記載している施設
数とお得さ（安さ）を競うようになりました。その影響は、掲載されている観光施設や店舗へ出てきます。入園者数は多かったのですが、格安料
金での入園となります。店舗からは、その問題について声が上がるようになり、コロナ前に徐々に料金が上がるようになりました。さて、そのタ
イミングで新たな手段が始まりました。アソビューやちゅらとくなど「ネット系販売業社」です。こちらは、料金やサービス内容を自由に決定で
きることから、多くの店舗はそちらへも移行していきます。コロナ期に入ってからはネット系での購入が大幅に伸び、クーポンでの入園は大幅に
減りました。コロナ前と比較するとおそらくクーポン利用者は50％減、ネット系販売は、年々数百%で伸びておりますが、入園客数はクーポン時
代にまだまだ届いておりません。しかし、入園料自体はアップしております。今後もネット系での販売は伸びる見込みがあることから強化が必要
です。また、根本的に宿泊施設の充実が計られなければ、北部での滞在時間は限られることになり、観光施設は激しい競争に巻き込まれることに
なります。宿泊施設が充実し名護市に1～2泊してもらえば、多くの観光施設に訪れていただけるだけではなく、飲食をはじめ名護市のあらゆると
ころへの好影響が出てくると思われます。

観光客が名護市内への滞在・周遊促進が図られるよう、宿泊日数、滞在時間の拡大に向け、観光客向
けの情報発信の強化や、市内周遊プランの訴求、名護のブランディング等の取り組みを名護市観光協
会等と連携し取り組んでいきたいと考えています。（再掲）
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③
スポーツ施設の整備拡充
【文化スポーツ振興課】

・21世紀の森体育館、名護市陸上競技場、名護市Ｂ＆
Ｇ海洋センタープール、真喜屋運動広場、羽地ダム多
目的広場など、名護市が管理するスポーツ施設を利用
者が安心して安全に使用できる環境づくりに取り組み 
ます。
・新たにスポーツ拠点施設及び武道場整備に向け取り
組みます。

C A A -
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③
図書館機能の充実
【中央図書館】

・レファレンスサービスの充実や学校司書との連携に
より、より便利で機能的な図書館を目指します。
・ボランティアによるおはなし会、市民の要望に考慮
した講座や講演会の開催、ブックスタート事業などに
より、市民が本と親しむ機会を創出します。
・施設・設備を適切に維持管理するとともに、移動図
書館サービスの充実、自治公民館や企業へのセット貸
出の推進、羽地地区センター図書室の充実などによ
り、だれにでも 開かれた図書館を目指します。

C B B -
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②
地域間交流の促進
【企画政策課】

・人材・観光・産業・文化等、友好都市を中心とした
交流を通し、関係人口を創出し、相互の振興発展に取
り組みます。また、市民レベルの自発的な県内外との
交流を促進します。

B A A -
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④
簡素で効率的な組織体制
の構築
【人事行政課】

・市民ニーズの変化や国の動向等の情報収集に努め、
行政改革推進本部会議を中心とした定期的な組織体制
の検討、見直しを実施します。

E E E - 職員の残業時間数 人事行政課 時間 63,312 56,981 100
単
年

56981.0 60,146.5 58,563.8 56,981.0 62,300.0 76,144.0 84,173 16.0% 0.0% 0.0% E E E

・職員の時間外勤務数については、２年連続で増加した結果
となりました。一因としましては、各種事業（低所得世帯等
への給付金事業、新設廃棄物処理施設整備事業等）への対応
が集中したことに加え、台風第６号の影響による被災対応に
よるものと考えています。

今後、発足した庁内ワーキングチームを中心に持続可能な行
財政運営の確立に向けた取り組みを全庁的に進めていく方針
となっています。その中には、事業見直しの仕組みや人的リ
ソースの効率的な活用、人員配置の仕組みなど、取り組むべ
き事項が位置付けられていることから、その中においても、
職員の残業時間抑制に向けた取り組みを進めていきたいと考
えています。

【業務改善推進室】
職員の残業時間数に関連して、R5年度行政のデジタル化を推
進する取組として、183件の手続きのオンライン化が実施され
ました。手続きにより差はあるもののオンライン化により作業
時間数の削減に繋がっています。
実績1：病児保育登録受付 削減時間213.2ｈ 実績２：人間
ドック補助申請 削減時間66.8ｈ

・「今後の対応」の欄で、職員の残業時間抑制に向けた取り組みについても庁内ワーキングチームを中心に持続可能な行財政運営の確立に向けた
取り組むとの記載がありました。残業時間の中身の分析も必要ですが、業務効率化の障壁となっているのは何かを洗い出すことも必要かと思いま
す。名桜大学は、各部署で作成した文書や資料等のデジタル化が進んでいないことから、デジタル情報の作成・保管ルール（ファイル名の付け
方、保管フォルダ、閲覧権の設定など）を制定し、資料の検索や整理に係る時間を最小化することを考えています。【業務改善推進室】の実績か
らもDXによる業務改善が期待できます。

・「今後の対応」では、発足した庁内ワーキンググループを中心に持続可能な行財政運営の確立に向けた取組の中においても職員の残業時間抑制
に向けた取り組みを進めていきたいとありますが、庁内ワーキンググループの概要について説明をお願いしたい。また、今後、地震、台風、大雨
等による被災対応等で職員の時間外勤務は増加していくのではないかと考えられる。そのためデジタル化やオンライン化などで残業時間の軽減が
必須であり、職員の理解を得て総意のもとで取り組んで欲しい。

・どうしても年配の方々が難しいところはあるにしても、デジタルネイティブの世代が増えていく中で、オンラインでの申請や報告書の提出がで
きると良いと思います。ルール作りをまずしっかりして、なるべくデジタル化したデータでAIが自動分析をして、不備を入力する相手側にフィー
ドバックすることで自動化できていくと思います。やっぱそのためには基盤作りとしては、そのデータをなるべくデジタル化して保管するってい
うところから始めないとなかなか難しいという感じています。申請ベースのオンライン化が始まったということなので、これをぜひ進展させて水
平展開ができていくといいと思います。

・KPI評価の最後のところに台風6号の対応がありますが、自然任せで残業が増えるみたいな話になると良くないので、できればそういったものは
通常残業と特別な残業という見方をしてもいいかと思います。

・観光業はコロナ禍で業務を整理し、コロナ以前よりも少ない人数で現場を回し、休暇取得率向上、残業時間削減へ繋がっています。デジタル化
を進めて業務の効率化をすることはもちろん、組織の上部で業務を選別し、やらない仕事を決めることも大切だと思います。

・業務効率化、業務改善については職員の意識が重要となってくることから、業務改善推進室におい
てBPR研修を通して、マインド醸成を図り、職員のBPR及びDXを推進していくことを考えておりま
す。人事行政課においても、残業時間の多い部署や業務の把握に務め、デジタル化やオンライン化に
より残業時間の縮減を図ることが出来ないか、業務改善推進室と連携を図りながら業務改善に向けた
取り組みを進めていきたい考えです。また、上述した取り組みに加え、庁内ワーキングチームにおい
て検討事項とされている人員配置の仕組みや業務内容の見直し（会計年度任用職員を含む）による職
員の負担軽減策についても検討を進めていきたい考えです。
※庁内ワーキングチームは、全国的なエネルギー・食料品などの物価高騰・人件費の高騰等の課題に
対応するため、持続可能な行財政運営の確立、多様化する行政需要に対応可能な組織を目指し、人事
行政課、業務改善推進室、財政課、企画政策課で庁内横断的なチームを構成し、政策の重点化、人的
リソースの効率的な活用、新規需要の調整等の手法を確立することを目指しています。

・KPIの考え方については、ご意見を参考に今後検討していきたいと思います。

・残業時間について、台風６号の影響による被災対応によるもの等により増加したとしているが、災害対応については規模、回数等予測不能であり努力して削減できる
ものではないので、目標値及び実績値から除外するべきではないでしょうか。

・業務改善推進室を中心とし、あらゆる手法を検討することは重要であり、デジタル化やオンライン化等の推進を図ることで軽減に繋げることも必要と思います。
その他、専門性の高い業務（事業管理等）に関しては、外部委託等の対応を講じることで職員研修などの縮減や業務の効率化・スピード化を推進することが市民サービ
スの向上となると考え業務改善方法の一つとして検討すべきではないか。その結果、職員の残業時間の低減にも効果が発揮できるのではないか、ひいては人員削減にも
繋がるのではないかと思います。
（外部委託に馴染まない業務はあると思うが、可能な業務の抽出も必要だと思います）

・残業時間数に係るＫＰＩにつきましては、ご指摘のとおり、自然災害など不測の事態への対応や選挙事務など隔年で発生する業務も含まれていること
から、予め、慢性的に時間外勤務が多く発生している部署を指標の対象とすること並びに、その要因分析及び改善策を設定すること、また業務改善推進
室が進めているＤＸによる業務改善の取組みと連携することなど、次期計画において、ＫＰＩ設定の見直しを検討していきたいと考えております。ま
た、今年10月には「地方独立行政法人名護市行政事務機構」が設立され、主に市民課が担っていた窓口業務の一部が当該法人へ移管されております。今
後、当法人による業務領域の拡大を含め、外部委託について検討していく必要があると考えております。
・外部委託等は業務改善の手法の１つとなり得ます。ただし、外部委託等を検討する際にも、予め業務改革を行うことで委託に要するコスト低減が見込
めることから、その意味でも業務改善を進めていく必要性は高いものと考えます。また職員研修は、外部委託を行う上でも、不測の事態に対応すべく、
最低限のノウハウの蓄積は必要であることや、市民サービスの向上のため必要不可欠と考えることから、業務改善による職員の業務時間の縮減や外部委
託等に伴う人的リソースの再配分により、職員の業務時間の余裕を生み、研修の受講が可能となるようにすることが理想と考えております。（業務改善
推進室）

⑤
シティプロモーションの推
進
【企画政策課】

・名護市の魅力を積極的にPRしていくため、あらゆ
るツールや手法を用いて行政・地域・民間が連携した
戦略的な情報発信の構築を図ります。
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R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度 R3年度 R4年度 R5年度

取組・指標（PLAN） 実績（DO）ランク 取組・指標（PLAN） 検証（CHECK）
総括 目標値 実績値 KPI・達成率 ＫＰＩ・ランク

基本
目標

基本
方針 シート

具体
的取
組
No.

具体的取組 具体的取組の内容 KPI 担当課 関係課 単位
現状値

（R2年度）
目標値

（R6年度）
ウェイト 評価

R5年度
KPI・個別事業の関係性・妥当性

R5年度
今後の対応

R5年度
その他・特記事項

R5年度
外部会議

R5年度
外部会議 担当課回答

R5年度
内部会議

R5年度
内部会議 担当課回答

市内宿泊施設入込客
数 （国内客及び国
外客含む）（再掲）

観光課
人/
年 

1,281,083 1,366,000 35
単
年

1366000.0 1,323,542 1,344,771 1,366,000 440,926 537,068 815,493 32.3% 40.6% 60.6% D D C

R5年度目標値には届きませんでしたが、新型コロナウイルス
感染症が５類へと移行し、全国旅行支援や市独自の旅行需要
喚起策（第３弾7515キャンペーン）の実施により、旅行需要
が回復し、国内の観光客の増加が見られます。また、R5年度
よりインバウンドの増が顕著となっています。
R6年度はさらに、国内外観光客が沖縄に来ることが予想され
るため、施設入込客数の増加が見込まれます。

今後も引き続き、名護市観光協会や名護市商工会等の関係団
体と連携して、観光客誘致にむけたプロモーションを実施
し、県内外の観光客の観光需要を取り込みます。

・「今後の対応」の欄で、名護市観光協会や名護市商工会等の関係団体と連携して、観光客誘致にむけたプロモーションを実施するとの記載があ
りました。来夏にオープンするジャングリアは観光誘致の起爆となり得ます。産学官での連携事業として効果的な観光客誘致および大学志願者数
増加のプロモーションに繋がればと思います。（再掲）
・宿泊施設入れ込み客数の測り方の精度を上げる必要があると思います。 小規模施設やアパートメントホテルなど数字が取れてない施設もある
ので、宿泊人数は2割増しくらいではないかと感じています（9～10万人は増えるのでは？）。県内入域客数はコロナ前ほどに戻ってはいないが、
名護市内には宿泊施設が増えた事で更に増加が見込まれます。  /  今後も、沖縄県内で「名護に宿泊」を選んで頂くためにも、沖縄観光にお
いて名護を宿泊地とする事の利便性や名護での過ごし方など情報発信をしていく事で数は増やしていけると考えます。 /  次にその成果指標を
考える必要もあるかと思います。宿泊客が増えるという事は市内や市街地の飲食店に少なからず波及効果が出ていると思います。なぜ、宿泊客を
増やしたいのか、観光客が増える事で市内での消費活動が活発化する事が名護市としての最大の目標ではないでしょうか？宿泊者数が増える事で
得られるメリットも明確な目標として掲げる事も必要かと思います。市内、市街地の飲食店、土産、コンビニ、給油などなど商業者の業績の変化
をDI値で取るとか、店主の感じ取っている変化をアンケートで聞くなども今後取り組む必要があると感じております。
・KPIに設定した目標値に対する数値の取り方について、効率的・有効的な数値回収及び分析の方法を検討した方がいいのではないでしょうか。

・今年度、第３次名護市観光振興基本計画の策定を予定しており、その中で、宿泊数や来訪者数をど
う効果的に取得できるか、データ収取・分析手法についても整理していきたいと考えています。
・第３次観光振興基本計画の中で、名護がやんばる観光の拠点となることを目指し、対観光客向けに
は名護市内の滞在・周遊促進、対事業者向けには戦略的マーケティングの実施を方針として掲げ、具
現化するために様々な取組みを定めていきます。成果指標についても同計画での取り組みに基づきよ
り具体的な指標となるよう検討してまいります。（再掲）

・数値の取り方については現在策定作業をしている第３次名護市観光振興基本計画の中で、デジタル
インフラを活用したデータ収集、分析を視野に入れて検討しているので、今後精度の高いデータの取
得を進めていきたいと思います。

・宿泊施設の入込客数を把握するために、施設の協力を得て把握されていると思いますが、名護市内すべての宿泊施設・宿泊者数を把握するためには時間とコストがか
かると考えられます。 他市町村の事例も参考としているとは思いますが、例えば市内の主要宿泊施設（現在協力を得ている施設）ということで施設を絞って、目標を
立てることも可能ではないか。 その他にも、宿泊施設数については沖縄県の「宿泊施設実態調査」で把握することができるので、それを活用した指標又は補足説明と
しても検討できるのではと思いますが、第3次観光振興計画を策定するにあたり、宿泊者数や来訪者数を効果的に取得するかを整理するとうことなので、施策に反映で
きる効果的な指標を検討していただければと思います。(再掲）

・これまで市内宿泊施設及び観光施設への入込客数のデータを取得するためには、各施設への聞き取り調査を実施してきた。調査は、当課で把握してい
る市内宿泊施設79者と市内観光施設32者に対し、直接、メール・電話・郵送でアンケート調査（期限付きで回答）を依頼しています。その結果、市内宿
泊施設からの回答が79者中21者の回答が得られ、観光施設については、32者中14者からの回答となっています。いずれも、市内の主要施設からの回答は
得られてはいるもののサンプル取得数は少ないため、回答数を上げる必要があると認識しているところです。
 今後の調査方法については、従来のアンケート調査による協力依頼の他、名護市観光協会のポータルサイト等を活用し、インターネット上にアンケー
ト回答サイトを作成し、サイトにアクセスできるURL及びQRコードを発信する手法など施設の負担軽減も考慮し、事業者のペースで協力いただけるよう
改善を図り、アンケート回収数を上げていきたいと考えております。

名護市デジタル情報
配信事業(QABデー
タ放送)における年
間あたりの掲載記事
数

秘書交流課
件/
年

- 80 30
単
年

80.0 40.0 60.0 0.0 82.0 38.0 60 102.5% 95.0% 100.0% A B A

 ホームページ、SNSと言った他の媒体と比較して、情報の
発信件数が少ないこと、また、閲覧数が把握できないなどの
点が課題となっています。

令和６年度予算編成において削減を求められ、次の点から事
業中止の判断となりました。
広報誌（全戸配布）において掲載されている内容も多いで
す。
名護市ホームページ、各種SNSに比べ情報発信件数が少ない
です（各課からの依頼が少ない）。

令和６年度より事業中止

市公式YouTube登録
者数、SNS等のフォ
ロワー数の総計

秘書交流課
人/
年

1,700 2,550 35
単
年

2550.0 2,125.0 2,337.5 2,550.0 2,518.0 4,675.0 7167 98.7% 100.0% 100.0% B A A

 公式LINEを追加したことによる大幅な登録者数の増があり
ました。KPIの数値の伸びもLINEの登録者増によるもので
す。登録者数（YouTube860人、Facebook1218人、
Instagram1589人、LINE3500人）

 LINEの登録者数が伸びているので、情報の配信方法などを
研究し更なる登録者の増加に繋げます。

名護市ホームページ
の閲覧数

秘書交流課
回/
月平
均

16,200 21,680 35
単
年

21680.0 18,940.0 20,310.0 21,680.0 31,184.0 248,200.0 98730 143.8% 100.0% 100.0% A A A
 名護市広報市民のひろばなどにQRコードを付けてホーム
ページに誘導する記事も多いため、閲覧数も伸びていると考
えられます。

 他の媒体と組み合わせる形で閲覧数を伸ばしたいです。

⑦
名桜大学との連携
【企画政策課】【人事行政
課】

・名桜大学と連携を図り、職員向けの研修を実施し、
職員の能力向上に努めます。
・名桜大学が行う地域の特色ある研究開発や専門人材
育成等の取組と連携し、名護市の課題解決に向け取り
組みます。 

A A B -
名護市が名桜大学に
委託している職員研
修受講率 

人事行政課 ％ 70 80 100
単
年

80.0 75.0 77.5 80.0 92.3 78.2 70.7 115.4% 100.0% 91.2% A A B

・メンタルヘルス研修の実施時期が年明けとなり、繁忙期と
重なったことからR5年度は目標値を達成することができませ
んでした。今後は、庁内においてもメンタル疾患による休職
者が増えている状況もあることから、メンタルヘルス研修の
重要性を発信し、開催時期について適切な時期を見極めて実
施していきたいと考えています。

・名桜大学の特色を生かした研修が実施出来るよう、引き続
き、研修内容を確立していきたいと考えています。

①
財政運営の健全性の確保
【財政課】

・企画政策課と連携を行い、実施計画や事業評価等の
取組 に協力し、サンセット方式や事業の見直し（ビ
ルド＆スクラップ）の推進を行うことで予算の抑制に
繋げます。

A A - - 将来負担比率 財政課 ％ 29.6 29.6 100
単
年

29.6 29.6 29.6 29.6 21.9 17.8 135.2% 100.0% - A A -

令和５年度の経常収支比率の算定は、８月初旬になる予定の
ため実績値は不明となっております。
※決算統計のデータを使用するため、決算統計作業が終了し
てからの算定する流れとなります。５月末まで出納整理期間
→６月から７月中旬まで決算統計作業→７月中旬から８月初
旬まで将来負担比率算定作業

令和６年度の一般会計の当初予算は、約４８９億７千万円と
令和５年度当初予算と比べ約４億１千万円増となっていま
す。人件費や扶助費等の増による予算増となっており、財政
調整基金から約１６億７千万円、公共施設整備基金から約６
億３千万円を取り崩すこととなったことから、今後将来負担
比率割合を増加させる要因となっています。また、市庁舎及
び市民会館の建替えも検討されていることから、既存の公共
施設の廃止・統合、現事業の見直しなどにより、経常経費の
抑制に取り組み、公共施設整備基金の残高を増やす取組みが
必要です。

②
歳出削減への取組
【財政課】

・扶助費や公債費、人件費の義務的経費の増加によ
り、名護市 の財政運営に影響（経常収支比率）を与
えており、今後も増加していくと考えているため、総
合戦略や公共施設総合管理計画を取り込んだ中期財政
計画を作成し、安定した財政運営を図ります。

A B - - 経常収支比率 財政課 ％ 92.7 92.7 100
単
年

92.7 92.7 92.7 92.7 88.7 94.2 104.5% 98.4% - A B -

令和５年度の経常収支比率の算定結果は、７月中旬になる予
定のため実績値は不明となっております。
※５月末まで出納整理期間→６月から７月中旬まで決算統計
作業（経常収支比率算定作業）

令和６年度当初予算では、市債が約２２億８千万円と前年度
と比べ約５億９千万円減となっています。大型公共施設等
（新設廃棄物処理施設）の市債額の減が要因となっており、
歳出の公債費として減となっていく見込みですが、今後市庁
舎等の建替えも検討されていることから、これらの市債額の
減は、一時的なものだと考えられます。また、大型公共施設
の整備等により維持費等の増加も見込まれ、経常収支比率割
合を増加させる要因となるため、既存の公共施設の廃止・統
合、現事業の見直しなどにより、経常経費の抑制に取り組む
必要があります。

ふるさとまちづくり
寄附金額

財政課
千円
/年

143,937 200,000 20
単
年

200000.0 171,968.5 185,984.3 200,000.0 197,540.0 362,944.0 533,251 98.8% 100.0% 100.0% B A A

 令和５年度は、前年度に引き続き本市の魅力や特産品のＰ
Ｒ、観光客の誘致等、地域産業の活性化を図るため、ふるさ
と納税をインターネットで寄附受付ができるポータルサイト
を１件追加したこと、新型コロナウイルス感染症の緩和によ
り、体験型の返礼品が増加したことで、目標値を大幅に超え
ることとなりました。

 今後も引き続き、集客力のあるポータルサイトの追加を検
討するなど、返礼品の充実と寄附額の増加を図ります。

企業版ふるさと納税
寄付金額（3年平
均） 

企画政策課
千円
/年

- 5,000 20
単
年

5,000.0 2,500.0 3,750.0 5,000.0 12,200.0 2,500.0 7,000.0 244.0% 100.0% 100.0% A A A

・令和5年度で制度を活用して3年目となったため、令和5年
度実績値は、ＫＰＩの設定のとおり３年平均額を記載してい
ます。（令和3年度、令和4年度は、単年度実績値を記載、令
和5年度単年度実績値は、6,300千円）

・引き続き、寄付をいただいた企業の広報誌への掲載等、周
知を図り、寄付の申し出があった際には、受領できるよう庁
内各課と連携の上、寄付を活用した取組の実施を進めます。

徴収率（市税等） 税務課 ％ 98.4 98.8 20
単
年

98.8 98.6 98.7 98.8 99.3 98.9 99.2 100.5% 100.0% 100.0% A A A

市税等お知らせセンターを活用し、現年度滞納者への早期催
告（架電、文書催告）を実施したことにより、前年度及び目
標値を上回る結果となった。

引き続き、現課と市税等お知らせセンターが連携して催告等
を実施し、併せて滞納処分早期着手を行い収納率増を図りま
す。

徴収率（国民健康保
険税）

国民健康保
険課

％ 94.4 95.2 20
単
年

95.2 94.8 95.0 95.2 95.16 94.0 94.38 100.0% 99.2% 99.3% B B B

徴収率について、電話催告センターへの業務委託による新
規・少額滞納者への催告を集中的に行ってきましたが、新型
コロナ感染症の影響でR4年度の徴収率が下がり、その分Ｒ５
年度の滞納繰越分が増えたことにより、Ｒ５年度の徴収率も
厳しいものとなりました。目標値には届きませんでしたが、
目標達成できました。

コンビニ収納やキャッシュレス決済の周知及び、電話催告セ
ンターを活用し早期催告の実施を継続し、分納不履行者に対
しても早期催告を行うことにより、分納計画の管理、滞納処
分を徹底し、目標達成を目指します。

徴収率（介護保険
料）

介護長寿課 ％ 93.8 96.7 20
単
年

96.7 95.3 96.0 96.7 94.0 94.4 96.4 97.2% 99.1% 100.0% B B A

令和５年度電話催告実施やコンビニ収納増により目標達成と
なりました。

令和６年度は電話催告の対象件数を増やして納付の促しを行
い、引き続き徴収率の向上を図ります。

④
公共施設等の適切な管理
【財政課】

・名護市 の公共施設等の状況を客観的に把握・分析
し、長期的・全庁的な視点で公共施設等の総合的かつ
最適な配置を実現するために平成28年度に策定した
「名護市公共施設等総合管理計画」の見直しを行いま
す。

－ － － － KPIの設定なし 財政課 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

①
環境意識の普及・啓発
【環境対策課】

・ごみ減量・３Ｒに関する情報発信や講座の開催等を
行うことで、市民の環境保全に対する意識の啓発を図
ります。

E E D -
ごみ減量・３Ｒ推進
に向けた講座等の継
続的な実施

環境対策課
件/
年

32 50 100
単
年

50.0 41.0 45.5 50.0 11.0 11.0 19.0 22.0% 26.8% 41.8% E E D

リサイクルに関する講座については、新型コロナウイルス感
染症の影響から、令和２年度以降、開催が困難な状況であっ
たが、令和5年度より状況が好転しつつあります。エコステ３
Ｒなごころの管理運営業務を受託している名護市環境企業組
合にて、企画・開催しています。令和5年度に企画した講座お
いても、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行
により取りやめた講座もあることから、目標未達成となりま
した。

講座に関しては、名護市で開催されるイベント（桜祭り等）
と連動した企画もある。今後、市内で開催されるイベントに
絡めた企画を行っていく必要があります。また、運営スタッ
フによる情報収集や研修を行い、企画内容の検討や新たな講
座を開催し、目標達成を目指します。

・「今後の対応」の欄で、リサイクルに関する講座等に関しては市内で開催されるイベントに絡めた企画を行っていくとの記載がありました。名
桜大学の1年次はごみ問題を含む様々な地域課題をゼミ活動として取り組み、毎年7月末にポスター発表会を行っています。また、卒業研究の中に
は、環境に関する調査研究もあります。これらのリソースを地域に還元できる仕組みを検討出来ればと思います。

・「今後の対応」では、名護市で開催されるイベントに絡めた企画を行っていく必要がありますとあるが、具体的にどのようなイベントで実施す
る予定でしょうか。また、どの程度のイベントから対応可能なのでしょうか。（例えば名護市福祉まつり）

・名桜大学における調査研究については、その内容や改善策について、大学と市が連携して行える取
組があれば、実施について検討して参りたいと考えております。
・「今後の対応」における本市で開催されるイベントに絡めた企画について、情報発信拠点である名
護市エコステ３Rなごころが名護十字路にあるため、さくら祭など十字路近辺で開催されるものを想定
しております。講座開催に対応する人員等に限りはありますが、例にある名護市福祉まつり等での開
催については規模や方法を検討しつつ対応はできるのではないかと考えております。

②
循環型社会の構築に資する
人材の育成
【環境対策課】

・市民一人ひとりが環境やエネルギーに配慮したライ
フスタイルへと転換を図るための機会を提供すること
を目的として、身近な暮らしに役立つエコ情報の発信
や環境保全活動の報告等を行います。

E A A -
環境フェアの来場者
数

環境対策課
人/
年

1,000 1,000 100
単
年

1000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,270.0 1515 0.0% 100.0% 100.0% E A A

市民の広場及び名護市ホームページへ開催の周知を実施した
ことにより、目標値を大幅に上回ったと考えられることから
目標達成となりました。

令和６年度は名護市立中央図書館にて実施予定です。

③

ごみの発生抑制・再資源
化の促進と廃棄物の適正
処理
【環境対策課】

・市民・事業者・行政の三者協働によるごみの発生抑
制・再資源化の取組を推進するとともに、施設や機械
設備を適正に管理することで廃棄物の適正処理を行い
ます。 

E E E -
ゴミ（一般廃棄物）
総排出量の抑制  

環境対策課 t/年 19,886 19,508 100
単
年

19508.0 19,697.0 19,602.5 19,508.0 20,337.0 20,534.6 20382.0 -119.3% 0.0% 0.0% E E E

ごみ排出量について、本市では、人口及び世帯数が増加して
おり、それに応じてごみ排出量も増加が続いている状況で
す。生ごみ処理機購入補助などごみ減量の取組を行っている
が、ごみ排出量は増加を続けており、目標未達成となりまし
た。

ごみ減量につながる情報発信を、市民及び事業者に行いごみ
減量を図る必要がある。環境フェア等のイベント頭も活用し
ごみ減量の取組を周知していき、目標達成を目指します。

・「今後の対応」の欄で、リサイクルに関する講座等に関しては市内で開催されるイベントに絡めた企画を行っていくとの記載がありました。名
桜大学の1年次はごみ問題を含む様々な地域課題をゼミ活動として取り組み、毎年7月末にポスター発表会を行っています。また、卒業研究の中に
は、環境に関する調査研究もあります。これらのリソースを地域に還元できる仕組みを検討出来ればと思います。（再掲）

・「今後の対応」では、ごみ減量につながる情報発信を環境フェア等のイベントを活用しごみ減量の取り組みを周知していきたいとありますが、
例えばコンビニやスーパー等でのレジ袋等の減量の取り組みなどについて、連携した具体的な取り組みをしているのでしょうか？

・名桜大学における調査研究については、その内容や改善策について、大学と市が連携して行える取
組があれば、実施について検討して参りたいと考えております。
・「今後の対応」における取組としましては。４Rに関する周知活動等を想定しています。例としてあ
りますレジ袋の等の減量に関する取組として、スーパーのレジ袋を名護市指定ごみ袋で代替する取組
について検討を進めているところです。

・人口及び世帯数が増加するとそれに応じてごみ排出量も増加するのは普通の事だと思います。ＫＰＩの設定を一人当たりのゴミ排出量にすることで、生ごみ処理機購
入補助などごみ減量の取組を行っている成果が反映されるのではないでしょうか。ＫＰＩの検討が必要と考えます。

・今後の対応で「ごみ減量につながる情報発信、環境フェア等のイベントも活用しごみ減量の取組を周知する」とありますが、イベントでの周知のほか、ホームページ
やSNS、広報誌等で、ゴミ排出量が増加している現状やゴミ処理の現状、ゴミ減量化の方法などを紹介してはいかがでしょうか。

・ご指摘の通り現在の指標である市全体のごみ排出量では、人口増加等の要因に大きく影響を受けることから達成困難となっております。一人当たりの
ごみ排出量等の新たなＫＰＩを設定したいと考えております。
・ご指摘にあるように、ホームページやＳＮＳ，広報誌等の媒体を活用し、周知・広報の実施に努めます。

④

循環型エネルギーの導入・
普及促進
【環境対策課】 【企画政策
課】 

・地球温暖化を防止し、低炭素 社会の構築に向けて
住宅用太陽光発電システムを設置した市民に対して補
助を行います。
・民間企業と連携し、名護市における地域の脱炭素お
よび持続可能なまちづくりを目指します。 

A A A -
住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助件数

環境対策課
件/
年

14 18 100
単
年

18.0 16.0 17.0 18.0 25.0 35.0 27 138.9% 100.0% 100.0% A A A

市民の広場及び名護市ホームページへ開催の周知を実施した
ことにより、目標値を大幅に上回ったと考えられることから
目標達成となりました。

特に実施方法等の変更はなし。

市外からの転入者数
 

企画政策課
人/
年

3,267 3,670 50
単
年

3670.0 3,468.5 3,569.3 3,670.0 3,335.0 3,355.0 3,275 90.9% 96.7% 91.8% B B B

・令和4年度から令和5年度にかけて市外からの転入者が80人
減少しています。内訳を見ると沖縄県内からの転入者は、
125人減少しているものの、県外からの転入者が45人増加し
ています。

・市外からの転入者数の増加に向けて、各基本目標に掲げる
具体的施策の総合的な推進を更に図る必要があります。

住みよさランキング
（沖縄県内順位）出
典：都市データパッ
ク（東洋経済 新報
社）

企画政策課 位 1 1 50
単
年

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 90.0% 80.0% FALSE B B A

・本市の住みよさランキングの算出指標については、「利便
度」、「富裕度」が下がっているものの、「安心度」、「快
適度」は上がっており、いずれの指標も大きな変動はありま
せん。今回、ランキングが下がっているのは、浦添市の「利
便度」、「快適度」が上昇し総合評価が上がったことが 影
響しているものと考えています。

・総合戦略や総合計画に掲げるすべての基本方針や具体的取
組の推進の結果が「移住・定住」や「住みよさ」に繋がると
考えられるため、引き続き住みやすいまちづくりを目指し、
総合計画、総合戦略の推進を図ります。

⑥
"伝わる"情報発信
【企画政策課】

・紙媒体による市政情報の共有化、及びウェブサイト
やＳＮＳによる市政情報の共有化を行うことで、アナ
ログとデジタルが融合した"伝わる"情報発信を推進し
ます。

A B A -

③

歳入確保への取組
【財政課】【企画政策課】
【税務課】【介護長寿課】
【国民健康保険課】

・令和元年11月から開始した名護市ふるさとまちづく
り指定寄付金の返礼品継続し、 3年後に寄付金額２億
円達成を目標に推進していきます。
・企業版ふるさと納税を活用し、歳入の確保に努めま
す。  
  ・コンビニ収納や、キャッシュレス決済を周知する
ことで、収納機会の拡大につとめます。
・民間委託による「電話催告センター」を活用し早期
催告を実施し、収納担当課の連携を図ることにより市
税等の収納率の向上に取り組みます。 

A B B -
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①
移住・定住の促進
【企画政策課】

・今後、名護市におとずれる人口減少に備え、誰もが
人や自然と豊かにつながりながら誇りを持って暮らせ
るまち、誰もが住み続けたいと思う「選ばれ続けるま
ち」を目指します。

B B D -
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- 7 -


